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精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書
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　国の障がい者施策において身体、知的、精神の３
障害一元化が基本的な方向にとなっているが、長い
間、精神障がい者は身体・知的障がい者に適用され
ている交通運賃割引制度から除外されている。
　精神障がい者家族の全国組織である、公益財団法
人全国精神保健福祉会連合会の全国調査によると、
精神障がい者の大半が家族と同居との結果である。
しかしながらその親は高齢化しており、年金生活等、
経済的支援力も弱まり、家族だけで支えるには限界
に達している。日中活動サービスが利用できない精
神障がい者は、外出の機会が少なく、引きこもりの
大きな要因ともなっており、経済的負担は障害者権
利条約が求める社会参加を促す大きな障壁ともなっ
ている。

　また、平成26年の障害者権利条約の批准及び平成
28年の障害者差別解消法の施行がなされた中で、精
神障がい者を国の障害者福祉制度の対象から除外す
ることは不合理である。
　よって、逗子市議会は国に対し、身体障がい者や
知的障がい者に適用されている交通運賃割引制度を
精神障がい者にも適用するよう要望する。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提
出する。

　平成30年６月26日 逗　子　市　議　会

逗子の夏・こどもの夏
（2018海開き）

第２回定例会の議案等の賛否状況一覧
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逗子市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正について

教職員定数改善の推進と義務教育費国庫負担制度の国負担２分の１
復元を図るための2019年度政府予算についての意見書
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逗子市職員給与条例及び逗子市一般職の任期付職員の採用等
に関する条例の一部改正について

逗子市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の
一部改正について
逗子市市税条例の一部改正について
逗子市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

平成30年度逗子市一般会計補正予算（第３号）

監査委員の選任について 

逗子市個人情報保護条例の一部改正について

開発事業に係る賛否の意見を付した市長の意見に対する陳情書

陳情書（まちづくり条例第35条関係）

地方財政の充実・強化を求める意見書
精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書
神奈川県最低賃金改定等についての意見書
消費税増税中止を求める意見書
日本年金機構の情報セキュリティ対策の見直しを求める意見書
旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書
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▼
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て
…
原
案
可
決
（
全

員
賛
成
）

　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
及
び
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
等
に
伴
い
、
改
正
の
必

要
が
あ
る
た
め
提
案
す
る
も
の
で

す
。

▼
災
害
派
遣
手
当
等
の
支
給
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
…
原
案
可
決
（
全
員
賛
成
）

　
旅
館
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
公
布
に
伴
い
、
改
正
の
必

要
が
あ
る
た
め
提
案
す
る
も
の
で

す
。

▼
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て
…
原
案
可

決
（
全
員
賛
成
）

　
民
間
に
お
け
る
退
職
給
付
の
支

給
の
実
情
に
鑑
み
、
国
家
公
務
員

退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
地
方
公
務
員
の
退
職
手
当
の

額
を
引
き
下
げ
る
必
要
が
あ
る
た

め
提
案
す
る
も
の
で
す
。

▼
職
員
給
与
条
例
及
び
一
般
職
の

任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

…
原
案
可
決
（
全
員
賛
成
）

　
平
成
29
年
人
事
院
の
給
与
勧
告

及
び
近
隣
各
市
の
職
員
給
与
の
状

況
等
を
勘
案
し
、
一
般
職
の
給
与

に
つ
い
て
改
正
す
る
と
と
も
に
、

緊
急
財
政
対
策
の
実
施
に
鑑
み
、

改
定
後
の
給
料
表
及
び
勤
勉
手
当

支
給
月
数
を
適
用
し
な
い
こ
と
等

を
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
提

案
す
る
も
の
で
す
。

▼
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
…
原

案
可
決
（
全
員
賛
成
）

　
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損

害
賠
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に

伴
い
、
関
係
諸
規
定
整
備
の
必
要

が
あ
る
た
め
提
案
す
る
も
の
で
す
。

▼
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
…
原
案
可
決
（
全
員
賛
成
）

　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
が
平
成
30
年
４
月
１
日
に

施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
特
定

の
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
割
合

を
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
提

案
す
る
も
の
で
す
。

▼
平
成
30
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算（
第
３
号
）…
原
案
可
決
（
全

員
賛
成
）

　
今
回
の
補
正
は
、
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
事
業
計
画
の
改
訂
に
向

け
た
保
護
者
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
調

査
に
係
る
経
費
と
し
て
、
次
世
代

育
成
支
援
対
策
事
業
２
５
０
万
４

０
０
０
円
を
増
額
し
、
小
規
模
保

育
事
業
所
の
新
規
開
設
に
向
け
た

施
設
整
備
補
助
に
係
る
経
費
と
し

て
保
育
所
等
緊
急
整
備
事
業
１
８

３
６
万
円
を
計
上
、
市
内
一
周
駅

伝
競
走
大
会
開
催
に
係
る
経
費
と

し
て
ス
ポ
ー
ツ
推
進
事
業
１
４
０

万
２
０
０
０
円
を
増
額
す
る
な

ど
、
歳
出
の
合
計
は
２
８
２
８
万

６
０
０
０
円
の
増
額
と
な
り
、
こ

れ
に
見
合
う
歳
入
は
、
国
庫
支
出

金
、
県
支
出
金
、
繰
越
金
及
び
諸

収
入
を
増
額
し
て
措
置
す
る
も
の

で
、
こ
れ
に
よ
り
予
算
現
額
は
１

８
２
億
５
７
３
１
万
４
０
０
０
円

と
な
り
ま
す
。

▼
監
査
委
員
（
識
見
委
員
）
の
選

任
に
つ
い
て
…
同
意
可
決
（
全

員
賛
成
）

　
氏
名
　
関
口
　
毅
氏
﹇
新
任
﹈

　
任
期
　
４
年

▼
土
地
開
発
公
社
の
経
営
状
況
の

報
告
に
つ
い
て

　
土
地
開
発
公
社
に
お
け
る
平
成

29
年
度
の
事
業
報
告
及
び
決
算
に

つ
い
て
の
報
告
並
び
に
平
成
30
年

度
の
事
業
計
画
、
予
算
及
び
資
金

計
画
に
つ
い
て
、
報
告
さ
れ
た
も

の
で
す
。

▼
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
）

　
平
成
29
年
12
月
16
日
、新
宿
４
丁

目
の
道
路
用
地
に
お
い
て
、
強
風

に
よ
り
市
所
有
の
樹
木
が
倒
れ
、

相
手
方
の
フ
ェ
ン
ス
を
損
傷
さ
せ

た
も
の
で
、
損
害
賠
償
額
９
万
７

２
０
円
で
賠
償
の
相
手
方
と
示
談

が
成
立
し
た
た
め
、
専
決
処
分
を

行
っ
た
も
の
で
す
。

▼
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て

（
繰
越
明
許
費
）

　
平
成
29
年
度
一
般
会
計
予
算
に

お
い
て
繰
越
明
許
費
の
設
定
を
し

た
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
事
務
費
５

９
３
万
円
、
神
武
寺
ト
ン
ネ
ル
改

良
事
業
１
６
７
１
万
２
０
０
０

円
、
道
路
改
良
事
業
５
６
８
１
万

４
０
０
０
円
、
学
校
施
設
整
備
事

業
３
０
４
１
万
４
０
０
０
円
を
そ

れ
ぞ
れ
平
成
30
年
度
に
予
算
を
繰

り
越
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
報
告

さ
れ
た
も
の
で
す
。

▼
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て

（
繰
越
明
許
費
）

　
平
成
29
年
度
下
水
道
事
業
特
別

会
計
予
算
に
お
い
て
繰
越
明
許
費

の
設
定
を
し
た
合
流
改
善
事
業
９

２
０
万
４
０
０
０
円
を
平
成
30
年

度
に
予
算
を
繰
り
越
し
た
こ
と
に

つ
い
て
報
告
さ
れ
た
も
の
で
す
。

▼
開
発
事
業
に
係
る
賛
否
の
意
見

を
付
し
た
市
長
の
意
見
に
対
す

る
陳
情
書
…
不
了
承

（
詳
細
は
13
面
参
照
）

▼
議
会
基
本
条
例
の
一
部
改
正
に

関
す
る
陳
情

　
工
藤
純
一
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ

た
も
の
で
、
逗
子
市
議
会
基
本
条

例
第
12
条
第
３
項
と
し
て
「
３  

　

委
員
会
の
委
員
長
は
、
委
員
会
に

お
い
て
請
願
、
陳
情
及
び
議
案
等

の
審
査
を
行
う
に
当
た
り
、
委
員

相
互
間
の
自
由
討
議
が
積
極
的
に

行
わ
れ
る
よ
う
議
事
を
整
理
す
る

も
の
と
す
る
。
」
の
条
文
を
追
加

す
る
よ
う
切
望
す
る
、
と
い
う
も

の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
議
会
運
営
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

な
し
で
不
了
承
と
な
り
ま
し
た
。

▼
議
会
報
告
会
開
催
に
関
す
る
陳

情
　
工
藤
純
一
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ

た
も
の
で
、
平
成
28
年
３
月
３
日

に
開
催
さ
れ
た
議
会
活
性
化
推
進

協
議
会
に
お
い
て
、
当
時
の
会
長

か
ら
、
重
要
議
題
が
あ
っ
た
場

合
、
市
民
に
議
会
報
告
会
を
行
う

と
い
う
形
が
あ
る
と
思
う
と
の
発

言
が
あ
る
が
、
昨
年
公
表
さ
れ
た

緊
急
財
政
対
策
は
ま
さ
に
重
要
議

題
に
該
当
す
る
た
め
、
議
会
報
告

会
の
開
催
を
切
望
す
る
、
と
い
う

も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
議
会
運
営
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

な
し
で
不
了
承
と
な
り
ま
し
た
。

▼
市
議
会
議
員
の
定
数
を
定
め
る

条
例
の
一
部
改
正
と
市
議
会
議

員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及

び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
関
す
る
陳
情

　
工
藤
純
一
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ

た
も
の
で
、
平
成
29
年
第
４
回
定

例
会
に
お
い
て
、
逗
子
市
議
会
議

員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
及
び
逗

子
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費

用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
た

が
、
緊
急
財
政
対
策
で
の
取
組
と

し
て
、
逗
子
市
議
会
基
本
条
例
第

22
条
第
２
項
及
び
同
条
第
３
項
に

よ
る
手
続
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

逗
子
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、

費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
で
定
め
た
特

例
期
間
が
終
了
す
る
平
成
31
年
３

月
31
日
ま
で
に
、
当
該
手
続
を
行

い
審
議
す
る
よ
う
切
望
す
る
、
と

い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
議
会
運
営
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

な
し
で
不
了
承
と
な
り
ま
し
た
。

議
案
の
審
議
結
果

今
定
例
会
の
概
要

　
平
成
30
年
市
議
会
第
２
回
定
例
会
は
、
６
月
８
日
か
ら
26
日
ま
で
の
19
日
間
の
会
期
で
開
会
し
ま

し
た
。
こ
の
定
例
会
で
は
、
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
、
災
害
派
遣
手
当
等
の
支
給
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
の
ほ
か
、
小
規
模
保
育
事
業
所
の
新
規
開
設
に
向
け
た
施
設
整
備
補
助
に
係
る

経
費
と
し
て
保
育
所
等
緊
急
整
備
事
業
経
費
の
計
上
、
市
内
一
周
駅
伝
競
走
大
会
開
催
に
係
る
経
費

と
し
て
ス
ポ
ー
ツ
推
進
事
業
の
増
額
な
ど
を
内
容
と
す
る
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）、
監
査

委
員
の
選
任
な
ど
、
市
長
提
出
の
８
議
案
の
ほ
か
、
陳
情
16
件
の
審
議
が
行
わ
れ
、
審
議
の
結
果
、

議
案
８
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
・
同
意
し
、
陳
情
７
件
を
了
承
、
７
件
を
不
了
承
、
２
件
を
閉
会
中

継
続
審
査
と
し
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、ま
ち
づ
く
り
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
陳
情
書
（
開

発
事
業
に
係
る
賛
否
の
意
見
を
付
し
た
市
長
の
意
見
に
対
す
る
陳
情
書
）
に
つ
い
て
は
、「
開
発
事

業
に
関
す
る
特
別
委
員
会
」
を
設
置
し
、
審
議
の
結
果
、
不
了
承
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
６
月
22
日
、

25
日
、
26
日
の
３
日
間
、
市
政
一
般
に
つ
い
て
14
人
の
議
員
が
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
ほ

か
に
、
議
員
発
議
に
よ
る
意
見
書
案
７
件
を
可
決
し
、
閉
会
し
ま
し
た
。

報

　告

　事

　項

人

　事

　案

　件

提
出
さ
れ
た
陳
情
の

要
旨
・
審
査
結
果

総
合
的
病
院
特
別
委

員
会
委
員
長
の
変
更

市議会第２回定例会日程概要
議会運営委員会（議事日程等協議）

本会議（第1日）会期を６月26日までの19日間

と決定、開発事業に関する特別委員会の設置

及び同委員の選任、一部議案の採決、議案等委

員会付託

全員協議会（議会運営委員会決定事項報告、

市長報告）

開発事業に関する特別委員会（正副委員長の

互選）

議会運営委員会（陳情の審査・採決）

教育民生常任委員会（議案・陳情の審査・採決）

総務常任委員会（議案・陳情の審査・採決）

基地対策特別委員会（調査)

総合的病院に関する特別委員会（陳情の審

査・採決、調査)

開発事業に関する特別委員会（陳情の審査・

採決）

議会運営委員会（追加案件協議）

本会議（第２日）議案の委員長報告・採決、陳

情の採決、陳情審査の結果報告、一般質問

本会議（第３日）一般質問

本会議（第４日）一般質問、追加議案・意見書

案の採決、結論が出なかった陳情の閉会中継

続審査了承

6月 5日
8日

11日
12日
13日
14日

15日

21日
22日

25日
26日

補正予算など8議案、議員発議
による意見書案 7件を可決

第２回定例会（６月８日～２6日）



3 ず し 市 議 会 だ よ り 2ず し 市 議 会 だ よ り平成30年 9月１5日　　第１４３号平成30年 9月１5日　　第１４３号

▼
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て
…
原
案
可
決
（
全

員
賛
成
）

　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
及
び
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
等
に
伴
い
、
改
正
の
必

要
が
あ
る
た
め
提
案
す
る
も
の
で

す
。

▼
災
害
派
遣
手
当
等
の
支
給
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
…
原
案
可
決
（
全
員
賛
成
）

　
旅
館
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
公
布
に
伴
い
、
改
正
の
必

要
が
あ
る
た
め
提
案
す
る
も
の
で

す
。

▼
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て
…
原
案
可

決
（
全
員
賛
成
）

　
民
間
に
お
け
る
退
職
給
付
の
支

給
の
実
情
に
鑑
み
、
国
家
公
務
員

退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
地
方
公
務
員
の
退
職
手
当
の

額
を
引
き
下
げ
る
必
要
が
あ
る
た

め
提
案
す
る
も
の
で
す
。

▼
職
員
給
与
条
例
及
び
一
般
職
の

任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

…
原
案
可
決
（
全
員
賛
成
）

　
平
成
29
年
人
事
院
の
給
与
勧
告

及
び
近
隣
各
市
の
職
員
給
与
の
状

況
等
を
勘
案
し
、
一
般
職
の
給
与

に
つ
い
て
改
正
す
る
と
と
も
に
、

緊
急
財
政
対
策
の
実
施
に
鑑
み
、

改
定
後
の
給
料
表
及
び
勤
勉
手
当

支
給
月
数
を
適
用
し
な
い
こ
と
等

を
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
提

案
す
る
も
の
で
す
。

▼
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
…
原

案
可
決
（
全
員
賛
成
）

　
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損

害
賠
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に

伴
い
、
関
係
諸
規
定
整
備
の
必
要

が
あ
る
た
め
提
案
す
る
も
の
で
す
。

▼
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
…
原
案
可
決
（
全
員
賛
成
）

　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
が
平
成
30
年
４
月
１
日
に

施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
特
定

の
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
割
合

を
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
提

案
す
る
も
の
で
す
。

▼
平
成
30
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算（
第
３
号
）…
原
案
可
決
（
全

員
賛
成
）

　
今
回
の
補
正
は
、
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
事
業
計
画
の
改
訂
に
向

け
た
保
護
者
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
調

査
に
係
る
経
費
と
し
て
、
次
世
代

育
成
支
援
対
策
事
業
２
５
０
万
４

０
０
０
円
を
増
額
し
、
小
規
模
保

育
事
業
所
の
新
規
開
設
に
向
け
た

施
設
整
備
補
助
に
係
る
経
費
と
し

て
保
育
所
等
緊
急
整
備
事
業
１
８

３
６
万
円
を
計
上
、
市
内
一
周
駅

伝
競
走
大
会
開
催
に
係
る
経
費
と

し
て
ス
ポ
ー
ツ
推
進
事
業
１
４
０

万
２
０
０
０
円
を
増
額
す
る
な

ど
、
歳
出
の
合
計
は
２
８
２
８
万

６
０
０
０
円
の
増
額
と
な
り
、
こ

れ
に
見
合
う
歳
入
は
、
国
庫
支
出

金
、
県
支
出
金
、
繰
越
金
及
び
諸

収
入
を
増
額
し
て
措
置
す
る
も
の

で
、
こ
れ
に
よ
り
予
算
現
額
は
１

８
２
億
５
７
３
１
万
４
０
０
０
円

と
な
り
ま
す
。

▼
監
査
委
員
（
識
見
委
員
）
の
選

任
に
つ
い
て
…
同
意
可
決
（
全

員
賛
成
）

　
氏
名
　
関
口
　
毅
氏
﹇
新
任
﹈

　
任
期
　
４
年

▼
土
地
開
発
公
社
の
経
営
状
況
の

報
告
に
つ
い
て

　
土
地
開
発
公
社
に
お
け
る
平
成

29
年
度
の
事
業
報
告
及
び
決
算
に

つ
い
て
の
報
告
並
び
に
平
成
30
年

度
の
事
業
計
画
、
予
算
及
び
資
金

計
画
に
つ
い
て
、
報
告
さ
れ
た
も

の
で
す
。

▼
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

（
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
）

　
平
成
29
年
12
月
16
日
、新
宿
４
丁

目
の
道
路
用
地
に
お
い
て
、
強
風

に
よ
り
市
所
有
の
樹
木
が
倒
れ
、

相
手
方
の
フ
ェ
ン
ス
を
損
傷
さ
せ

た
も
の
で
、
損
害
賠
償
額
９
万
７

２
０
円
で
賠
償
の
相
手
方
と
示
談

が
成
立
し
た
た
め
、
専
決
処
分
を

行
っ
た
も
の
で
す
。

▼
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て

（
繰
越
明
許
費
）

　
平
成
29
年
度
一
般
会
計
予
算
に

お
い
て
繰
越
明
許
費
の
設
定
を
し

た
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
事
務
費
５

９
３
万
円
、
神
武
寺
ト
ン
ネ
ル
改

良
事
業
１
６
７
１
万
２
０
０
０

円
、
道
路
改
良
事
業
５
６
８
１
万

４
０
０
０
円
、
学
校
施
設
整
備
事

業
３
０
４
１
万
４
０
０
０
円
を
そ

れ
ぞ
れ
平
成
30
年
度
に
予
算
を
繰

り
越
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
報
告

さ
れ
た
も
の
で
す
。

▼
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て

（
繰
越
明
許
費
）

　
平
成
29
年
度
下
水
道
事
業
特
別

会
計
予
算
に
お
い
て
繰
越
明
許
費

の
設
定
を
し
た
合
流
改
善
事
業
９

２
０
万
４
０
０
０
円
を
平
成
30
年

度
に
予
算
を
繰
り
越
し
た
こ
と
に

つ
い
て
報
告
さ
れ
た
も
の
で
す
。

▼
開
発
事
業
に
係
る
賛
否
の
意
見

を
付
し
た
市
長
の
意
見
に
対
す

る
陳
情
書
…
不
了
承

（
詳
細
は
13
面
参
照
）

▼
議
会
基
本
条
例
の
一
部
改
正
に

関
す
る
陳
情

　
工
藤
純
一
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ

た
も
の
で
、
逗
子
市
議
会
基
本
条

例
第
12
条
第
３
項
と
し
て
「
３  

　

委
員
会
の
委
員
長
は
、
委
員
会
に

お
い
て
請
願
、
陳
情
及
び
議
案
等

の
審
査
を
行
う
に
当
た
り
、
委
員

相
互
間
の
自
由
討
議
が
積
極
的
に

行
わ
れ
る
よ
う
議
事
を
整
理
す
る

も
の
と
す
る
。
」
の
条
文
を
追
加

す
る
よ
う
切
望
す
る
、
と
い
う
も

の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
議
会
運
営
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

な
し
で
不
了
承
と
な
り
ま
し
た
。

▼
議
会
報
告
会
開
催
に
関
す
る
陳

情
　
工
藤
純
一
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ

た
も
の
で
、
平
成
28
年
３
月
３
日

に
開
催
さ
れ
た
議
会
活
性
化
推
進

協
議
会
に
お
い
て
、
当
時
の
会
長

か
ら
、
重
要
議
題
が
あ
っ
た
場

合
、
市
民
に
議
会
報
告
会
を
行
う

と
い
う
形
が
あ
る
と
思
う
と
の
発

言
が
あ
る
が
、
昨
年
公
表
さ
れ
た

緊
急
財
政
対
策
は
ま
さ
に
重
要
議

題
に
該
当
す
る
た
め
、
議
会
報
告

会
の
開
催
を
切
望
す
る
、
と
い
う

も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
議
会
運
営
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

な
し
で
不
了
承
と
な
り
ま
し
た
。

▼
市
議
会
議
員
の
定
数
を
定
め
る

条
例
の
一
部
改
正
と
市
議
会
議

員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及

び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
関
す
る
陳
情

　
工
藤
純
一
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ

た
も
の
で
、
平
成
29
年
第
４
回
定

例
会
に
お
い
て
、
逗
子
市
議
会
議

員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
及
び
逗

子
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費

用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
た

が
、
緊
急
財
政
対
策
で
の
取
組
と

し
て
、
逗
子
市
議
会
基
本
条
例
第

22
条
第
２
項
及
び
同
条
第
３
項
に

よ
る
手
続
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

逗
子
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、

費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
で
定
め
た
特

例
期
間
が
終
了
す
る
平
成
31
年
３

月
31
日
ま
で
に
、
当
該
手
続
を
行

い
審
議
す
る
よ
う
切
望
す
る
、
と

い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
議
会
運
営
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

な
し
で
不
了
承
と
な
り
ま
し
た
。

議
案
の
審
議
結
果

今
定
例
会
の
概
要

　
平
成
30
年
市
議
会
第
２
回
定
例
会
は
、
６
月
８
日
か
ら
26
日
ま
で
の
19
日
間
の
会
期
で
開
会
し
ま

し
た
。
こ
の
定
例
会
で
は
、
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
、
災
害
派
遣
手
当
等
の
支
給
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
の
ほ
か
、
小
規
模
保
育
事
業
所
の
新
規
開
設
に
向
け
た
施
設
整
備
補
助
に
係
る

経
費
と
し
て
保
育
所
等
緊
急
整
備
事
業
経
費
の
計
上
、
市
内
一
周
駅
伝
競
走
大
会
開
催
に
係
る
経
費

と
し
て
ス
ポ
ー
ツ
推
進
事
業
の
増
額
な
ど
を
内
容
と
す
る
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）、
監
査

委
員
の
選
任
な
ど
、
市
長
提
出
の
８
議
案
の
ほ
か
、
陳
情
16
件
の
審
議
が
行
わ
れ
、
審
議
の
結
果
、

議
案
８
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
・
同
意
し
、
陳
情
７
件
を
了
承
、
７
件
を
不
了
承
、
２
件
を
閉
会
中

継
続
審
査
と
し
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、ま
ち
づ
く
り
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
陳
情
書
（
開

発
事
業
に
係
る
賛
否
の
意
見
を
付
し
た
市
長
の
意
見
に
対
す
る
陳
情
書
）
に
つ
い
て
は
、「
開
発
事

業
に
関
す
る
特
別
委
員
会
」
を
設
置
し
、
審
議
の
結
果
、
不
了
承
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
６
月
22
日
、

25
日
、
26
日
の
３
日
間
、
市
政
一
般
に
つ
い
て
14
人
の
議
員
が
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
ほ

か
に
、
議
員
発
議
に
よ
る
意
見
書
案
７
件
を
可
決
し
、
閉
会
し
ま
し
た
。

報

　告

　事

　項

人

　事

　案

　件

提
出
さ
れ
た
陳
情
の

要
旨
・
審
査
結
果

総
合
的
病
院
特
別
委

員
会
委
員
長
の
変
更

市議会第２回定例会日程概要
議会運営委員会（議事日程等協議）

本会議（第1日）会期を６月26日までの19日間

と決定、開発事業に関する特別委員会の設置

及び同委員の選任、一部議案の採決、議案等委

員会付託

全員協議会（議会運営委員会決定事項報告、

市長報告）

開発事業に関する特別委員会（正副委員長の

互選）

議会運営委員会（陳情の審査・採決）

教育民生常任委員会（議案・陳情の審査・採決）

総務常任委員会（議案・陳情の審査・採決）

基地対策特別委員会（調査)

総合的病院に関する特別委員会（陳情の審

査・採決、調査)

開発事業に関する特別委員会（陳情の審査・

採決）

議会運営委員会（追加案件協議）

本会議（第２日）議案の委員長報告・採決、陳

情の採決、陳情審査の結果報告、一般質問

本会議（第３日）一般質問

本会議（第４日）一般質問、追加議案・意見書

案の採決、結論が出なかった陳情の閉会中継

続審査了承

6月 5日
8日

11日
12日
13日
14日

15日

21日
22日

25日
26日

補正予算など8議案、議員発議
による意見書案 7件を可決

第２回定例会（６月８日～２6日）



5 ず し 市 議 会 だ よ り 4ず し 市 議 会 だ よ り

●
本
会
議
の
傍
聴

 

・
定
員     

　
一
般
席      

43
人

　
　
　
　
　
車
椅
子
席
　
　
５
人

●
常
任
委
員
会
・
議
会
運
営
委
員
会
・

　議
会
報
編
集
委
員
会
の
傍
聴

 

・
定
員
　
　
　
　
　
　
　
　
12
人

　（
全
員
協
議
会
室
で
開
催
す
る

　
場
合
は
25
人
）

●
特
別
委
員
会
の
傍
聴

 

・
定
員
　
　
　
　
　
　
　
　
15
人

　（
予
算
特
別
委
員
会
は
12
人
）

●
全
員
協
議
会
の
傍
聴

 

・
定
員
　
　
　
　
　
　
　
　
8
人

●
受
付
時
間

・
午
前
９
時
か
ら
９
時
45
分
ま
で

（
本
会
議
・
各
委
員
会
と
も
同
じ
）

●
傍
聴
の
手
続
き

　
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
方

は
、
本
人
が
本
会
議
、
委
員
会
、

全
員
協
議
会
の
開
か
れ
る
当
日
、

受
付
時
間
内
に
議
会
事
務
局
（
市

役
所
４
階
）
前
の
受
付
票
に
氏
名

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

午
前
９
時
45
分
の
受
付
終
了
後
に

傍
聴
希
望
者
が
定
員
を
超
え
て
い

た
場
合
は
、
抽
せ
ん
と
な
り
ま
す
。

　
詳
し
い
こ
と
は
、
議
会
事
務
局

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

内
線
４
０
５

平成30年 9月１5日　　第１４３号平成30年 9月１5日　　第１４３号

▼
陳
情
不
採
択
の
理
由
明
確
化
に

関
す
る
陳
情

　
工
藤
純
一
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ

た
も
の
で
、
逗
子
市
議
会
基
本
条

例
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
議

会
運
営
委
員
会
に
お
い
て
不
了
承

と
さ
れ
た
陳
情
に
つ
い
て
は
、
そ

の
理
由
を
陳
情
者
に
通
知
す
る
よ

う
切
望
す
る
、
と
い
う
も
の
で

す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
議
会
運
営
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

な
し
で
不
了
承
と
な
り
ま
し
た
。

▼
教
職
員
定
数
改
善
の
推
進
と
義

務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
国

負
担
２
分
の
１
復
元
を
は
か
る

た
め
の
２
０
１
９
年
度
政
府
予

算
に
つ
い
て
の
陳
情

　
三
浦
半
島
地
区
教
職
員
組
合
執

行
委
員
長
　
丸
茂
忍
さ
ん
か
ら
提

出
さ
れ
た
も
の
で
、
義
務
教
育
費

国
庫
負
担
制
度
は
国
負
担
割
合
が

３
分
の
１
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
自

治
体
負
担
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

そ
の
結
果
、
自
治
体
の
財
政
を
圧

迫
す
る
と
と
も
に
、
教
育
格
差
も

生
じ
て
い
る
。
豊
か
な
子
供
た
ち

の
学
び
を
保
障
す
る
た
め
の
条
件

整
備
は
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
来
年
度
政
府
予
算
編
成
に
お

い
て
、
子
供
た
ち
の
教
育
環
境
改

善
の
た
め
に
、
計
画
的
な
教
職
員

定
数
改
善
を
推
進
し
、
ま
た
、
教

育
の
機
会
均
等
と
水
準
の
維
持
向

上
を
図
る
た
め
、
義
務
教
育
費
国

庫
負
担
制
度
を
堅
持
し
、
国
負
担

割
合
を
２
分
の
１
に
復
元
す
る
こ

と
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
、
国
の
関

係
機
関
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
を
切
望
す
る
、
と
い
う

も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
教
育
民
生
常
任

委
員
会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、

賛
成
多
数
で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

▼
地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
を
求

め
る
陳
情

　
全
日
本
自
治
団
体
労
働
組
合
　

神
奈
川
県
本
部
中
央
執
行
委
員
長

蓼
沼
宏
幸
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ
た

も
の
で
、
来
年
度
の
政
府
予
算
と

地
方
財
政
の
検
討
に
お
け
る
地
域

財
政
の
充
実
・
強
化
に
向
け
、
①

地
方
自
治
体
の
財
政
需
要
を
的
確

に
把
握
し
、
こ
れ
に
見
合
う
地
方

一
般
財
源
総
額
の
確
保
を
図
る
。

②
社
会
保
障
予
算
の
確
保
と
財
政

措
置
を
的
確
に
行
う
。
③
地
方
交

付
税
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
方
式
は

廃
止
・
縮
小
を
含
め
た
検
討
を
行

う
。
④
防
災
・
減
災
対
象
事
業
の

拡
充
等
を
行
い
、
ま
た
、
地
方
交

付
税
算
定
の
在
り
方
を
引
き
続
き

検
討
す
る
。
⑤
地
域
間
の
財
源
偏

在
性
の
是
正
の
た
め
、
解
決
策
の

協
議
を
進
め
、
各
種
税
制
の
廃

止
・
減
税
を
検
討
す
る
際
は
、
自

治
体
財
政
運
営
に
支
障
が
な
い
よ

う
対
応
を
図
る
。
⑥
地
方
交
付
税

に
つ
い
て
、
市
町
村
合
併
の
算
定

特
例
終
了
を
踏
ま
え
た
新
た
な
財

政
需
要
の
把
握
、
小
規
模
自
治
体

に
配
慮
し
た
対
策
を
講
じ
、
原
資

の
確
保
の
た
め
、
対
象
国
税
に
対

す
る
法
定
率
の
引
上
げ
を
行
う
。

以
上
の
と
お
り
、
政
府
に
意
見
書

を
提
出
す
る
よ
う
切
望
す
る
、
と

い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
総
務
常
任
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

多
数
で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

▼
精
神
障
害
者
の
交
通
運
賃
割
引

制
度
の
適
用
を
求
め
る
意
見
書

採
択
に
つ
い
て
の
陳
情

　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
い
麦

の
会
理
事
　
樫
原
絢
子
さ
ん
か
ら

提
出
さ
れ
た
も
の
で
、
身
体
障
が

い
者
や
知
的
障
が
い
者
に
適
用
さ

れ
る
交
通
運
賃
割
引
制
度
に
つ
い

て
、
精
神
障
が
い
者
に
も
適
用
さ

れ
る
よ
う
国
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
を
切
望
す
る
、
と
い
う
も

の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
教
育
民
生
常
任

委
員
会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、

全
員
賛
成
で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

▼
神
奈
川
県
最
低
賃
金
改
定
等
に

つ
い
て
の
陳
情

　
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
神
奈

川
県
連
合
会
三
浦
半
島
地
域
連
合

議
長
　
滋
野
秀
昭
さ
ん
か
ら
提
出

さ
れ
た
も
の
で
、
２
０
１
８
年
度

の
神
奈
川
県
最
低
賃
金
の
諮
問
・

改
定
に
つ
い
て
、
経
済
の
好
循
環

の
実
現
の
た
め
、
早
期
に
神
奈
川

県
最
低
賃
金
の
諮
問
・
改
定
を
行

い
、
最
低
賃
金
引
上
げ
に
伴
う
中

小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
へ
の
支

援
強
化
と
し
て
、
①
国
が
実
施
し

て
い
る
各
施
策
に
お
け
る
神
奈
川

県
で
の
活
用
実
績
等
、
取
り
組
み

成
果
の
見
え
る
化
を
図
り
、
実
効

性
を
高
め
る
こ
と
。
②
公
正
な
取

引
関
係
の
確
立
に
向
け
、
為
替
変

動
、
資
材
高
騰
、
物
価
上
昇
等
に

伴
う
コ
ス
ト
増
に
つ
い
て
、
価
格

転
嫁
を
阻
害
す
る
行
為
へ
の
適
切

な
指
導
、
監
視
体
制
強
化
を
図

り
、
ま
た
、
働
き
方
改
革
実
行
計

画
の
取
り
組
み
と
連
動
さ
せ
、
更

な
る
取
引
条
件
の
改
善
と
と
も

に
、
賃
金
引
上
げ
と
労
働
生
産
性

向
上
を
図
る
こ
と
。
以
上
に
つ
い

て
、
国
に
意
見
書
を
提
出
す
る
よ

う
切
望
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
総
務
常
任
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

多
数
で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

▼
学
童
保
育
（
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
）
お
よ
び
保
育
園
の
預
か
り

時
間
を
19
：
30
ま
で
と
す
る
延

長
を
求
め
る
陳
情

　
逗
子
市
内
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

お
よ
び
保
育
園
の
預
か
り
時
間
延

長
を
求
め
る
会
代
表
　
山
本
道
子

さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
で
、

逗
子
市
内
学
童
保
育
（
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
）
及
び
認
可
保
育
園
の

預
か
り
時
間
に
つ
い
て
、
現
状
19

時
ま
で
で
あ
る
と
こ
ろ
を
19
時
30

分
ま
で
延
長
す
る
よ
う
切
望
す

る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
教
育
民
生
常
任

委
員
会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、

賛
成
多
数
で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

▼
病
院
誘
致
問
題
に
関
す
る
面
談

等
記
録
作
成
及
び
市
長
の
所
信

表
明
に
関
す
る
陳
情

　
野
崎
正
高
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ

た
も
の
で
、
総
合
的
病
院
誘
致
に

関
す
る
関
係
機
関
等
の
会
議
が
行

わ
れ
た
際
の
会
議
概
要
等
に
つ
い

て
、
現
状
の
記
録
は
極
め
て
的
確

性
に
欠
け
る
た
め
、
よ
り
正
確
な

行
政
文
書
の
作
成
及
び
オ
リ
ジ
ナ

ル
資
料
の
保
存
に
意
を
用
い
る
こ

と
。
ま
た
、
市
長
は
医
療
法
人
社

団
葵
会
が
１
０
９
床
規
模
病
院
の

開
設
許
可
を
受
け
た
場
合
、
取
扱

い
に
つ
い
て
所
信
を
明
確
に
す
る

よ
う
切
望
す
る
、
と
い
う
も
の
で

す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
総
合
的
病
院
に

関
す
る
特
別
委
員
会
に
付
託
。
審

査
の
結
果
、
賛
成
少
数
で
不
了
承

と
な
り
ま
し
た
。

▼
所
得
税
法
第
56
条
廃
止
の
意
見

書
を
政
府
に
提
出
す
る
こ
と
を

求
め
る
陳
情

　
横
須
賀
民
主
商
工
会
婦
人
部
部

長
　
本
間
か
ず
子
さ
ん
か
ら
提
出

さ
れ
た
も
の
で
、
中
小
業
者
は
家

族
全
体
の
労
働
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
が
、
日
本
の
税
制
は
所

得
税
法
第
56
条
に
よ
り
家
族
従
事

者
の
働
き
分
を
必
要
経
費
と
し
て

認
め
て
い
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
家

族
従
事
者
は
社
会
保
障
や
行
政
手

続
等
で
不
利
益
を
受
け
て
い
る
。

政
府
の
第
４
次
男
女
共
同
参
画
基

本
計
画
で
は
女
性
が
家
族
従
事
者

と
し
て
果
た
し
て
い
る
役
割
が
適

切
に
評
価
さ
れ
る
よ
う
税
制
等
の

各
種
制
度
の
在
り
方
を
検
討
す
る

こ
と
を
明
記
し
て
お
り
、
ま
た
、

国
連
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
で
は

所
得
税
法
の
見
直
し
を
日
本
政
府

に
勧
告
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
、
所
得
税
法
第
56
条
を
廃

止
す
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
書

を
、
政
府
に
対
し
提
出
す
る
よ
う

切
望
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
総
務
常
任
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

少
数
で
不
了
承
と
な
り
ま
し
た
。

▼
政
府
に
対
し
「
消
費
税
増
税
中

止
を
求
め
る
意
見
書
」
の
提
出

を
求
め
る
陳
情

　
横
須
賀
民
主
商
工
会
会
長
　
富

塚
昇
さ
ん
外
３
団
体
か
ら
提
出
さ

れ
た
も
の
で
、
消
費
税
増
税
は
住

民
の
暮
ら
し
、
地
域
経
済
、
地
方

自
治
体
に
深
刻
な
打
撃
を
与
え
る

こ
と
か
ら
、
２
０
１
９
年
10
月
の

消
費
税
率
10
％
へ
の
引
上
げ
に
つ

い
て
、
中
止
を
求
め
る
意
見
書
を

政
府
に
提
出
す
る
よ
う
切
望
す

る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
総
務
常
任
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

多
数
で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

▼
市
民
が
望
む
総
合
的
病
院
の
実

現
に
関
す
る
陳
情

　
小
笠
原
素
子
さ
ん
か
ら
提
出
さ

れ
た
も
の
で
、
総
合
的
病
院
の
進

捗
状
況
を
見
る
と
、
公
募
当
時
の

基
本
的
な
考
え
方
と
違
う
方
向
に

進
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
懸

念
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
議
会
報

や
議
会
報
告
会
等
で
こ
れ
ま
で
の

変
更
点
や
市
民
要
望
等
を
明
ら
か

に
し
、
真
に
必
要
な
病
院
の
姿
を

改
め
て
検
証
す
る
よ
う
、
市
と
医

療
法
人
社
団
葵
会
に
求
め
る
こ
と

を
切
望
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
総
合
的
病
院
に

関
す
る
特
別
委
員
会
に
付
託
。
審

査
の
結
果
、
閉
会
中
継
続
審
査
と

な
り
ま
し
た
。

▼
総
合
的
病
院
計
画
に
係
る
都
市

計
画
決
定
に
関
す
る
陳
情

　
佐
藤
浩
平
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ

た
も
の
で
、
総
合
的
病
院
に
係
る

都
市
計
画
決
定
に
当
た
り
、
市
と

医
療
法
人
社
団
葵
会
に
よ
る
病
院

計
画
が
確
実
と
な
る
時
点
ま
で
都

市
計
画
決
定
を
控
え
る
こ
と
及
び

市
の
財
産
管
理
に
対
す
る
認
識
と

姿
勢
を
た
だ
し
、
市
民
の
財
産
を

確
実
に
守
り
運
用
す
る
こ
と
を
指

導
す
る
よ
う
切
望
す
る
、
と
い
う

も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
総
合
的
病
院
に

関
す
る
特
別
委
員
会
に
付
託
。
審

査
の
結
果
、
賛
成
少
数
で
不
了
承

と
な
り
ま
し
た
。

▼
平
成
30
年
第
１
回
定
例
会
に
お

け
る
議
案
等
の
賛
否
状
況
に
つ

い
て
の
陳
情

　
吉
田
明
彦
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ

た
も
の
で
、
ず
し
市
議
会
だ
よ
り

１
４
１
号
に
議
案
等
の
賛
否
状
況

一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
各
議
員
の
賛
否
状
況
及
び
掲

載
し
な
か
っ
た
理
由
と
経
緯
に
つ

い
て
市
民
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う

切
望
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
議
会
運
営
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

多
数
で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

▼
総
合
的
病
院
・
市
民
が
真
に
必

要
と
す
る
医
療
を
求
め
る
陳
情

桐
ケ
谷
ま
り
さ
ん
か
ら
提
出
さ

れ
た
も
の
で
、
当
初
、
市
の
総
合

的
病
院
誘
致
に
当
た
っ
て
の
基
本

　視覚障がい者のために、声の議会

報として「ずし市議会だより」のCD

を用意しています。

　お気軽にご利用ください。

　ご希望の方は、議会事務局へ。

声の議会報のご案内

内線405

９月３日（月） 第３回定例会招集

平成 3 0 年第 3回定例会
的
考
え
方
に
示
さ
れ
た
事
項
の
ほ

と
ん
ど
が
、
現
状
で
は
市
民
に
と

っ
て
不
利
益
と
な
る
変
更
が
な
さ

れ
て
い
る
た
め
、
早
急
に
是
正
さ

せ
、
市
民
が
真
に
必
要
と
す
る
医

療
を
改
め
て
調
査
し
て
、
そ
れ
を

市
と
医
療
法
人
社
団
葵
会
に
求
め

る
よ
う
切
望
す
る
、
と
い
う
も
の

で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
総
合
的
病
院
に

関
す
る
特
別
委
員
会
に
付
託
。
審

査
の
結
果
、
閉
会
中
継
続
審
査
と

な
り
ま
し
た
。



5 ず し 市 議 会 だ よ り 4ず し 市 議 会 だ よ り

●
本
会
議
の
傍
聴

 

・
定
員     

　
一
般
席      

43
人

　
　
　
　
　
車
椅
子
席
　
　
５
人

●
常
任
委
員
会
・
議
会
運
営
委
員
会
・

　議
会
報
編
集
委
員
会
の
傍
聴

 

・
定
員
　
　
　
　
　
　
　
　
12
人

　（
全
員
協
議
会
室
で
開
催
す
る

　
場
合
は
25
人
）

●
特
別
委
員
会
の
傍
聴

 

・
定
員
　
　
　
　
　
　
　
　
15
人

　（
予
算
特
別
委
員
会
は
12
人
）

●
全
員
協
議
会
の
傍
聴

 

・
定
員
　
　
　
　
　
　
　
　
8
人

●
受
付
時
間

・
午
前
９
時
か
ら
９
時
45
分
ま
で

（
本
会
議
・
各
委
員
会
と
も
同
じ
）

●
傍
聴
の
手
続
き

　
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
方

は
、
本
人
が
本
会
議
、
委
員
会
、

全
員
協
議
会
の
開
か
れ
る
当
日
、

受
付
時
間
内
に
議
会
事
務
局
（
市

役
所
４
階
）
前
の
受
付
票
に
氏
名

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

午
前
９
時
45
分
の
受
付
終
了
後
に

傍
聴
希
望
者
が
定
員
を
超
え
て
い

た
場
合
は
、
抽
せ
ん
と
な
り
ま
す
。

　
詳
し
い
こ
と
は
、
議
会
事
務
局

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

内
線
４
０
５

平成30年 9月１5日　　第１４３号平成30年 9月１5日　　第１４３号

▼
陳
情
不
採
択
の
理
由
明
確
化
に

関
す
る
陳
情

　
工
藤
純
一
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ

た
も
の
で
、
逗
子
市
議
会
基
本
条

例
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
議

会
運
営
委
員
会
に
お
い
て
不
了
承

と
さ
れ
た
陳
情
に
つ
い
て
は
、
そ

の
理
由
を
陳
情
者
に
通
知
す
る
よ

う
切
望
す
る
、
と
い
う
も
の
で

す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
議
会
運
営
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

な
し
で
不
了
承
と
な
り
ま
し
た
。

▼
教
職
員
定
数
改
善
の
推
進
と
義

務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
国

負
担
２
分
の
１
復
元
を
は
か
る

た
め
の
２
０
１
９
年
度
政
府
予

算
に
つ
い
て
の
陳
情

　
三
浦
半
島
地
区
教
職
員
組
合
執

行
委
員
長
　
丸
茂
忍
さ
ん
か
ら
提

出
さ
れ
た
も
の
で
、
義
務
教
育
費

国
庫
負
担
制
度
は
国
負
担
割
合
が

３
分
の
１
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
自

治
体
負
担
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

そ
の
結
果
、
自
治
体
の
財
政
を
圧

迫
す
る
と
と
も
に
、
教
育
格
差
も

生
じ
て
い
る
。
豊
か
な
子
供
た
ち

の
学
び
を
保
障
す
る
た
め
の
条
件

整
備
は
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
来
年
度
政
府
予
算
編
成
に
お

い
て
、
子
供
た
ち
の
教
育
環
境
改

善
の
た
め
に
、
計
画
的
な
教
職
員

定
数
改
善
を
推
進
し
、
ま
た
、
教

育
の
機
会
均
等
と
水
準
の
維
持
向

上
を
図
る
た
め
、
義
務
教
育
費
国

庫
負
担
制
度
を
堅
持
し
、
国
負
担

割
合
を
２
分
の
１
に
復
元
す
る
こ

と
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
、
国
の
関

係
機
関
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
を
切
望
す
る
、
と
い
う

も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
教
育
民
生
常
任

委
員
会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、

賛
成
多
数
で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

▼
地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
を
求

め
る
陳
情

　
全
日
本
自
治
団
体
労
働
組
合
　

神
奈
川
県
本
部
中
央
執
行
委
員
長

蓼
沼
宏
幸
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ
た

も
の
で
、
来
年
度
の
政
府
予
算
と

地
方
財
政
の
検
討
に
お
け
る
地
域

財
政
の
充
実
・
強
化
に
向
け
、
①

地
方
自
治
体
の
財
政
需
要
を
的
確

に
把
握
し
、
こ
れ
に
見
合
う
地
方

一
般
財
源
総
額
の
確
保
を
図
る
。

②
社
会
保
障
予
算
の
確
保
と
財
政

措
置
を
的
確
に
行
う
。
③
地
方
交

付
税
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
方
式
は

廃
止
・
縮
小
を
含
め
た
検
討
を
行

う
。
④
防
災
・
減
災
対
象
事
業
の

拡
充
等
を
行
い
、
ま
た
、
地
方
交

付
税
算
定
の
在
り
方
を
引
き
続
き

検
討
す
る
。
⑤
地
域
間
の
財
源
偏

在
性
の
是
正
の
た
め
、
解
決
策
の

協
議
を
進
め
、
各
種
税
制
の
廃

止
・
減
税
を
検
討
す
る
際
は
、
自

治
体
財
政
運
営
に
支
障
が
な
い
よ

う
対
応
を
図
る
。
⑥
地
方
交
付
税

に
つ
い
て
、
市
町
村
合
併
の
算
定

特
例
終
了
を
踏
ま
え
た
新
た
な
財

政
需
要
の
把
握
、
小
規
模
自
治
体

に
配
慮
し
た
対
策
を
講
じ
、
原
資

の
確
保
の
た
め
、
対
象
国
税
に
対

す
る
法
定
率
の
引
上
げ
を
行
う
。

以
上
の
と
お
り
、
政
府
に
意
見
書

を
提
出
す
る
よ
う
切
望
す
る
、
と

い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
総
務
常
任
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

多
数
で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

▼
精
神
障
害
者
の
交
通
運
賃
割
引

制
度
の
適
用
を
求
め
る
意
見
書

採
択
に
つ
い
て
の
陳
情

　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
い
麦

の
会
理
事
　
樫
原
絢
子
さ
ん
か
ら

提
出
さ
れ
た
も
の
で
、
身
体
障
が

い
者
や
知
的
障
が
い
者
に
適
用
さ

れ
る
交
通
運
賃
割
引
制
度
に
つ
い

て
、
精
神
障
が
い
者
に
も
適
用
さ

れ
る
よ
う
国
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
を
切
望
す
る
、
と
い
う
も

の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
教
育
民
生
常
任

委
員
会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、

全
員
賛
成
で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

▼
神
奈
川
県
最
低
賃
金
改
定
等
に

つ
い
て
の
陳
情

　
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
神
奈

川
県
連
合
会
三
浦
半
島
地
域
連
合

議
長
　
滋
野
秀
昭
さ
ん
か
ら
提
出

さ
れ
た
も
の
で
、
２
０
１
８
年
度

の
神
奈
川
県
最
低
賃
金
の
諮
問
・

改
定
に
つ
い
て
、
経
済
の
好
循
環

の
実
現
の
た
め
、
早
期
に
神
奈
川

県
最
低
賃
金
の
諮
問
・
改
定
を
行

い
、
最
低
賃
金
引
上
げ
に
伴
う
中

小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
へ
の
支

援
強
化
と
し
て
、
①
国
が
実
施
し

て
い
る
各
施
策
に
お
け
る
神
奈
川

県
で
の
活
用
実
績
等
、
取
り
組
み

成
果
の
見
え
る
化
を
図
り
、
実
効

性
を
高
め
る
こ
と
。
②
公
正
な
取

引
関
係
の
確
立
に
向
け
、
為
替
変

動
、
資
材
高
騰
、
物
価
上
昇
等
に

伴
う
コ
ス
ト
増
に
つ
い
て
、
価
格

転
嫁
を
阻
害
す
る
行
為
へ
の
適
切

な
指
導
、
監
視
体
制
強
化
を
図

り
、
ま
た
、
働
き
方
改
革
実
行
計

画
の
取
り
組
み
と
連
動
さ
せ
、
更

な
る
取
引
条
件
の
改
善
と
と
も

に
、
賃
金
引
上
げ
と
労
働
生
産
性

向
上
を
図
る
こ
と
。
以
上
に
つ
い

て
、
国
に
意
見
書
を
提
出
す
る
よ

う
切
望
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
総
務
常
任
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

多
数
で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

▼
学
童
保
育
（
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
）
お
よ
び
保
育
園
の
預
か
り

時
間
を
19
：
30
ま
で
と
す
る
延

長
を
求
め
る
陳
情

　
逗
子
市
内
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

お
よ
び
保
育
園
の
預
か
り
時
間
延

長
を
求
め
る
会
代
表
　
山
本
道
子

さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
で
、

逗
子
市
内
学
童
保
育
（
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
）
及
び
認
可
保
育
園
の

預
か
り
時
間
に
つ
い
て
、
現
状
19

時
ま
で
で
あ
る
と
こ
ろ
を
19
時
30

分
ま
で
延
長
す
る
よ
う
切
望
す

る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
教
育
民
生
常
任

委
員
会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、

賛
成
多
数
で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

▼
病
院
誘
致
問
題
に
関
す
る
面
談

等
記
録
作
成
及
び
市
長
の
所
信

表
明
に
関
す
る
陳
情

　
野
崎
正
高
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ

た
も
の
で
、
総
合
的
病
院
誘
致
に

関
す
る
関
係
機
関
等
の
会
議
が
行

わ
れ
た
際
の
会
議
概
要
等
に
つ
い

て
、
現
状
の
記
録
は
極
め
て
的
確

性
に
欠
け
る
た
め
、
よ
り
正
確
な

行
政
文
書
の
作
成
及
び
オ
リ
ジ
ナ

ル
資
料
の
保
存
に
意
を
用
い
る
こ

と
。
ま
た
、
市
長
は
医
療
法
人
社

団
葵
会
が
１
０
９
床
規
模
病
院
の

開
設
許
可
を
受
け
た
場
合
、
取
扱

い
に
つ
い
て
所
信
を
明
確
に
す
る

よ
う
切
望
す
る
、
と
い
う
も
の
で

す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
総
合
的
病
院
に

関
す
る
特
別
委
員
会
に
付
託
。
審

査
の
結
果
、
賛
成
少
数
で
不
了
承

と
な
り
ま
し
た
。

▼
所
得
税
法
第
56
条
廃
止
の
意
見

書
を
政
府
に
提
出
す
る
こ
と
を

求
め
る
陳
情

　
横
須
賀
民
主
商
工
会
婦
人
部
部

長
　
本
間
か
ず
子
さ
ん
か
ら
提
出

さ
れ
た
も
の
で
、
中
小
業
者
は
家

族
全
体
の
労
働
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
が
、
日
本
の
税
制
は
所

得
税
法
第
56
条
に
よ
り
家
族
従
事

者
の
働
き
分
を
必
要
経
費
と
し
て

認
め
て
い
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
家

族
従
事
者
は
社
会
保
障
や
行
政
手

続
等
で
不
利
益
を
受
け
て
い
る
。

政
府
の
第
４
次
男
女
共
同
参
画
基

本
計
画
で
は
女
性
が
家
族
従
事
者

と
し
て
果
た
し
て
い
る
役
割
が
適

切
に
評
価
さ
れ
る
よ
う
税
制
等
の

各
種
制
度
の
在
り
方
を
検
討
す
る

こ
と
を
明
記
し
て
お
り
、
ま
た
、

国
連
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
で
は

所
得
税
法
の
見
直
し
を
日
本
政
府

に
勧
告
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
、
所
得
税
法
第
56
条
を
廃

止
す
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
書

を
、
政
府
に
対
し
提
出
す
る
よ
う

切
望
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
総
務
常
任
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

少
数
で
不
了
承
と
な
り
ま
し
た
。

▼
政
府
に
対
し
「
消
費
税
増
税
中

止
を
求
め
る
意
見
書
」
の
提
出

を
求
め
る
陳
情

　
横
須
賀
民
主
商
工
会
会
長
　
富

塚
昇
さ
ん
外
３
団
体
か
ら
提
出
さ

れ
た
も
の
で
、
消
費
税
増
税
は
住

民
の
暮
ら
し
、
地
域
経
済
、
地
方

自
治
体
に
深
刻
な
打
撃
を
与
え
る

こ
と
か
ら
、
２
０
１
９
年
10
月
の

消
費
税
率
10
％
へ
の
引
上
げ
に
つ

い
て
、
中
止
を
求
め
る
意
見
書
を

政
府
に
提
出
す
る
よ
う
切
望
す

る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
総
務
常
任
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

多
数
で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

▼
市
民
が
望
む
総
合
的
病
院
の
実

現
に
関
す
る
陳
情

　
小
笠
原
素
子
さ
ん
か
ら
提
出
さ

れ
た
も
の
で
、
総
合
的
病
院
の
進

捗
状
況
を
見
る
と
、
公
募
当
時
の

基
本
的
な
考
え
方
と
違
う
方
向
に

進
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
懸

念
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
議
会
報

や
議
会
報
告
会
等
で
こ
れ
ま
で
の

変
更
点
や
市
民
要
望
等
を
明
ら
か

に
し
、
真
に
必
要
な
病
院
の
姿
を

改
め
て
検
証
す
る
よ
う
、
市
と
医

療
法
人
社
団
葵
会
に
求
め
る
こ
と

を
切
望
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
総
合
的
病
院
に

関
す
る
特
別
委
員
会
に
付
託
。
審

査
の
結
果
、
閉
会
中
継
続
審
査
と

な
り
ま
し
た
。

▼
総
合
的
病
院
計
画
に
係
る
都
市

計
画
決
定
に
関
す
る
陳
情

　
佐
藤
浩
平
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ

た
も
の
で
、
総
合
的
病
院
に
係
る

都
市
計
画
決
定
に
当
た
り
、
市
と

医
療
法
人
社
団
葵
会
に
よ
る
病
院

計
画
が
確
実
と
な
る
時
点
ま
で
都

市
計
画
決
定
を
控
え
る
こ
と
及
び

市
の
財
産
管
理
に
対
す
る
認
識
と

姿
勢
を
た
だ
し
、
市
民
の
財
産
を

確
実
に
守
り
運
用
す
る
こ
と
を
指

導
す
る
よ
う
切
望
す
る
、
と
い
う

も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
総
合
的
病
院
に

関
す
る
特
別
委
員
会
に
付
託
。
審

査
の
結
果
、
賛
成
少
数
で
不
了
承

と
な
り
ま
し
た
。

▼
平
成
30
年
第
１
回
定
例
会
に
お

け
る
議
案
等
の
賛
否
状
況
に
つ

い
て
の
陳
情

　
吉
田
明
彦
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ

た
も
の
で
、
ず
し
市
議
会
だ
よ
り

１
４
１
号
に
議
案
等
の
賛
否
状
況

一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
各
議
員
の
賛
否
状
況
及
び
掲

載
し
な
か
っ
た
理
由
と
経
緯
に
つ

い
て
市
民
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う

切
望
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
議
会
運
営
委
員

会
に
付
託
。
審
査
の
結
果
、
賛
成

多
数
で
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

▼
総
合
的
病
院
・
市
民
が
真
に
必

要
と
す
る
医
療
を
求
め
る
陳
情

桐
ケ
谷
ま
り
さ
ん
か
ら
提
出
さ

れ
た
も
の
で
、
当
初
、
市
の
総
合

的
病
院
誘
致
に
当
た
っ
て
の
基
本

　視覚障がい者のために、声の議会

報として「ずし市議会だより」のCD

を用意しています。

　お気軽にご利用ください。

　ご希望の方は、議会事務局へ。

声の議会報のご案内

内線405

９月３日（月） 第３回定例会招集

平成 3 0 年第 3回定例会
的
考
え
方
に
示
さ
れ
た
事
項
の
ほ

と
ん
ど
が
、
現
状
で
は
市
民
に
と

っ
て
不
利
益
と
な
る
変
更
が
な
さ

れ
て
い
る
た
め
、
早
急
に
是
正
さ

せ
、
市
民
が
真
に
必
要
と
す
る
医

療
を
改
め
て
調
査
し
て
、
そ
れ
を

市
と
医
療
法
人
社
団
葵
会
に
求
め

る
よ
う
切
望
す
る
、
と
い
う
も
の

で
す
。

　
こ
の
陳
情
は
、
総
合
的
病
院
に

関
す
る
特
別
委
員
会
に
付
託
。
審

査
の
結
果
、
閉
会
中
継
続
審
査
と

な
り
ま
し
た
。
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一
般
質
問
の
要
旨

路
の
点
検
が
必
要
で
あ
る
。

安
全
対
策
上
必
要
と
思
わ
れ

る
場
合
、
塀
の
所
有
者
に
注

意
喚
起
を
行
う
べ
き
で
は
な

い
か
。
ま
た
、
来
年
度
以
降

の
交
通
整
理
員
の
配
置
は
如

何
か
。

市
長
　
安
全
対
策
上
、
信
号

機
の
設
置
を
警
察
に
要
請
し

て
い
る
。
市
役
所
前
は
交
通

量
も
基
準
を
超
え
る
と
い
う

状
況
で
あ
り
、
早
急
な
設
置

に
努
力
す
る
。
な
お
、
久
木

小
前
と
逗
子
ヘ
ル
ス
ケ
ア
マ

ン
シ
ョ
ン
前
は
、
安
全
対
策

に
つ
い
て
、
引
き
続
き
協
議

検
討
し
て
い
く
。

教
育
長
　
通
学
路
と
学
校
施

設
の
安
全
確
認
を
既
に
学
校

職
員
と
教
育
委
員
会
職
員
併

せ
て
安
全
確
認
を
行
っ
て
い

る
。
民
間
の
場
所
に
つ
い
て

は
、
市
長
部
局
と
よ
り
安
全

な
方
策
を
協
議
中
で
あ
る
。

災
害
種
別
避
難
誘
導
標

識
の
整
備
に
つ
い
て 

問
　
各
種
避
難
場
所
と
し
て

S
D
G
s
の

意
義
と
取
組
に
つ
い
て

問
　
２
０
３
０
年
ま
で
に
誰

１
人
取
り
残
さ
な
い
世
界
を

実
現
し
よ
う
と
い
う
、
国
際

社
会
が
合
意
し
た
国
際
基
準

で
あ
り
、
神
奈
川
県
で
も
取

り
組
み
、
国
が
公
募
し
た
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
（
エ
ス
デ
ィ
ー
ジ
ー

ズ
）
に
つ
い
て
県
と
県
内
２

自
治
体
が
選
ば
れ
た
。
通
常

の
事
業
内
で
の
補
助
事
業
を

把
握
し
、
厳
し
い
財
政
状
況

に
プ
ラ
ス
と
な
る
よ
う
取
り

組
む
べ
き
で
は
な
い
か
。

市
長
　
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
国
の
ま

ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
基

本
方
針
に
位
置
付
け
ら
れ
、

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
持

続
可
能
な
社
会
の
構
築
の
推

進
で
あ
り
、本
市
も
総
合
計

画
の
推
進
等
と
も
整
合
さ
せ

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

通
学
路
の
安
全
対
策
は

自
治
体
の
責
務

問
　
関
西
地
域
の
地
震
で
痛

ま
し
い
事
故
を
受
け
、
通
学

様
々
な
施
設
に
対
し
て
指
定

し
て
い
る
が
、
避
難
者
に
分

り
や
す
い
標
識
の
導
入
が
さ

ら
に
必
要
だ
。

市
長
　
避
難
の
案
内
表
示

は
、
民
間
会
社
１
社
と
協
定

し
、
東
電
柱
３
か
所
に
無
償

掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
外

国
人
に
も
分
か
り
や
す
い
標

識
も
検
討
し
て
い
る
。

※
こ
の
他
に
、
中
学
校
給
食

、
小
坪
海
浜
地
域
の
活
性
化

に
つ
い
て
の
質
問
が
あ
り
ま

し
た
。

な
っ
て
い
る
の
か
。
少
し
で

も
計
画
を
前
倒
し
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
。

市
長
　
平
成
29
年
度
の
剰
余

金
が
８
億
円
程
度
見
込
め
、

今
年
度
に
繰
越
金
を
３
億
円

計
上
し
て
い
る
の
で
、
約
５

億
円
の
余
剰
財
源
が
見
込
め

る
状
況
で
あ
る
。
引
き
続
き

着
実
な
財
政
運
営
を
維
持
し

て
い
く
。

経
営
企
画
部
長
　
平
成
34
年

度
末
を
計
画
期
限
と
し
て
い

る
が
、
な
る
べ
く
早
い
う
ち

に
財
政
安
定
化
を
達
成
し
て

い
き
た
い
。

子
育
て
環
境
の
更
な
る

充
実
を
求
め
る

問
　
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
し
た
子

育
て
支
援
策
の
現
状
に
つ
い

て
伺
う
。

市
長
　
今
年
度
も
市
民
、
関

係
団
体
と
連
携
し
て
、
子
育

て
施
策
に
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
依
頼
会

市
長
に
行
政
の
長
と

し
て
の
自
覚
を
問
う

問
　
市
長
は
、
今
年
３
月
の

市
議
会
議
員
選
挙
で
、
特
定

の
候
補
者
の
応
援
を
し
て
い

た
。
一
政
治
家
と
し
て
の
行

動
で
は
あ
る
と
思
う
が
、
行

政
の
長
と
し
て
、
市
民
に
ど

の
よ
う
に
説
明
を
す
る
の
か
。

市
長
　
候
補
者
の
応
援
要
請

に
対
し
て
は
、
そ
の
方
の
目

指
す
べ
き
ビ
ジ
ョ
ン
、
政
策

方
針
を
判
断
基
準
と
し
、
共

有
で
き
れ
ば
応
援
を
す
る
。

こ
の
12
年
間
一
貫
し
て
臨
ん

で
き
た
こ
と
で
、
今
回
は
、

要
請
を
受
け
た
候
補
者
は
一

人
だ
け
で
あ
っ
た
。

財
政
対
策
の
進
捗
状
況

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
　

問
　
昨
年
10
月
に
、
計
画
期

間
６
年
間
の
財
政
対
策
プ
ロ

グ
ラ
ム
が
策
定
さ
れ
、
こ
の

５
月
末
に
平
成
29
年
度
の
出

納
が
閉
鎖
さ
れ
た
。
計
画
性

を
も
っ
て
進
め
て
い
る
こ
と

は
わ
か
る
が
、
現
状
は
ど
う

員
は
、
平
成
29
年
度
末
、
１

０
９
６
名
、
支
援
会
員
３
０

２
名
、
両
方
会
員
２
０
１
名

で
、
年
間
通
じ
て
３
３
０
０

件
以
上
の
活
動
実
績
が
あ

る
。
今
後
も
こ
う
し
た
体
制

を
強
化
し
、
病
児
、
病
後
児

の
サ
ポ
ー
ト
の
た
め
、
研
修

を
実
施
し
、
支
援
会
員
の
人

数
を
増
や
し
て
い
く
。

※
こ
の
他
に
、
高
齢
者
セ
ン

タ
ー
風
呂
場
改
修
、
池
子
の

自
然
公
園
に
つ
い
て
の
質
問

が
あ
り
ま
し
た
。

医
師
会
は
葵
会
の
総
合
的

病
院
に
賛
成
？
反
対
？
　

問
　
現
在
進
め
て
い
る
総
合

的
病
院
誘
致
に
対
し
、
逗
葉

医
師
会
は
賛
成
し
て
い
る
と

受
け
止
め
て
い
る
の
か
。
ま

た
、
今
年
１
月
、
市
長
と
面

談
し
た
逗
葉
医
師
会
長
の
発

言
で
は
、
逗
葉
医
師
会
と
し

て
葵
会
の
総
合
的
病
院
に
反

対
し
て
い
く
と
捉
え
ら
れ
る

発
言
を
し
た
と
聞
き
及
ん
で

い
る
が
如
何
か
。

市
長
　
医
師
会
の
会
報
誌
の

会
長
挨
拶
の
な
か
で
、
葵
会

の
誘
致
に
反
対
だ
と
書
か
れ

て
い
た
の
で
、
改
め
て
協
力

を
お
願
い
す
る
た
め
に
面
談

を
し
た
が
、
医
師
会
と
し
て

明
確
に
反
対
だ
と
発
言
が
あ

っ
た
。
そ
の
後
、
改
め
て
面

談
し
、
市
民
に
非
常
に
役
立

つ
総
合
的
病
院
で
あ
れ
ば
賛

成
し
て
も
ら
え
る
と
捉
え
て

い
る
。

ウ
ォ
ー
タ
ー
パ
ー
ク
復

活
！
逗
子
海
岸
に
期
待

問
　
条
例
改
正
後
の
逗
子
海

水
浴
場
を
振
り
返
り
、
市
長

の
所
見
を
伺
う
。
ま
た
、
今

年
の
海
水
浴
場
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
な
姿
勢
で
臨
む
の

か
、
伺
う
。

市
長
　
日
本
一
厳
し
い
海
岸

の
条
例
を
施
行
し
て
、
５
年

目
を
迎
え
海
水
浴
場
の
運
営

ル
ー
ル
が
浸
透
し
、
安
全
で

快
適
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ー
チ

が
復
活
し
て
き
た
と
受
け
止

め
て
い
る
。
今
年
も
昨
年
同

様
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
、

市
民
等
の
皆
様
の
協
力
を
い

た
だ
き
、
よ
り
安
心
し
て
訪

れ
て
も
ら
え
る
海
水
浴
場
を

目
指
し
て
い
く
。
　

非
常
識
！
逗
子
小
授
業

で
保
護
者
が
政
治
活
動

問
　
２
月
、
逗
子
小
学
校
で

の
授
業
中
に
政
治
ビ
ラ
が
配

布
さ
れ
た
と
複
数
の
保
護
者

か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
が
、
誰

が
ど
の
よ
う
な
物
を
配
布
し

た
の
か
。
ま
た
、
学
校
は
ど

う
対
応
し
た
の
か
。

教
育
長
　
指
摘
の
内
容
に
つ

い
て
は
、
状
況
は
把
握
し
て

い
る
。
学
校
内
に
お
い
て
行

わ
れ
た
こ
の
行
為
は
大
変
遺

憾
だ
。
配
布
し
た
方
に
再
度

繰
り
返
さ
な
い
よ
う
文
書
で

申
し
入
れ
、
事
実
関
係
と
見

解
を
文
書
で
求
め
て
い
る
。

※
こ
の
他
に
、
池
子
問
題
、

ド
ロ
ー
ン
の
活
用
、
市
内
の

開
発
、
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ

ョ
ン
、
市
道
、
市
民
参
加
、

交
通
整
理
員
に
つ
い
て
の
質

問
が
あ
り
ま
し
た
。

生
活
様
式
の
変
化
に

伴
い
市
民
に
選
択
肢
を

問
　
ご
み
出
し
は
、
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
が
、
住
民

が
利
用
で
き
る
場
所
は
限
ら

れ
て
い
る
う
え
、
ご
み
出
し

の
ル
ー
ル
が
わ
か
ら
な
い
こ

と
で
、
相
変
わ
ら
ず
違
反
ご

み
が
多
い
。
ま
た
、
自
治
会

に
加
入
し
て
い
な
い
た
め
、

ご
み
出
し
に
困
る
住
民
も
い

る
。
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
収

集
の
ほ
か
に
、
選
択
肢
と
し

て
、
戸
別
収
集
を
取
り
入
れ

て
み
て
は
ど
う
か
。

市
長
　
戸
別
収
集
に
つ
い
て

は
、
ご
み
処
理
有
料
化
の
際

に
検
討
を
行
い
、
コ
ス
ト
が

か
か
る
な
ど
の
理
由
で
導
入

し
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。

今
の
段
階
で
、
希
望
制
と
は

い
え
、
導
入
す
る
方
針
は
な

い
。
や
む
を
得
な
い
場
合
は

民
間
の
許
可
業
者
に
よ
る
戸

別
収
集
も
考
え
ら
れ
る
。

減
災
対
策
に
事
業
者
の

協
力
は
不
可
欠
　

問
　
減
災
対
策
を
進
め
る
た

め
、
①
災
害
時
の
協
定
②
災

害
時
の
帰
宅
困
難
者
へ
の
支

援
③
津
波
避
難
ビ
ル
の
協
定

に
つ
い
て
、
市
の
取
り
組
み

を
伺
う
。

市
長
　
①
災
害
時
に
、
食
料

や
生
活
必
需
品
を
供
給
す
る

拠
点
と
し
て
、
４
団
体
と
締

結
を
し
て
お
り
、
今
後
も
民

間
団
体
と
の
協
力
を
積
極
的

に
進
め
る
。
②
公
共
施
設
を

帰
宅
困
難
者
の
避
難
所
と
す

る
が
、
過
去
の
大
雪
の
際
に

駅
前
商
業
店
舗
か
ら
ご
協
力

の
申
出
を
い
た
だ
い
た
こ
と

も
あ
り
、
商
店
街
の
方
と
の

協
力
体
制
を
構
築
し
て
い
き

た
い
。
③
現
在
、
公
共
施

設
、
民
間
施
設
合
わ
せ
て
、

43
施
設
を
津
波
避
難
ビ
ル
と

し
て
指
定
し
て
い
る
。
逗
子

海
岸
近
接
エ
リ
ア
は
、
更
に

避
難
ビ
ル
の
確
保
が
必
要
な

状
況
で
あ
る
。

　費
用
を
か
け
ず
に
ご
近
所

の
情
報
か
ら
実
態
調
査
　

問
　
空
き
家
問
題
解
消
の
た

め
実
態
把
握
が
必
要
だ
が
、

統
計
上
の
空
き
家
件
数
と
実

際
の
件
数
と
の
か
い
離
が
み

ら
れ
る
。
業
者
に
よ
る
調
査

で
は
な
く
、
自
治
会
や
自
治

協
議
会
に
お
願
い
し
て
は
ど

う
か
。

環
境
都
市
部
長
　
ご
指
摘
の

と
お
り
、
空
き
家
問
題
へ
の

対
応
に
は
地
域
の
連
携
が
不

可
欠
で
あ
る
の
で
、
効
果
的

な
連
携
の
手
法
に
つ
い
て
研

究
を
し
て
い
く
。

国
際
目
標
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
取
組

持
続
可
能
な
社
会
を
築
け

公
明
党
　 田
中
　英
一
郎
　議
員

総
合
的
病
院
「
仲
間
を
守
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
。」
近
隣
医
師
会
発
言
　

自
民
党
逗
子
市
議
団
　菊
池
　俊
一
　議
員

変
化
へ
対
応
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
求
め
る

真
・
無
所
属
の
会
　飯
山
　圭
一
　議
員

こ
ん
な
こ
と
で
き
る
よ
！

S
D
G
s（
エ
ス
デ
ィ
ー
ジ
ー
ズ
）

１７
の
目
標

ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
！

逗葉医師会誌No．33さざなみ 会長巻頭言より

一
般
質
問
の
要
旨

平
井
市
政
３
期
目
最
終
年
度
の

行
政
運
営
を
問
う

自
民
党
逗
子
市
議
団
　眞
下
　政
次
　議
員
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一
般
質
問
の
要
旨

路
の
点
検
が
必
要
で
あ
る
。

安
全
対
策
上
必
要
と
思
わ
れ

る
場
合
、
塀
の
所
有
者
に
注

意
喚
起
を
行
う
べ
き
で
は
な

い
か
。
ま
た
、
来
年
度
以
降

の
交
通
整
理
員
の
配
置
は
如

何
か
。

市
長
　
安
全
対
策
上
、
信
号

機
の
設
置
を
警
察
に
要
請
し

て
い
る
。
市
役
所
前
は
交
通

量
も
基
準
を
超
え
る
と
い
う

状
況
で
あ
り
、
早
急
な
設
置

に
努
力
す
る
。
な
お
、
久
木

小
前
と
逗
子
ヘ
ル
ス
ケ
ア
マ

ン
シ
ョ
ン
前
は
、
安
全
対
策

に
つ
い
て
、
引
き
続
き
協
議

検
討
し
て
い
く
。

教
育
長
　
通
学
路
と
学
校
施

設
の
安
全
確
認
を
既
に
学
校

職
員
と
教
育
委
員
会
職
員
併

せ
て
安
全
確
認
を
行
っ
て
い

る
。
民
間
の
場
所
に
つ
い
て

は
、
市
長
部
局
と
よ
り
安
全

な
方
策
を
協
議
中
で
あ
る
。

災
害
種
別
避
難
誘
導
標

識
の
整
備
に
つ
い
て 

問
　
各
種
避
難
場
所
と
し
て

S
D
G
s
の

意
義
と
取
組
に
つ
い
て

問
　
２
０
３
０
年
ま
で
に
誰

１
人
取
り
残
さ
な
い
世
界
を

実
現
し
よ
う
と
い
う
、
国
際

社
会
が
合
意
し
た
国
際
基
準

で
あ
り
、
神
奈
川
県
で
も
取

り
組
み
、
国
が
公
募
し
た
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
（
エ
ス
デ
ィ
ー
ジ
ー

ズ
）
に
つ
い
て
県
と
県
内
２

自
治
体
が
選
ば
れ
た
。
通
常

の
事
業
内
で
の
補
助
事
業
を

把
握
し
、
厳
し
い
財
政
状
況

に
プ
ラ
ス
と
な
る
よ
う
取
り

組
む
べ
き
で
は
な
い
か
。

市
長
　
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
国
の
ま

ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
基

本
方
針
に
位
置
付
け
ら
れ
、

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
持

続
可
能
な
社
会
の
構
築
の
推

進
で
あ
り
、本
市
も
総
合
計

画
の
推
進
等
と
も
整
合
さ
せ

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

通
学
路
の
安
全
対
策
は

自
治
体
の
責
務

問
　
関
西
地
域
の
地
震
で
痛

ま
し
い
事
故
を
受
け
、
通
学

様
々
な
施
設
に
対
し
て
指
定

し
て
い
る
が
、
避
難
者
に
分

り
や
す
い
標
識
の
導
入
が
さ

ら
に
必
要
だ
。

市
長
　
避
難
の
案
内
表
示

は
、
民
間
会
社
１
社
と
協
定

し
、
東
電
柱
３
か
所
に
無
償

掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
外

国
人
に
も
分
か
り
や
す
い
標

識
も
検
討
し
て
い
る
。

※
こ
の
他
に
、
中
学
校
給
食

、
小
坪
海
浜
地
域
の
活
性
化

に
つ
い
て
の
質
問
が
あ
り
ま

し
た
。

な
っ
て
い
る
の
か
。
少
し
で

も
計
画
を
前
倒
し
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
。

市
長
　
平
成
29
年
度
の
剰
余

金
が
８
億
円
程
度
見
込
め
、

今
年
度
に
繰
越
金
を
３
億
円

計
上
し
て
い
る
の
で
、
約
５

億
円
の
余
剰
財
源
が
見
込
め

る
状
況
で
あ
る
。
引
き
続
き

着
実
な
財
政
運
営
を
維
持
し

て
い
く
。

経
営
企
画
部
長
　
平
成
34
年

度
末
を
計
画
期
限
と
し
て
い

る
が
、
な
る
べ
く
早
い
う
ち

に
財
政
安
定
化
を
達
成
し
て

い
き
た
い
。

子
育
て
環
境
の
更
な
る

充
実
を
求
め
る

問
　
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
し
た
子

育
て
支
援
策
の
現
状
に
つ
い

て
伺
う
。

市
長
　
今
年
度
も
市
民
、
関

係
団
体
と
連
携
し
て
、
子
育

て
施
策
に
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
依
頼
会

市
長
に
行
政
の
長
と

し
て
の
自
覚
を
問
う

問
　
市
長
は
、
今
年
３
月
の

市
議
会
議
員
選
挙
で
、
特
定

の
候
補
者
の
応
援
を
し
て
い

た
。
一
政
治
家
と
し
て
の
行

動
で
は
あ
る
と
思
う
が
、
行

政
の
長
と
し
て
、
市
民
に
ど

の
よ
う
に
説
明
を
す
る
の
か
。

市
長
　
候
補
者
の
応
援
要
請

に
対
し
て
は
、
そ
の
方
の
目

指
す
べ
き
ビ
ジ
ョ
ン
、
政
策

方
針
を
判
断
基
準
と
し
、
共

有
で
き
れ
ば
応
援
を
す
る
。

こ
の
12
年
間
一
貫
し
て
臨
ん

で
き
た
こ
と
で
、
今
回
は
、

要
請
を
受
け
た
候
補
者
は
一

人
だ
け
で
あ
っ
た
。

財
政
対
策
の
進
捗
状
況

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
　

問
　
昨
年
10
月
に
、
計
画
期

間
６
年
間
の
財
政
対
策
プ
ロ

グ
ラ
ム
が
策
定
さ
れ
、
こ
の

５
月
末
に
平
成
29
年
度
の
出

納
が
閉
鎖
さ
れ
た
。
計
画
性

を
も
っ
て
進
め
て
い
る
こ
と

は
わ
か
る
が
、
現
状
は
ど
う

員
は
、
平
成
29
年
度
末
、
１

０
９
６
名
、
支
援
会
員
３
０

２
名
、
両
方
会
員
２
０
１
名

で
、
年
間
通
じ
て
３
３
０
０

件
以
上
の
活
動
実
績
が
あ

る
。
今
後
も
こ
う
し
た
体
制

を
強
化
し
、
病
児
、
病
後
児

の
サ
ポ
ー
ト
の
た
め
、
研
修

を
実
施
し
、
支
援
会
員
の
人

数
を
増
や
し
て
い
く
。

※
こ
の
他
に
、
高
齢
者
セ
ン

タ
ー
風
呂
場
改
修
、
池
子
の

自
然
公
園
に
つ
い
て
の
質
問

が
あ
り
ま
し
た
。

医
師
会
は
葵
会
の
総
合
的

病
院
に
賛
成
？
反
対
？
　

問
　
現
在
進
め
て
い
る
総
合

的
病
院
誘
致
に
対
し
、
逗
葉

医
師
会
は
賛
成
し
て
い
る
と

受
け
止
め
て
い
る
の
か
。
ま

た
、
今
年
１
月
、
市
長
と
面

談
し
た
逗
葉
医
師
会
長
の
発

言
で
は
、
逗
葉
医
師
会
と
し

て
葵
会
の
総
合
的
病
院
に
反

対
し
て
い
く
と
捉
え
ら
れ
る

発
言
を
し
た
と
聞
き
及
ん
で

い
る
が
如
何
か
。

市
長
　
医
師
会
の
会
報
誌
の

会
長
挨
拶
の
な
か
で
、
葵
会

の
誘
致
に
反
対
だ
と
書
か
れ

て
い
た
の
で
、
改
め
て
協
力

を
お
願
い
す
る
た
め
に
面
談

を
し
た
が
、
医
師
会
と
し
て

明
確
に
反
対
だ
と
発
言
が
あ

っ
た
。
そ
の
後
、
改
め
て
面

談
し
、
市
民
に
非
常
に
役
立

つ
総
合
的
病
院
で
あ
れ
ば
賛

成
し
て
も
ら
え
る
と
捉
え
て

い
る
。

ウ
ォ
ー
タ
ー
パ
ー
ク
復

活
！
逗
子
海
岸
に
期
待

問
　
条
例
改
正
後
の
逗
子
海

水
浴
場
を
振
り
返
り
、
市
長

の
所
見
を
伺
う
。
ま
た
、
今

年
の
海
水
浴
場
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
な
姿
勢
で
臨
む
の

か
、
伺
う
。

市
長
　
日
本
一
厳
し
い
海
岸

の
条
例
を
施
行
し
て
、
５
年

目
を
迎
え
海
水
浴
場
の
運
営

ル
ー
ル
が
浸
透
し
、
安
全
で

快
適
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ー
チ

が
復
活
し
て
き
た
と
受
け
止

め
て
い
る
。
今
年
も
昨
年
同

様
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
、

市
民
等
の
皆
様
の
協
力
を
い

た
だ
き
、
よ
り
安
心
し
て
訪

れ
て
も
ら
え
る
海
水
浴
場
を

目
指
し
て
い
く
。
　

非
常
識
！
逗
子
小
授
業

で
保
護
者
が
政
治
活
動

問
　
２
月
、
逗
子
小
学
校
で

の
授
業
中
に
政
治
ビ
ラ
が
配

布
さ
れ
た
と
複
数
の
保
護
者

か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
が
、
誰

が
ど
の
よ
う
な
物
を
配
布
し

た
の
か
。
ま
た
、
学
校
は
ど

う
対
応
し
た
の
か
。

教
育
長
　
指
摘
の
内
容
に
つ

い
て
は
、
状
況
は
把
握
し
て

い
る
。
学
校
内
に
お
い
て
行

わ
れ
た
こ
の
行
為
は
大
変
遺

憾
だ
。
配
布
し
た
方
に
再
度

繰
り
返
さ
な
い
よ
う
文
書
で

申
し
入
れ
、
事
実
関
係
と
見

解
を
文
書
で
求
め
て
い
る
。

※
こ
の
他
に
、
池
子
問
題
、

ド
ロ
ー
ン
の
活
用
、
市
内
の

開
発
、
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ

ョ
ン
、
市
道
、
市
民
参
加
、

交
通
整
理
員
に
つ
い
て
の
質

問
が
あ
り
ま
し
た
。

生
活
様
式
の
変
化
に

伴
い
市
民
に
選
択
肢
を

問
　
ご
み
出
し
は
、
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
が
、
住
民

が
利
用
で
き
る
場
所
は
限
ら

れ
て
い
る
う
え
、
ご
み
出
し

の
ル
ー
ル
が
わ
か
ら
な
い
こ

と
で
、
相
変
わ
ら
ず
違
反
ご

み
が
多
い
。
ま
た
、
自
治
会

に
加
入
し
て
い
な
い
た
め
、

ご
み
出
し
に
困
る
住
民
も
い

る
。
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
収

集
の
ほ
か
に
、
選
択
肢
と
し

て
、
戸
別
収
集
を
取
り
入
れ

て
み
て
は
ど
う
か
。

市
長
　
戸
別
収
集
に
つ
い
て

は
、
ご
み
処
理
有
料
化
の
際

に
検
討
を
行
い
、
コ
ス
ト
が

か
か
る
な
ど
の
理
由
で
導
入

し
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。

今
の
段
階
で
、
希
望
制
と
は

い
え
、
導
入
す
る
方
針
は
な

い
。
や
む
を
得
な
い
場
合
は

民
間
の
許
可
業
者
に
よ
る
戸

別
収
集
も
考
え
ら
れ
る
。

減
災
対
策
に
事
業
者
の

協
力
は
不
可
欠
　

問
　
減
災
対
策
を
進
め
る
た

め
、
①
災
害
時
の
協
定
②
災

害
時
の
帰
宅
困
難
者
へ
の
支

援
③
津
波
避
難
ビ
ル
の
協
定

に
つ
い
て
、
市
の
取
り
組
み

を
伺
う
。

市
長
　
①
災
害
時
に
、
食
料

や
生
活
必
需
品
を
供
給
す
る

拠
点
と
し
て
、
４
団
体
と
締

結
を
し
て
お
り
、
今
後
も
民

間
団
体
と
の
協
力
を
積
極
的

に
進
め
る
。
②
公
共
施
設
を

帰
宅
困
難
者
の
避
難
所
と
す

る
が
、
過
去
の
大
雪
の
際
に

駅
前
商
業
店
舗
か
ら
ご
協
力

の
申
出
を
い
た
だ
い
た
こ
と

も
あ
り
、
商
店
街
の
方
と
の

協
力
体
制
を
構
築
し
て
い
き

た
い
。
③
現
在
、
公
共
施

設
、
民
間
施
設
合
わ
せ
て
、

43
施
設
を
津
波
避
難
ビ
ル
と

し
て
指
定
し
て
い
る
。
逗
子

海
岸
近
接
エ
リ
ア
は
、
更
に

避
難
ビ
ル
の
確
保
が
必
要
な

状
況
で
あ
る
。

　費
用
を
か
け
ず
に
ご
近
所

の
情
報
か
ら
実
態
調
査
　

問
　
空
き
家
問
題
解
消
の
た

め
実
態
把
握
が
必
要
だ
が
、

統
計
上
の
空
き
家
件
数
と
実

際
の
件
数
と
の
か
い
離
が
み

ら
れ
る
。
業
者
に
よ
る
調
査

で
は
な
く
、
自
治
会
や
自
治

協
議
会
に
お
願
い
し
て
は
ど

う
か
。

環
境
都
市
部
長
　
ご
指
摘
の

と
お
り
、
空
き
家
問
題
へ
の

対
応
に
は
地
域
の
連
携
が
不

可
欠
で
あ
る
の
で
、
効
果
的

な
連
携
の
手
法
に
つ
い
て
研

究
を
し
て
い
く
。

国
際
目
標
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
取
組

持
続
可
能
な
社
会
を
築
け

公
明
党
　 田
中
　英
一
郎
　議
員

総
合
的
病
院
「
仲
間
を
守
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
。」
近
隣
医
師
会
発
言
　

自
民
党
逗
子
市
議
団
　菊
池
　俊
一
　議
員

変
化
へ
対
応
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
求
め
る

真
・
無
所
属
の
会
　飯
山
　圭
一
　議
員

こ
ん
な
こ
と
で
き
る
よ
！

S
D
G
s（
エ
ス
デ
ィ
ー
ジ
ー
ズ
）

１７
の
目
標

ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
！

逗葉医師会誌No．33さざなみ 会長巻頭言より

一
般
質
問
の
要
旨

平
井
市
政
３
期
目
最
終
年
度
の

行
政
運
営
を
問
う

自
民
党
逗
子
市
議
団
　眞
下
　政
次
　議
員
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一
般
質
問
の
要
旨

夏
休
み
の
楽
し
み
を
奪
う
な
！

子
ど
も
プ
ー
ル
無
料
券
の
発
行
を

日
本
共
産
党
逗
子
市
議
会
議
員
団
　岩
室
　年
治
　議
員

た
。
今
回
の
制
度
見
直
し
に

よ
り
、
利
用
状
況
を
検
証
し

来
年
度
以
降
の
対
応
を
体
育

協
会
と
も
協
議
し
て
い
く
。

子
育
て
し
や
す
い
逗
子

待
機
児
解
消
を
急
げ
！

問
　
来
年
度
に
は
小
規
模
保

育
施
設
開
設
に
向
け
た
取
り

組
み
の
動
き
も
あ
る
が
、
現

在
保
育
園
及
び
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
で
の
待
機
児
が
発
生

し
て
い
る
が
、
当
面
待
機
を

強
い
ら
れ
て
い
る
保
護
者
と

子
供
た
ち
へ
の
対
応
が
必
要

だ
が
、
待
機
児
を
受
け
入
れ

る
可
能
性
は
如
何
か
。

市
長
　
今
年
４
月
１
日
時
点

で
は
、
保
育
所
待
機
児
童
が

８
名
で
あ
る
が
、
小
規
模
保

育
施
設
増
設
に
取
り
組
み
、

待
機
児
解
消
に
向
け
、
努
力

し
て
い
る
。
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
で
は
、
７
名
の
待
機
者

が
出
て
い
る
。
施
設
の
改
修

等
で
定
員
の
拡
大
を
図
っ
て

き
た
が
、
今
後
も
、
児
童
の

放
課
後
の
居
場
所
が
確
保
で

財
源
を
確
保
し
た
の
に

な
ぜ
無
料
券
一
人
一
枚
？

問
　
財
政
危
機
を
理
由
に
、

市
内
の
子
供
無
料
券
廃
止
が

な
さ
れ
た
な
か
で
、
市
議
会

で
は
子
供
た
ち
の
楽
し
み
を

奪
う
無
料
券
廃
止
は
す
べ
き

で
は
な
い
と
し
て
、
条
例
の

一
部
改
正
に
よ
り
、
財
源
を

確
保
し
継
続
を
求
め
た
が
、

ど
う
対
応
し
た
の
か
。

市
長
　
増
収
に
伴
う
試
算
で

は
、
市
内
の
小
・
中
学
生
に

つ
い
て
１
回
の
無
料
券
が
発

行
で
き
る
見
通
し
が
立
っ

き
る
よ
う
努
力
す
る
。

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制

性
的
少
数
者
へ
の
支
援

問
　
国
外
・
国
内
と
も
性
的

指
向
に
よ
る
差
別
は
許
さ
れ

な
い
と
い
う
認
識
が
進
ん
で

い
る
が
、
本
市
に
お
い
て
も

性
的
少
数
者
へ
の
理
解
を
広

げ
、
条
例
化
等
に
よ
る
制
度

導
入
、
支
援
策
に
取
り
組
む

べ
き
で
は
な
い
か
。

市
長
　
こ
の
制
度
に
つ
い
て

の
検
討
に
は
、
ま
だ
着
手
し

て
い
な
い
。
今
後
、
国
や
他

市
の
動
向
に
注
視
し
時
代
に

合
わ
せ
て
検
討
し
て
い
く
。

※
こ
の
他
に
、
池
子
米
軍
基

地
問
題
、
公
道
と
公
有
地
の

無
断
利
用
と
対
策
、
小
児
医

療
費
助
成
の
拡
充
、
ミ
ニ
バ

ス
路
線
の
拡
充
、
JR
東
逗
子

駅
前
用
地
活
用
、
逗
子
・
葉

山
地
域
循
環
型
社
会
形
成
推

進
地
域
計
画
、
総
合
的
病
院

誘
致
に
つ
い
て
の
質
問
が
あ

り
ま
し
た
。

地
は
伐
採
後
、
台
風
で
表
層

崩
壊
、
土
砂
崩
れ
が
発
生
し

近
隣
住
民
の
不
安
は
増
す
ば

か
り
で
あ
る
。
権
限
よ
り
も

市
民
の
安
全
を
確
保
す
る
観

点
か
ら
、
土
地
所
有
者
、
住

民
、
県
、
市
が
協
議
す
る
場

を
市
が
作
り
、
問
題
解
決
に

当
た
っ
て
い
く
べ
き
で
は
な

い
か
。

環
境
都
市
部
長
　
第
一
義
的

に
は
県
の
指
導
権
限
で
の
対

応
と
な
る
が
、
市
と
し
て
も

で
き
る
限
り
調
整
を
図
っ
て

い
く
。

格
差
と
貧
困
の
拡
大

就
学
援
助
後
退
す
る
な

問
　
生
活
保
護
基
準
の
見
直

し
が
行
わ
れ
、
今
後
、
低
所

得
者
を
対
象
と
す
る
施
策
へ

の
影
響
が
懸
念
さ
れ
て
い

る
。
本
市
の
就
学
援
助
制
度

は
今
回
の
改
定
の
影
響
は
な

く
、
従
来
ど
お
り
の
運
用
と

な
る
の
か
。

教
育
長
　
就
学
援
助
制
度
の

認
定
に
当
た
っ
て
は
、
世
帯

病
床
・
診
療
機
能
未
定

白
紙
に
戻
し
検
討
せ
よ

問
　
三
浦
半
島
に
３
４
９
床

の
休
眠
病
床
が
あ
る
が
、
県

へ
の
返
上
数
も
逗
子
へ
優
先

さ
れ
る
病
床
数
も
わ
か
ら

ず
、
３
０
０
床
を
前
提
に
13

の
診
療
科
目
を
目
指
す
が
、

断
言
は
で
き
な
い
と
い
う
。

応
募
の
と
き
と
状
況
が
変
わ

り
、
医
療
環
境
も
流
動
的
な

中
、
今
の
ま
ま
進
め
て
い
く

こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
こ
の

際
、
１
回
白
紙
に
戻
し
、
市

民
の
意
見
を
改
め
て
聞
き
、

医
師
会
と
も
協
力
、
連
携
し

検
討
し
て
い
く
時
期
に
来
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

市
長
　
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
物

に
し
な
け
れ
ば
病
院
誘
致
の

可
能
性
は
小
さ
く
な
る
。
不

確
定
要
素
は
あ
る
が
逗
子
が

目
指
し
て
き
た
病
院
の
誘
致

の
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

新
宿
の
急
傾
斜
地
対
策

積
極
的
に
問
題
解
決
を

問
　
新
宿
４
丁
目
の
急
傾
斜

全
員
の
収
入
を
も
と
に
総
合

的
に
判
断
さ
れ
、
本
市
に
お

い
て
は
、
生
活
保
護
基
準
の

１
・
５
倍
を
基
準
と
し
、
申

請
の
96
％
の
認
定
を
し
て
い

る
。
今
後
も
、
な
る
べ
く
そ

の
方
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
対

応
を
し
て
い
き
た
い
。

※
こ
の
他
に
情
報
公
開
制
度

と
会
議
録
作
成
、
商
店
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
補
助
制
度
、
高

齢
者
セ
ン
タ
ー
の
老
朽
化
対

策
と
浴
場
再
開
に
つ
い
て
の

質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

財
政
構
造
の
転
換

財
政
の
安
定
化
を
早
期
に

問
　
財
政
見
通
し
で
は
、
市

税
は
減
少
し
、
扶
助
費
が
10

年
後
に
約
９
億
円
増
加
す

る
。
こ
の
先
も
厳
し
い
財
政

状
況
が
続
く
と
予
想
さ
れ
る

が
、
今
後
、
財
政
構
造
の
転

換
、
更
に
は
歳
入
増
加
策
を

ど
の
よ
う
に
図
っ
て
い
く
の

か
。

市
長
　
経
常
的
な
収
入
で
経

常
的
な
支
出
を
賄
う
と
い
う

構
造
に
転
換
し
て
、
財
政
調

整
基
金
に
過
度
に
依
存
す
る

こ
と
な
く
予
算
編
成
し
て
い

く
。
住
宅
都
市
と
い
う
性
質

上
、
個
人
市
民
税
を
中
心
と

し
た
税
収
確
保
策
と
し
て
、

市
の
魅
力
を
高
め
て
市
外
か

ら
の
、
子
育
て
世
代
の
転
入

の
促
進
に
努
め
る
。

教
員
の
働
き
方
改
革

教
員
の
多
忙
化
対
策
を

問
　
近
年
、
教
員
の
長
時
間

労
働
が
問
題
化
さ
れ
て
い

る
。
教
員
の
働
き
方
改
革
を

進
め
る
に
は
、
現
状
の
勤
務

時
間
等
の
実
態
把
握
が
必
要

で
は
な
い
か
、
教
育
委
員
会

は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い

る
の
か
。
ま
た
、
教
員
の
多

忙
化
対
策
に
は
ど
う
対
応
し

て
い
く
の
か
。

教
育
長
　
勤
務
時
間
に
つ
い

て
は
、
昨
年
県
が
実
態
調
査

を
行
い
、
非
常
に
多
忙
で
あ

る
と
い
う
結
果
出
た
。
本
市

で
も
同
様
と
考
え
て
い
る
。

多
忙
化
対
策
で
は
、
朝
一
番

早
く
出
勤
し
た
教
職
員
が
最

後
に
退
勤
す
る
こ
と
が
な
い

よ
う
に
、
管
理
職
が
把
握
し

て
い
る
。
ま
た
、
出
退
勤
時

間
を
小
・
中
学
校
１
校
ず
つ

管
理
が
で
き
る
よ
う
に
、
９

月
か
ら
予
定
し
て
い
る
。

児
童
・
生
徒
の
安
全
を

守
る
防
災
ヘ
ル
メ
ッ
ト
　

問
　
子
供
た
ち
を
地
震
災
害

等
の
危
険
か
ら
守
る
た
め
、

４
小
学
校
が
保
護
者
負
担
で

導
入
を
始
め
た
。
中
学
校
へ

の
導
入
に
つ
い
て
も
、
要
望

が
上
が
っ
て
き
て
い
る
が
、

如
何
か
。

教
育
長
　
授
業
は
教
室
で
行

う
場
合
と
、
教
室
以
外
に
移

動
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、

様
々
な
状
況
を
教
員
が
把
握

し
て
判
断
し
て
い
く
。

※
こ
の
他
に
、
行
財
政
改

革
、
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
戦
略
、
東
逗
子
地
域
の
活

性
化
地
域
自
治
シ
ス
テ
ム

の
構
築
、
児
童
の
登
下
校
の

安
全
対
策
に
つ
い
て
の
質
問

が
あ
り
ま
し
た
。

海
も
楽
し
い
よ
！

医
師
会
と
協
力
・
連
携
を
強
め

市
民
の
望
む
病
院
誘
致
の
実
現
を

日
本
共
産
党
逗
子
市
議
会
議
員
団
　橋
爪
　明
子
　議
員

市
外
大
人
料
金
値
上
げ

分
で
財
源
可
能
で
は
！?

問
　
子
供
た
ち
の
プ
ー
ル
無

料
券
の
継
続
の
た
め
、
平
成

30
年
第
１
回
定
例
会
で
、
条

例
改
正
案
を
議
員
提
案
し
、

可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り

無
料
券
継
続
の
財
源
を
賄
う

こ
と
が
で
き
、
収
入
も
見
込

め
る
の
に
、
な
ぜ
継
続
を
し

な
い
の
か
。
　

市
長
　
当
初
、
財
政
対
策

上
、
無
料
券
の
廃
止
に
よ
り

１
６
０
万
円
程
度
の
財
源
確

保
を
見
込
ん
で
い
た
が
、
議

会
の
条
例
改
正
を
踏
ま
え
、

見
直
し
を
行
っ
た
。
議
会
の

ご
指
摘
を
全
て
は
実
現
で
き

な
か
っ
た
が
、
財
政
対
策
上

の
目
標
額
を
ク
リ
ア
し
、
無

料
券
を
配
布
す
る
可
能
性
を

探
っ
た
結
果
で
あ
る
。

駅
近
市
有
地
「
長
期
に

格
安
貸
付
」
見
直
し
せ
よ

問
　
市
有
地
の
売
却
方
針
か

ら
脱
し
、
中
心
市
街
地
に
あ

る
市
有
地
を
積
極
的
に
、
適

正
に
活
用
し
、
財
政
に
寄
与

す
べ
き
あ
る
。
亀
井
児
童
公

園
そ
ば
の
市
有
地
は
、
契
約

に
則
っ
た
貸
付
け
が
な
さ
れ

て
い
る
の
か
、
転
貸
し
さ
れ

て
い
な
い
か
。

市
長
　
普
通
財
産
で
活
用
の

見
込
み
の
な
い
市
有
地
は
、

処
分
し
て
い
く
こ
と
が
妥
当

で
あ
り
、
市
中
心
部
に
活
用

で
き
る
普
通
財
産
は
な
い
。

総
務
部
長
　
以
前
か
ら
の
建

物
敷
地
の
た
め
の
貸
付
け
と

な
っ
て
お
り
、
市
と
し
て
転

貸
し
は
認
め
て
い
な
い
。

県
と
医
師
会
と
の
関
係

構
築
が
大
前
提
で
は
！?

問
　
信
頼
関
係
構
築
が
な
い

中
、
新
た
な
病
床
数
の
配
分

を
見
込
み
、
総
合
的
病
院
が

２
０
２
０
年
度
に
開
設
す
る

と
い
う
根
拠
は
何
か
。

市
長
　
期
待
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

で
は
あ
る
が
、
２
０
２
０
年

に
１
９
６
床
の
病
床
が
不
足

す
る
と
い
う
試
算
が
あ
り
、

十
分
に
病
床
確
保
の
可
能
性

は
あ
る
。
一
方
、
現
在
の
３

４
９
床
の
未
利
用
病
床
に
つ

い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
方

針
も
あ
り
、
そ
の
返
上
が
加

速
度
的
に
進
ん
で
い
く
も
の

と
考
え
る
。

　※
こ
の
他
に
、
交
通
整
理

員
、
高
齢
者
セ
ン
タ
ー
、
小

坪
海
浜
地
域
活
性
化
、
公
園

維
持
管
理
、
待
機
児
童
・
延

長
保
育
、
中
学
校
給
食
、
新

逗
子
駅
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置

に
つ
い
て
の
質
問
が
あ
り
ま

し
た
。

一
般
質
問
の
要
旨

プ
ー
ル
は
子
供
た
ち
の

楽
し
み

防
災
頭
巾
よ
り
も

安
全
性
が
高
い
ヘ
ル
メ
ッ
ト

新
宿
４
丁
目
急
傾
斜
地

の
土
砂
崩
れ

平成30年 9月１5日　　第１４３号平成30年 9月１5日　　第１４３号

子
供
プ
ー
ル
利
用
料
百
円
徴
収
へ
！

財
政
の
ツ
ケ
を
子
供
に
回
す
な
！！

立
憲
ク
ラ
ブ
　加
藤
　秀
子
　議
員

市
政
ク
ラ
ブ
　匂
坂
　祐
二
　議
員

市
民
が
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る

心
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り



9 ず し 市 議 会 だ よ り 8ず し 市 議 会 だ よ り

一
般
質
問
の
要
旨

夏
休
み
の
楽
し
み
を
奪
う
な
！

子
ど
も
プ
ー
ル
無
料
券
の
発
行
を

日
本
共
産
党
逗
子
市
議
会
議
員
団
　岩
室
　年
治
　議
員

た
。
今
回
の
制
度
見
直
し
に

よ
り
、
利
用
状
況
を
検
証
し

来
年
度
以
降
の
対
応
を
体
育

協
会
と
も
協
議
し
て
い
く
。

子
育
て
し
や
す
い
逗
子

待
機
児
解
消
を
急
げ
！

問
　
来
年
度
に
は
小
規
模
保

育
施
設
開
設
に
向
け
た
取
り

組
み
の
動
き
も
あ
る
が
、
現

在
保
育
園
及
び
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
で
の
待
機
児
が
発
生

し
て
い
る
が
、
当
面
待
機
を

強
い
ら
れ
て
い
る
保
護
者
と

子
供
た
ち
へ
の
対
応
が
必
要

だ
が
、
待
機
児
を
受
け
入
れ

る
可
能
性
は
如
何
か
。

市
長
　
今
年
４
月
１
日
時
点

で
は
、
保
育
所
待
機
児
童
が

８
名
で
あ
る
が
、
小
規
模
保

育
施
設
増
設
に
取
り
組
み
、

待
機
児
解
消
に
向
け
、
努
力

し
て
い
る
。
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
で
は
、
７
名
の
待
機
者

が
出
て
い
る
。
施
設
の
改
修

等
で
定
員
の
拡
大
を
図
っ
て

き
た
が
、
今
後
も
、
児
童
の

放
課
後
の
居
場
所
が
確
保
で

財
源
を
確
保
し
た
の
に

な
ぜ
無
料
券
一
人
一
枚
？

問
　
財
政
危
機
を
理
由
に
、

市
内
の
子
供
無
料
券
廃
止
が

な
さ
れ
た
な
か
で
、
市
議
会

で
は
子
供
た
ち
の
楽
し
み
を

奪
う
無
料
券
廃
止
は
す
べ
き

で
は
な
い
と
し
て
、
条
例
の

一
部
改
正
に
よ
り
、
財
源
を

確
保
し
継
続
を
求
め
た
が
、

ど
う
対
応
し
た
の
か
。

市
長
　
増
収
に
伴
う
試
算
で

は
、
市
内
の
小
・
中
学
生
に

つ
い
て
１
回
の
無
料
券
が
発

行
で
き
る
見
通
し
が
立
っ

き
る
よ
う
努
力
す
る
。

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制

性
的
少
数
者
へ
の
支
援

問
　
国
外
・
国
内
と
も
性
的

指
向
に
よ
る
差
別
は
許
さ
れ

な
い
と
い
う
認
識
が
進
ん
で

い
る
が
、
本
市
に
お
い
て
も

性
的
少
数
者
へ
の
理
解
を
広

げ
、
条
例
化
等
に
よ
る
制
度

導
入
、
支
援
策
に
取
り
組
む

べ
き
で
は
な
い
か
。

市
長
　
こ
の
制
度
に
つ
い
て

の
検
討
に
は
、
ま
だ
着
手
し

て
い
な
い
。
今
後
、
国
や
他

市
の
動
向
に
注
視
し
時
代
に

合
わ
せ
て
検
討
し
て
い
く
。

※
こ
の
他
に
、
池
子
米
軍
基

地
問
題
、
公
道
と
公
有
地
の

無
断
利
用
と
対
策
、
小
児
医

療
費
助
成
の
拡
充
、
ミ
ニ
バ

ス
路
線
の
拡
充
、
JR
東
逗
子

駅
前
用
地
活
用
、
逗
子
・
葉

山
地
域
循
環
型
社
会
形
成
推

進
地
域
計
画
、
総
合
的
病
院

誘
致
に
つ
い
て
の
質
問
が
あ

り
ま
し
た
。

地
は
伐
採
後
、
台
風
で
表
層

崩
壊
、
土
砂
崩
れ
が
発
生
し

近
隣
住
民
の
不
安
は
増
す
ば

か
り
で
あ
る
。
権
限
よ
り
も

市
民
の
安
全
を
確
保
す
る
観

点
か
ら
、
土
地
所
有
者
、
住

民
、
県
、
市
が
協
議
す
る
場

を
市
が
作
り
、
問
題
解
決
に

当
た
っ
て
い
く
べ
き
で
は
な

い
か
。

環
境
都
市
部
長
　
第
一
義
的

に
は
県
の
指
導
権
限
で
の
対

応
と
な
る
が
、
市
と
し
て
も

で
き
る
限
り
調
整
を
図
っ
て

い
く
。

格
差
と
貧
困
の
拡
大

就
学
援
助
後
退
す
る
な

問
　
生
活
保
護
基
準
の
見
直

し
が
行
わ
れ
、
今
後
、
低
所

得
者
を
対
象
と
す
る
施
策
へ

の
影
響
が
懸
念
さ
れ
て
い

る
。
本
市
の
就
学
援
助
制
度

は
今
回
の
改
定
の
影
響
は
な

く
、
従
来
ど
お
り
の
運
用
と

な
る
の
か
。

教
育
長
　
就
学
援
助
制
度
の

認
定
に
当
た
っ
て
は
、
世
帯

病
床
・
診
療
機
能
未
定

白
紙
に
戻
し
検
討
せ
よ

問
　
三
浦
半
島
に
３
４
９
床

の
休
眠
病
床
が
あ
る
が
、
県

へ
の
返
上
数
も
逗
子
へ
優
先

さ
れ
る
病
床
数
も
わ
か
ら

ず
、
３
０
０
床
を
前
提
に
13

の
診
療
科
目
を
目
指
す
が
、

断
言
は
で
き
な
い
と
い
う
。

応
募
の
と
き
と
状
況
が
変
わ

り
、
医
療
環
境
も
流
動
的
な

中
、
今
の
ま
ま
進
め
て
い
く

こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
こ
の

際
、
１
回
白
紙
に
戻
し
、
市

民
の
意
見
を
改
め
て
聞
き
、

医
師
会
と
も
協
力
、
連
携
し

検
討
し
て
い
く
時
期
に
来
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

市
長
　
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
物

に
し
な
け
れ
ば
病
院
誘
致
の

可
能
性
は
小
さ
く
な
る
。
不

確
定
要
素
は
あ
る
が
逗
子
が

目
指
し
て
き
た
病
院
の
誘
致

の
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

新
宿
の
急
傾
斜
地
対
策

積
極
的
に
問
題
解
決
を

問
　
新
宿
４
丁
目
の
急
傾
斜

全
員
の
収
入
を
も
と
に
総
合

的
に
判
断
さ
れ
、
本
市
に
お

い
て
は
、
生
活
保
護
基
準
の

１
・
５
倍
を
基
準
と
し
、
申

請
の
96
％
の
認
定
を
し
て
い

る
。
今
後
も
、
な
る
べ
く
そ

の
方
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
対

応
を
し
て
い
き
た
い
。

※
こ
の
他
に
情
報
公
開
制
度

と
会
議
録
作
成
、
商
店
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
補
助
制
度
、
高

齢
者
セ
ン
タ
ー
の
老
朽
化
対

策
と
浴
場
再
開
に
つ
い
て
の

質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

財
政
構
造
の
転
換

財
政
の
安
定
化
を
早
期
に

問
　
財
政
見
通
し
で
は
、
市

税
は
減
少
し
、
扶
助
費
が
10

年
後
に
約
９
億
円
増
加
す

る
。
こ
の
先
も
厳
し
い
財
政

状
況
が
続
く
と
予
想
さ
れ
る

が
、
今
後
、
財
政
構
造
の
転

換
、
更
に
は
歳
入
増
加
策
を

ど
の
よ
う
に
図
っ
て
い
く
の

か
。

市
長
　
経
常
的
な
収
入
で
経

常
的
な
支
出
を
賄
う
と
い
う

構
造
に
転
換
し
て
、
財
政
調

整
基
金
に
過
度
に
依
存
す
る

こ
と
な
く
予
算
編
成
し
て
い

く
。
住
宅
都
市
と
い
う
性
質

上
、
個
人
市
民
税
を
中
心
と

し
た
税
収
確
保
策
と
し
て
、

市
の
魅
力
を
高
め
て
市
外
か

ら
の
、
子
育
て
世
代
の
転
入

の
促
進
に
努
め
る
。

教
員
の
働
き
方
改
革

教
員
の
多
忙
化
対
策
を

問
　
近
年
、
教
員
の
長
時
間

労
働
が
問
題
化
さ
れ
て
い

る
。
教
員
の
働
き
方
改
革
を

進
め
る
に
は
、
現
状
の
勤
務

時
間
等
の
実
態
把
握
が
必
要

で
は
な
い
か
、
教
育
委
員
会

は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い

る
の
か
。
ま
た
、
教
員
の
多

忙
化
対
策
に
は
ど
う
対
応
し

て
い
く
の
か
。

教
育
長
　
勤
務
時
間
に
つ
い

て
は
、
昨
年
県
が
実
態
調
査

を
行
い
、
非
常
に
多
忙
で
あ

る
と
い
う
結
果
出
た
。
本
市

で
も
同
様
と
考
え
て
い
る
。

多
忙
化
対
策
で
は
、
朝
一
番

早
く
出
勤
し
た
教
職
員
が
最

後
に
退
勤
す
る
こ
と
が
な
い

よ
う
に
、
管
理
職
が
把
握
し

て
い
る
。
ま
た
、
出
退
勤
時

間
を
小
・
中
学
校
１
校
ず
つ

管
理
が
で
き
る
よ
う
に
、
９

月
か
ら
予
定
し
て
い
る
。

児
童
・
生
徒
の
安
全
を

守
る
防
災
ヘ
ル
メ
ッ
ト
　

問
　
子
供
た
ち
を
地
震
災
害

等
の
危
険
か
ら
守
る
た
め
、

４
小
学
校
が
保
護
者
負
担
で

導
入
を
始
め
た
。
中
学
校
へ

の
導
入
に
つ
い
て
も
、
要
望

が
上
が
っ
て
き
て
い
る
が
、

如
何
か
。

教
育
長
　
授
業
は
教
室
で
行

う
場
合
と
、
教
室
以
外
に
移

動
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、

様
々
な
状
況
を
教
員
が
把
握

し
て
判
断
し
て
い
く
。

※
こ
の
他
に
、
行
財
政
改

革
、
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
戦
略
、
東
逗
子
地
域
の
活

性
化
地
域
自
治
シ
ス
テ
ム

の
構
築
、
児
童
の
登
下
校
の

安
全
対
策
に
つ
い
て
の
質
問

が
あ
り
ま
し
た
。

海
も
楽
し
い
よ
！

医
師
会
と
協
力
・
連
携
を
強
め

市
民
の
望
む
病
院
誘
致
の
実
現
を

日
本
共
産
党
逗
子
市
議
会
議
員
団
　橋
爪
　明
子
　議
員

市
外
大
人
料
金
値
上
げ

分
で
財
源
可
能
で
は
！?

問
　
子
供
た
ち
の
プ
ー
ル
無

料
券
の
継
続
の
た
め
、
平
成

30
年
第
１
回
定
例
会
で
、
条

例
改
正
案
を
議
員
提
案
し
、

可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り

無
料
券
継
続
の
財
源
を
賄
う

こ
と
が
で
き
、
収
入
も
見
込

め
る
の
に
、
な
ぜ
継
続
を
し

な
い
の
か
。
　

市
長
　
当
初
、
財
政
対
策

上
、
無
料
券
の
廃
止
に
よ
り

１
６
０
万
円
程
度
の
財
源
確

保
を
見
込
ん
で
い
た
が
、
議

会
の
条
例
改
正
を
踏
ま
え
、

見
直
し
を
行
っ
た
。
議
会
の

ご
指
摘
を
全
て
は
実
現
で
き

な
か
っ
た
が
、
財
政
対
策
上

の
目
標
額
を
ク
リ
ア
し
、
無

料
券
を
配
布
す
る
可
能
性
を

探
っ
た
結
果
で
あ
る
。

駅
近
市
有
地
「
長
期
に

格
安
貸
付
」
見
直
し
せ
よ

問
　
市
有
地
の
売
却
方
針
か

ら
脱
し
、
中
心
市
街
地
に
あ

る
市
有
地
を
積
極
的
に
、
適

正
に
活
用
し
、
財
政
に
寄
与

す
べ
き
あ
る
。
亀
井
児
童
公

園
そ
ば
の
市
有
地
は
、
契
約

に
則
っ
た
貸
付
け
が
な
さ
れ

て
い
る
の
か
、
転
貸
し
さ
れ

て
い
な
い
か
。

市
長
　
普
通
財
産
で
活
用
の

見
込
み
の
な
い
市
有
地
は
、

処
分
し
て
い
く
こ
と
が
妥
当

で
あ
り
、
市
中
心
部
に
活
用

で
き
る
普
通
財
産
は
な
い
。

総
務
部
長
　
以
前
か
ら
の
建

物
敷
地
の
た
め
の
貸
付
け
と

な
っ
て
お
り
、
市
と
し
て
転

貸
し
は
認
め
て
い
な
い
。

県
と
医
師
会
と
の
関
係

構
築
が
大
前
提
で
は
！?

問
　
信
頼
関
係
構
築
が
な
い

中
、
新
た
な
病
床
数
の
配
分

を
見
込
み
、
総
合
的
病
院
が

２
０
２
０
年
度
に
開
設
す
る

と
い
う
根
拠
は
何
か
。

市
長
　
期
待
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

で
は
あ
る
が
、
２
０
２
０
年

に
１
９
６
床
の
病
床
が
不
足

す
る
と
い
う
試
算
が
あ
り
、

十
分
に
病
床
確
保
の
可
能
性

は
あ
る
。
一
方
、
現
在
の
３

４
９
床
の
未
利
用
病
床
に
つ

い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
方

針
も
あ
り
、
そ
の
返
上
が
加

速
度
的
に
進
ん
で
い
く
も
の

と
考
え
る
。

　※
こ
の
他
に
、
交
通
整
理

員
、
高
齢
者
セ
ン
タ
ー
、
小

坪
海
浜
地
域
活
性
化
、
公
園

維
持
管
理
、
待
機
児
童
・
延

長
保
育
、
中
学
校
給
食
、
新

逗
子
駅
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置

に
つ
い
て
の
質
問
が
あ
り
ま

し
た
。

一
般
質
問
の
要
旨

プ
ー
ル
は
子
供
た
ち
の

楽
し
み

防
災
頭
巾
よ
り
も

安
全
性
が
高
い
ヘ
ル
メ
ッ
ト

新
宿
４
丁
目
急
傾
斜
地

の
土
砂
崩
れ
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子
供
プ
ー
ル
利
用
料
百
円
徴
収
へ
！

財
政
の
ツ
ケ
を
子
供
に
回
す
な
！！

立
憲
ク
ラ
ブ
　加
藤
　秀
子
　議
員

市
政
ク
ラ
ブ
　匂
坂
　祐
二
　議
員

市
民
が
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る

心
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
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一
般
質
問
の
要
旨

財
政
健
全
化
と
総
合
的
病
院
誘
致

早
期
達
成
は
、
全
市
民
の
願
い
！

　

自
民
党
逗
子
市
議
団
　八
木
野
　太
郎
　議
員

声
な
き
声
も
き
け
！

財
調
さ
ら
な
る
目
標

問
　
今
後
、
財
政
が
安
定
化

し
た
場
合
市
民
サ
ー
ビ
ス
の

復
活
・
選
択
に
当
た
っ
て
は

十
分
に
市
民
の
声
を
聴
い
て

判
断
願
い
た
い
。
ま
た
、
財

政
調
整
基
金
10
億
円
の
目
標

を
掲
げ
て
い
る
が
、
今
後
も

財
政
状
況
は
厳
し
く
な
っ
て

い
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
な

か
、
更
に
積
む
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。

市
長
　
来
年
度
に
つ
い
て

は
、
財
政
状
況
を
見
極
め
な

が
ら
秋
頃
に
は
方
向
性
を
示

し
た
い
。
今
で
も
様
々
な
場

面
で
市
民
の
意
見
、
要
望
等

は
聞
い
て
お
り
、
判
断
材
料

に
し
た
い
。
財
政
調
整
基
金

の
積
み
増
し
に
つ
い
て
は
、

市
の
財
政
に
余
力
を
持
つ
た

め
に
も
検
討
し
て
い
く
。

子
ど
も
の
命
は
最
優
先
　

交
通
整
理
員
の
存
続
を

問
　
児
童
の
登
下
校
の
安
全

を
守
る
べ
き
主
体
は
ど
こ
な

の
か
。
ま
た
、
信
号
機
の
設

置
予
定
の
箇
所
に
つ
い
て

は
、
早
急
に
設
置
努
力
願
い

た
い
。
他
の
２
箇
所
に
つ
い

て
も
安
全
対
策
を
求
め
る
。

市
長
　
交
通
安
全
対
策
は
、

市
だ
け
で
担
っ
て
き
た
わ
け

で
は
な
く
、
警
察
あ
る
い
は

交
通
安
全
協
会
、
更
に
は
地

域
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
協
力
等
で
実

施
し
て
き
た
。
信
号
機
設
置

に
つ
い
て
は
、
県
警
本
部
の

前
向
き
な
取
り
組
み
に
期
待

し
て
い
る
。
他
の
場
所
に
つ

い
て
も
、
安
全
対
策
に
責
任

を
持
っ
て
検
討
し
て
い
く
。

ネ
オ
ニ
コ
緩
和
の
流
れ

よ
り
安
心
な
給
食
を
！

問
　
近
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
子
供
の
神
経
系
統
に
悪
影

響
を
及
ぼ
す
懸
念
か
ら
規
制

さ
れ
始
め
て
い
る
ネ
オ
ニ
コ

チ
ノ
イ
ド
系
の
農
薬
が
、
日

本
で
は
規
制
が
緩
和
さ
れ
つ

つ
あ
り
、
今
後
、
こ
の
農
薬

を
利
用
し
た
野
菜
が
増
え
る

懸
念
が
あ
る
が
、
給
食
に
つ

い
て
の
対
策
は
如
何
か
。

教
育
長
　
食
の
安
全
と
い
う

視
点
か
ら
も
重
視
し
て
い

る
。
国
の
基
準
に
基
づ
き
、

ま
た
は
、
県
の
給
食
会
で
も

そ
の
基
準
を
意
識
し
て
物
品

を
選
定
し
て
お
り
、
今
後
も

安
全
な
食
材
を
求
め
て
い

く
。

※
こ
の
他
に
、
株
式
会
社
パ

ブ
リ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
の
市
民

貢
献
事
業
、
保
育
環
境
の
改

善
に
つ
い
て
の
質
問
が
あ
り

ま
し
た
。

明
を
し
尽
く
す
と
い
う
が
、

市
民
全
員
の
理
解
を
得
る
こ

と
は
非
常
に
難
し
い
。
最
後

は
市
長
自
ら
が
決
断
す
る
と

い
う
気
持
ち
に
変
わ
り
は
な

い
か
。

市
長
　
専
門
性
の
高
い
医
療

を
求
め
、
近
隣
に
病
院
が
あ

る
と
い
う
市
民
の
安
心
感
、

ま
た
、
地
域
医
療
圏
の
中
で

重
症
か
ら
軽
症
ま
で
、
様
々

な
疾
病
等
に
的
確
に
対
応
で

き
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築

さ
れ
、
行
政
、
病
院
、
医
師

会
等
が
専
門
的
な
検
証
を
行

い
、
で
き
る
だ
け
市
民
の
理

解
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
力
を

積
み
重
ね
た
う
え
で
、
最
終

的
に
私
が
判
断
を
す
る
。
　

国
際
交
流
の
推
進
で

逗
子
の
魅
力
向
上
を
！

問
　
今
年
、
私
は
逗
子
市
の

国
際
友
好
都
市
で
あ
る
ポ
ル

ト
ガ
ル
の
ナ
ザ
レ
市
を
訪
問

し
、
ナ
ザ
レ
市
長
と
会
談
、

大
歓
迎
を
受
け
た
。
現
在
、

ナ
ザ
レ
市
と
の
交
流
は
止
ま

財
政
健
全
化
早
期
達
成

の
見
込
み
を
問
う
！

問
　
今
回
の
緊
急
財
政
対
策

の
発
端
と
な
っ
た
歳
入
見
込

み
と
実
績
の
か
い
離
に
つ
い

て
、
現
在
の
状
況
は
ど
う

か
。
将
来
、
再
び
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
に
な
る
こ
と
は
な

い
の
か
。

市
長
　
平
成
29
年
の
決
算
、

出
納
が
終
わ
り
、
前
年
度
の

決
算
に
み
ら
れ
た
地
方
消
費

税
交
付
金
等
の
各
種
交
付
金

の
収
入
状
況
は
改
善
し
、
歳

出
抑
制
の
効
果
か
ら
、
約
８

億
円
の
剰
余
金
が
生
じ
た
。

今
後
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、
歳
入

は
低
め
、
安
全
に
見
込
み
、

歳
出
は
厳
し
目
に
計
上
す
る

的
確
な
財
政
運
営
に
努
め
て

い
く
。

総
合
的
病
院
誘
致
の

遅
延
は
こ
れ
を
最
後
に

問
　
病
院
の
開
院
時
期
を
平

成
34
年
夏
以
降
に
遅
ら
せ
、

そ
の
間
、
市
民
に
丁
寧
に
説

一
般
質
問
の
要
旨
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っ
た
ま
ま
で
、
今
一
度
、
国

際
友
好
都
市
と
し
て
の
関
係

性
、
有
効
性
を
強
化
す
べ
き

で
は
な
い
か
。

市
長
　
提
携
協
定
締
結
後
、

交
流
の
可
能
性
を
模
索
し
た

が
、
市
民
レ
ベ
ル
、
団
体
レ

ベ
ル
で
の
交
流
の
広
が
り
に

発
展
せ
ず
、
今
後
の
方
向
性

が
見
い
だ
せ
な
い
状
況
で
あ

る
。

※
こ
の
他
に
、
医
療
と
介
護

の
連
携
に
つ
い
て
の
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。

「
市
民
の
命
と
生
活
を
守
る
！
」

納
得
の
い
く
緊
急
財
政
対
策
を
！

立
憲
ク
ラ
ブ
　 中
西
　直
美
　議
員

削
減
さ
れ
る
福
祉
手
当
　

国
の
制
度
は
充
実
か
？

問
　
ひ
と
り
親
家
庭
の
受
給

世
帯
は
所
得
制
限
が
あ
り
、

子
供
の
貧
困
が
問
題
化
さ
れ

る
現
状
で
は
、
慎
重
な
判
断

を
有
す
る
。
更
に
、
在
宅
重

度
障
が
い
者
手
当
と
ひ
と
り

親
家
庭
の
受
給
が
重
複
す
る

世
帯
は
各
手
当
が
削
減
さ
れ

る
が
、
減
免
措
置
が
必
要
で

は
な
い
か
。

市
長
　
各
手
当
は
、
生
活
の

援
助
と
い
う
性
質
で
あ
り
検

討
に
は
慎
重
に
も
慎
重
を
期

す
。
来
年
度
の
財
政
方
針
を

11
月
に
示
す
予
定
で
あ
り
、

そ
の
間
様
々
な
市
民
の
意
見

等
を
踏
ま
え
、
適
切
に
判
断

を
し
た
い
。

逗
子
中
学
校
の
国
有
地

借
地
料
値
上
げ
に
疑
問

問
　
逗
子
中
学
校
用
地
は
生

徒
数
減
少
の
た
め
借
地
料
が

約
３
０
０
万
円
引
き
上
げ
ら

れ
た
。
借
地
料
年
額
２
２
９

０
万
円
を
将
来
的
に
支
払
続

家
族
の
ケ
ア
を
担
う
子

ど
も
の
姿
を
ま
ず
認
識

問
　
日
本
ケ
ア
ラ
ー
連
盟
で

は
、
18
未
満
の
介
護
者
を
ヤ

ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
し
、
ケ
ア

の
責
任
を
引
き
受
け
、
家
族

の
世
話
、
介
護
、
感
情
面
の

サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い
る
子

供
を
定
義
し
て
い
る
。
藤
沢

市
が
教
員
に
対
し
て
実
施
し

た
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
調
査

結
果
で
は
、
子
供
が
年
齢
の

割
に
重
い
ケ
ア
を
担
っ
て
い

る
実
態
が
示
さ
れ
た
。
子
供

の
家
族
ケ
ア
の
過
度
な
負
担

が
発
覚
し
た
場
合
、
ど
の
よ

う
な
対
応
を
し
て
い
る
か
。

教
育
長
　
療
育
・
教
育
総
合

セ
ン
タ
ー
で
様
々
な
相
談
を

行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
子
供

た
ち
の
変
化
や
家
庭
の
相
談

の
中
で
ケ
ア
に
関
す
る
事
が

あ
っ
た
場
合
、
教
育
部
内
、

福
祉
部
、
児
童
相
談
所
と
連

携
を
取
り
な
が
ら
支
援
を
行

っ
て
い
く
。
学
校
の
教
員
も

常
々
子
供
た
ち
の
状
況
を
把

握
し
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
。

け
る
の
か
。

教
育
長
　
今
後
の
公
共
施
設

の
運
営
と
い
う
こ
と
も
含
め

て
、
検
討
課
題
で
あ
る
。
長

期
的
な
検
討
と
併
せ
て
市
長

部
局
の
関
係
所
管
と
極
力
連

携
を
図
り
な
が
ら
、
国
に
対

し
て
何
が
で
き
る
か
も
併
せ

て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

※
こ
の
他
に
、
学
校
の
児
童

の
荷
物
の
持
ち
帰
り
、
池
子

接
収
地
に
つ
い
て
の
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。

介
護
や
家
事
を
担
う
子
ど
も
た
ち

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
存
在
意
識
を

無
会
派
　根
本
　祥
子
　議
員

防
災
無
線
が
聞
こ
え
な
い

市
民
の
不
安
払
拭
を
！

問
　
電
波
関
係
法
令
の
改
正

に
よ
り
、
平
成
34
年
ま
で
に

防
災
行
政
無
線
を
デ
ジ
タ
ル

化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
で
「
防
災
行
政
無
線
が
聞

こ
え
な
い
」
と
い
う
意
見
が

多
い
が
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ

っ
て
、
よ
く
聞
こ
え
る
よ
う

に
な
る
の
か
。

経
営
企
画
部
長
　
デ
ジ
タ
ル

化
の
実
施
設
計
の
際
に
、
ア

ン
プ
の
出
力
、
ス
ピ
ー
カ
ー

の
向
き
の
調
整
等
を
行
い
、

出
来
る
限
り
難
聴
地
区
を
少

な
く
し
た
い
。
し
か
し
、
地

形
上
の
問
題
、
風
向
き
等
に

よ
る
影
響
も
あ
る
の
で
、
今

後
も
安
全
・
安
心
メ
ー
ル
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
Ｆ
Ｍ
を
使
っ
た
情

報
発
信
な
ど
、
補
完
サ
ー
ビ

ス
を
実
施
し
て
い
く
。

※
こ
の
他
に
、
医
療
と
介
護

の
連
携
に
つ
い
て
の
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。

ス
マ
イ
ル
に
、
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
等
を
統
合

し
て
は
ど
う
か
。

教
育
部
長
　
ス
マ
イ
ル
の
稼

働
率
の
低
い
日
に
、
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
機
能
の
相
談

日
を
設
け
る
こ
と
は
可
能
だ

が
、
施
設
自
体
の
統
合
は
研

究
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

東
逗
子
駅
活
性
化
に
は

駅
前
ロ
ー
タ
リ
ー
を
！

問
　
東
逗
子
駅
前
用
地
活
用

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
報
告

書
が
出
さ
れ
、
検
討
内
容
が

示
さ
れ
て
い
る
が
、
ミ
ニ
バ

ス
路
線
の
計
画
が
実
現
さ
れ

れ
ば
、
ミ
ニ
バ
ス
が
駅
を
経

由
し
、
駅
前
ロ
ー
タ
リ
ー
が

必
要
に
な
る
。
東
逗
子
活
性

化
事
業
の
中
で
、
検
討
し
て

は
ど
う
か
。

市
長
　
用
地
の
利
活
用
に
加

え
、
地
域
の
公
共
交
通
な
ど

様
々
な
要
素
を
加
味
し
、
ま

ち
づ
く
り
を
導
く
、
非
常
に

貴
重
な
ご
意
見
を
承
っ
た
。

デ
ー
タ
解
析
で
適
正
な

公
共
施
設
管
理
計
画
を

問
　
整
備
計
画
の
策
定
に
当

た
り
、
人
口
減
少
の
進
む
社

会
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る

た
め
、
全
施
設
に
つ
い
て
検

討
す
べ
き
あ
る
。
例
え
ば
、

体
験
学
習
施
設
ス
マ
イ
ル
を

利
用
す
る
子
供
た
ち
の
人
口

は
減
少
し
、
施
設
稼
働
率
も

30
％
台
、
部
屋
に
よ
っ
て
は

０
．
１
％
と
低
い
状
態
が
続

く
。
職
員
が
頑
張
り
、
利
用

者
も
喜
ん
で
は
い
る
が
、
や

は
り
検
討
は
必
要
で
あ
る
。

知
恵
を
振
り
絞
る
果
敢
な
挑
戦
が

逗
子
の
財
政
・
信
頼
回
復
と
な
る

公
明
党
　田
幡
　智
子
　議
員

逗
子
市
の
国
際
友
好
都
市

ポ
ル
ト
ガ
ル  

ナ
ザ
レ
市

市
民
に
愛
さ
れ
る

体
験
学
習
施
設
ス
マ
イ
ル

年
２
２
９
０
万
円
が
借
地
料

の
逗
子
中
学
校
の
国
有
地

子
ど
も
達
の
健
康
に

配
慮
し
た
給
食
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一
般
質
問
の
要
旨

財
政
健
全
化
と
総
合
的
病
院
誘
致

早
期
達
成
は
、
全
市
民
の
願
い
！

　

自
民
党
逗
子
市
議
団
　八
木
野
　太
郎
　議
員

声
な
き
声
も
き
け
！

財
調
さ
ら
な
る
目
標

問
　
今
後
、
財
政
が
安
定
化

し
た
場
合
市
民
サ
ー
ビ
ス
の

復
活
・
選
択
に
当
た
っ
て
は

十
分
に
市
民
の
声
を
聴
い
て

判
断
願
い
た
い
。
ま
た
、
財

政
調
整
基
金
10
億
円
の
目
標

を
掲
げ
て
い
る
が
、
今
後
も

財
政
状
況
は
厳
し
く
な
っ
て

い
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
な

か
、
更
に
積
む
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。

市
長
　
来
年
度
に
つ
い
て

は
、
財
政
状
況
を
見
極
め
な

が
ら
秋
頃
に
は
方
向
性
を
示

し
た
い
。
今
で
も
様
々
な
場

面
で
市
民
の
意
見
、
要
望
等

は
聞
い
て
お
り
、
判
断
材
料

に
し
た
い
。
財
政
調
整
基
金

の
積
み
増
し
に
つ
い
て
は
、

市
の
財
政
に
余
力
を
持
つ
た

め
に
も
検
討
し
て
い
く
。

子
ど
も
の
命
は
最
優
先
　

交
通
整
理
員
の
存
続
を

問
　
児
童
の
登
下
校
の
安
全

を
守
る
べ
き
主
体
は
ど
こ
な

の
か
。
ま
た
、
信
号
機
の
設

置
予
定
の
箇
所
に
つ
い
て

は
、
早
急
に
設
置
努
力
願
い

た
い
。
他
の
２
箇
所
に
つ
い

て
も
安
全
対
策
を
求
め
る
。

市
長
　
交
通
安
全
対
策
は
、

市
だ
け
で
担
っ
て
き
た
わ
け

で
は
な
く
、
警
察
あ
る
い
は

交
通
安
全
協
会
、
更
に
は
地

域
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
協
力
等
で
実

施
し
て
き
た
。
信
号
機
設
置

に
つ
い
て
は
、
県
警
本
部
の

前
向
き
な
取
り
組
み
に
期
待

し
て
い
る
。
他
の
場
所
に
つ

い
て
も
、
安
全
対
策
に
責
任

を
持
っ
て
検
討
し
て
い
く
。

ネ
オ
ニ
コ
緩
和
の
流
れ

よ
り
安
心
な
給
食
を
！

問
　
近
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
子
供
の
神
経
系
統
に
悪
影

響
を
及
ぼ
す
懸
念
か
ら
規
制

さ
れ
始
め
て
い
る
ネ
オ
ニ
コ

チ
ノ
イ
ド
系
の
農
薬
が
、
日

本
で
は
規
制
が
緩
和
さ
れ
つ

つ
あ
り
、
今
後
、
こ
の
農
薬

を
利
用
し
た
野
菜
が
増
え
る

懸
念
が
あ
る
が
、
給
食
に
つ

い
て
の
対
策
は
如
何
か
。

教
育
長
　
食
の
安
全
と
い
う

視
点
か
ら
も
重
視
し
て
い

る
。
国
の
基
準
に
基
づ
き
、

ま
た
は
、
県
の
給
食
会
で
も

そ
の
基
準
を
意
識
し
て
物
品

を
選
定
し
て
お
り
、
今
後
も

安
全
な
食
材
を
求
め
て
い

く
。

※
こ
の
他
に
、
株
式
会
社
パ

ブ
リ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
の
市
民

貢
献
事
業
、
保
育
環
境
の
改

善
に
つ
い
て
の
質
問
が
あ
り

ま
し
た
。

明
を
し
尽
く
す
と
い
う
が
、

市
民
全
員
の
理
解
を
得
る
こ

と
は
非
常
に
難
し
い
。
最
後

は
市
長
自
ら
が
決
断
す
る
と

い
う
気
持
ち
に
変
わ
り
は
な

い
か
。

市
長
　
専
門
性
の
高
い
医
療

を
求
め
、
近
隣
に
病
院
が
あ

る
と
い
う
市
民
の
安
心
感
、

ま
た
、
地
域
医
療
圏
の
中
で

重
症
か
ら
軽
症
ま
で
、
様
々

な
疾
病
等
に
的
確
に
対
応
で

き
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築

さ
れ
、
行
政
、
病
院
、
医
師

会
等
が
専
門
的
な
検
証
を
行

い
、
で
き
る
だ
け
市
民
の
理

解
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
力
を

積
み
重
ね
た
う
え
で
、
最
終

的
に
私
が
判
断
を
す
る
。
　

国
際
交
流
の
推
進
で

逗
子
の
魅
力
向
上
を
！

問
　
今
年
、
私
は
逗
子
市
の

国
際
友
好
都
市
で
あ
る
ポ
ル

ト
ガ
ル
の
ナ
ザ
レ
市
を
訪
問

し
、
ナ
ザ
レ
市
長
と
会
談
、

大
歓
迎
を
受
け
た
。
現
在
、

ナ
ザ
レ
市
と
の
交
流
は
止
ま

財
政
健
全
化
早
期
達
成

の
見
込
み
を
問
う
！

問
　
今
回
の
緊
急
財
政
対
策

の
発
端
と
な
っ
た
歳
入
見
込

み
と
実
績
の
か
い
離
に
つ
い

て
、
現
在
の
状
況
は
ど
う

か
。
将
来
、
再
び
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
に
な
る
こ
と
は
な

い
の
か
。

市
長
　
平
成
29
年
の
決
算
、

出
納
が
終
わ
り
、
前
年
度
の

決
算
に
み
ら
れ
た
地
方
消
費

税
交
付
金
等
の
各
種
交
付
金

の
収
入
状
況
は
改
善
し
、
歳

出
抑
制
の
効
果
か
ら
、
約
８

億
円
の
剰
余
金
が
生
じ
た
。

今
後
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、
歳
入

は
低
め
、
安
全
に
見
込
み
、

歳
出
は
厳
し
目
に
計
上
す
る

的
確
な
財
政
運
営
に
努
め
て

い
く
。

総
合
的
病
院
誘
致
の

遅
延
は
こ
れ
を
最
後
に

問
　
病
院
の
開
院
時
期
を
平

成
34
年
夏
以
降
に
遅
ら
せ
、

そ
の
間
、
市
民
に
丁
寧
に
説

一
般
質
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の
要
旨
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っ
た
ま
ま
で
、
今
一
度
、
国

際
友
好
都
市
と
し
て
の
関
係

性
、
有
効
性
を
強
化
す
べ
き

で
は
な
い
か
。

市
長
　
提
携
協
定
締
結
後
、

交
流
の
可
能
性
を
模
索
し
た

が
、
市
民
レ
ベ
ル
、
団
体
レ

ベ
ル
で
の
交
流
の
広
が
り
に

発
展
せ
ず
、
今
後
の
方
向
性

が
見
い
だ
せ
な
い
状
況
で
あ

る
。

※
こ
の
他
に
、
医
療
と
介
護

の
連
携
に
つ
い
て
の
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。

「
市
民
の
命
と
生
活
を
守
る
！
」

納
得
の
い
く
緊
急
財
政
対
策
を
！

立
憲
ク
ラ
ブ
　 中
西
　直
美
　議
員

削
減
さ
れ
る
福
祉
手
当
　

国
の
制
度
は
充
実
か
？

問
　
ひ
と
り
親
家
庭
の
受
給

世
帯
は
所
得
制
限
が
あ
り
、

子
供
の
貧
困
が
問
題
化
さ
れ

る
現
状
で
は
、
慎
重
な
判
断

を
有
す
る
。
更
に
、
在
宅
重

度
障
が
い
者
手
当
と
ひ
と
り

親
家
庭
の
受
給
が
重
複
す
る

世
帯
は
各
手
当
が
削
減
さ
れ

る
が
、
減
免
措
置
が
必
要
で

は
な
い
か
。

市
長
　
各
手
当
は
、
生
活
の

援
助
と
い
う
性
質
で
あ
り
検

討
に
は
慎
重
に
も
慎
重
を
期

す
。
来
年
度
の
財
政
方
針
を

11
月
に
示
す
予
定
で
あ
り
、

そ
の
間
様
々
な
市
民
の
意
見

等
を
踏
ま
え
、
適
切
に
判
断

を
し
た
い
。

逗
子
中
学
校
の
国
有
地

借
地
料
値
上
げ
に
疑
問

問
　
逗
子
中
学
校
用
地
は
生

徒
数
減
少
の
た
め
借
地
料
が

約
３
０
０
万
円
引
き
上
げ
ら

れ
た
。
借
地
料
年
額
２
２
９

０
万
円
を
将
来
的
に
支
払
続

家
族
の
ケ
ア
を
担
う
子

ど
も
の
姿
を
ま
ず
認
識

問
　
日
本
ケ
ア
ラ
ー
連
盟
で

は
、
18
未
満
の
介
護
者
を
ヤ

ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
し
、
ケ
ア

の
責
任
を
引
き
受
け
、
家
族

の
世
話
、
介
護
、
感
情
面
の

サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い
る
子

供
を
定
義
し
て
い
る
。
藤
沢

市
が
教
員
に
対
し
て
実
施
し

た
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
調
査

結
果
で
は
、
子
供
が
年
齢
の

割
に
重
い
ケ
ア
を
担
っ
て
い

る
実
態
が
示
さ
れ
た
。
子
供

の
家
族
ケ
ア
の
過
度
な
負
担

が
発
覚
し
た
場
合
、
ど
の
よ

う
な
対
応
を
し
て
い
る
か
。

教
育
長
　
療
育
・
教
育
総
合

セ
ン
タ
ー
で
様
々
な
相
談
を

行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
子
供

た
ち
の
変
化
や
家
庭
の
相
談

の
中
で
ケ
ア
に
関
す
る
事
が

あ
っ
た
場
合
、
教
育
部
内
、

福
祉
部
、
児
童
相
談
所
と
連

携
を
取
り
な
が
ら
支
援
を
行

っ
て
い
く
。
学
校
の
教
員
も

常
々
子
供
た
ち
の
状
況
を
把

握
し
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
。

け
る
の
か
。

教
育
長
　
今
後
の
公
共
施
設

の
運
営
と
い
う
こ
と
も
含
め

て
、
検
討
課
題
で
あ
る
。
長

期
的
な
検
討
と
併
せ
て
市
長

部
局
の
関
係
所
管
と
極
力
連

携
を
図
り
な
が
ら
、
国
に
対

し
て
何
が
で
き
る
か
も
併
せ

て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

※
こ
の
他
に
、
学
校
の
児
童

の
荷
物
の
持
ち
帰
り
、
池
子

接
収
地
に
つ
い
て
の
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。

介
護
や
家
事
を
担
う
子
ど
も
た
ち

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
存
在
意
識
を

無
会
派
　根
本
　祥
子
　議
員

防
災
無
線
が
聞
こ
え
な
い

市
民
の
不
安
払
拭
を
！

問
　
電
波
関
係
法
令
の
改
正

に
よ
り
、
平
成
34
年
ま
で
に

防
災
行
政
無
線
を
デ
ジ
タ
ル

化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
で
「
防
災
行
政
無
線
が
聞

こ
え
な
い
」
と
い
う
意
見
が

多
い
が
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ

っ
て
、
よ
く
聞
こ
え
る
よ
う

に
な
る
の
か
。

経
営
企
画
部
長
　
デ
ジ
タ
ル

化
の
実
施
設
計
の
際
に
、
ア

ン
プ
の
出
力
、
ス
ピ
ー
カ
ー

の
向
き
の
調
整
等
を
行
い
、

出
来
る
限
り
難
聴
地
区
を
少

な
く
し
た
い
。
し
か
し
、
地

形
上
の
問
題
、
風
向
き
等
に

よ
る
影
響
も
あ
る
の
で
、
今

後
も
安
全
・
安
心
メ
ー
ル
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
Ｆ
Ｍ
を
使
っ
た
情

報
発
信
な
ど
、
補
完
サ
ー
ビ

ス
を
実
施
し
て
い
く
。

※
こ
の
他
に
、
医
療
と
介
護

の
連
携
に
つ
い
て
の
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。

ス
マ
イ
ル
に
、
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
等
を
統
合

し
て
は
ど
う
か
。

教
育
部
長
　
ス
マ
イ
ル
の
稼

働
率
の
低
い
日
に
、
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
機
能
の
相
談

日
を
設
け
る
こ
と
は
可
能
だ

が
、
施
設
自
体
の
統
合
は
研

究
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

東
逗
子
駅
活
性
化
に
は

駅
前
ロ
ー
タ
リ
ー
を
！

問
　
東
逗
子
駅
前
用
地
活
用

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
報
告

書
が
出
さ
れ
、
検
討
内
容
が

示
さ
れ
て
い
る
が
、
ミ
ニ
バ

ス
路
線
の
計
画
が
実
現
さ
れ

れ
ば
、
ミ
ニ
バ
ス
が
駅
を
経

由
し
、
駅
前
ロ
ー
タ
リ
ー
が

必
要
に
な
る
。
東
逗
子
活
性

化
事
業
の
中
で
、
検
討
し
て

は
ど
う
か
。

市
長
　
用
地
の
利
活
用
に
加

え
、
地
域
の
公
共
交
通
な
ど

様
々
な
要
素
を
加
味
し
、
ま

ち
づ
く
り
を
導
く
、
非
常
に

貴
重
な
ご
意
見
を
承
っ
た
。

デ
ー
タ
解
析
で
適
正
な

公
共
施
設
管
理
計
画
を

問
　
整
備
計
画
の
策
定
に
当

た
り
、
人
口
減
少
の
進
む
社

会
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る

た
め
、
全
施
設
に
つ
い
て
検

討
す
べ
き
あ
る
。
例
え
ば
、

体
験
学
習
施
設
ス
マ
イ
ル
を

利
用
す
る
子
供
た
ち
の
人
口

は
減
少
し
、
施
設
稼
働
率
も

30
％
台
、
部
屋
に
よ
っ
て
は

０
．
１
％
と
低
い
状
態
が
続

く
。
職
員
が
頑
張
り
、
利
用

者
も
喜
ん
で
は
い
る
が
、
や

は
り
検
討
は
必
要
で
あ
る
。

知
恵
を
振
り
絞
る
果
敢
な
挑
戦
が

逗
子
の
財
政
・
信
頼
回
復
と
な
る

公
明
党
　田
幡
　智
子
　議
員

逗
子
市
の
国
際
友
好
都
市

ポ
ル
ト
ガ
ル  

ナ
ザ
レ
市

市
民
に
愛
さ
れ
る

体
験
学
習
施
設
ス
マ
イ
ル

年
２
２
９
０
万
円
が
借
地
料

の
逗
子
中
学
校
の
国
有
地

子
ど
も
達
の
健
康
に

配
慮
し
た
給
食
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　「
開
発
事
業
に
係
る
賛
否
の
意

見
を
付
し
た
市
長
の
意
見
に
対
す

る
陳
情
書
」
は
、
逗
子
市
ま
ち
づ

く
り
条
例
第
35
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
片
山
光
夫
さ
ん
ほ
か
11
名
か

ら
提
出
さ
れ
た
も
の
で
、（
仮
称
）

逗
子
新
宿
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
係
る

開
発
事
業
公
聴
会
報
告
書
（
当
該

開
発
事
業
を
可
と
す
る
）
に
不
服

が
あ
る
の
で
、
議
会
が
当
該
開
発

事
業
に
対
し
反
対
を
表
明
す
る
よ

う
切
望
す
る
、
と
い
う
も
の
で

す
。

　
議
会
は
、
こ
の
陳
情
を
審
査
す

る
た
め
に
、
６
月
８
日
開
会
の
本

会
議
に
お
い
て
、「
開
発
事
業
に
関

す
る
特
別
委
員
会
」
を
設
置
し
、

正
副
議
長
を
除
く
15
人
の
委
員
が

議
長
か
ら
指
名
さ
れ
、
陳
情
は
同

特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し

た
。
同
日
、
同
特
別
委
員
会
は
、

正
副
委
員
長
の
互
選
を
行
い
、
委

員
長
に
岩
室
年
治
委
員
、
副
委
員

長
に
眞
下
政
次
委
員
を
選
出
し
ま

し
た
。

　
同
特
別
委
員
会
は
、
６
月
15
日

開
会
し
、
付
託
さ
れ
た
陳
情
の
審

査
を
行
い
ま
し
た
。
陳
情
の
判
断

の
参
考
に
す
る
た
め
、
各
委
員
か

ら
理
事
者
側
に
対
す
る
質
疑
が

行
わ
れ
た
後
、
討
論
、
採
決
が
行

わ
れ
、
表
決
の
結
果
、
賛
成
少

数
で
、
陳
情
は
不
了
承
と
な
り
ま

し
た
。

　
ま
た
、
６
月
22
日
開
会
の
本
会

議
に
お
い
て
、
ま
ち
づ
く
り
条
例

第
３５
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き

当
該
陳
情
に
対
す
る
採
決
が
行
わ

れ
、
賛
成
少
数
で
不
了
承
と
な
り
、

よ
っ
て
議
会
は
、
当
該
陳
情
の
不

了
承
を
も
っ
て
、
当
該
開
発
事
業

に
係
る
賛
否
の
意
見
と
す
る
こ
と

に
決
定
し
ま
し
た
。
な
お
、
同
特

別
委
員
会
は
、
同
日
の
本
会
議
に

お
い
て
、
解
散
と
な
り
ま
し
た
。

当該開発事業に対する意見
　平成29 年12月8日に開催しました（仮称）逗子新
宿プロジェクトに関する公聴会では、公述人及び意
見表明者の方々より、様々な観点から貴重なご意見
をいただきました。 
　本市において一定規模の開発事業を進める場合
は、本市の良好な環境保持や快適な都市空間の整
備を、市民、事業者及び市が協働して取り組むこと
として、独自に定めた条例を遵守して行うことを求め
ています。 
　公聴会においては、現計画について、景観の保全、
風水害や管理上の問題等について公述があり、近隣
住民の方々のご心配は理解するところです。
　しかし、当該計画は、逗子市まちづくり条例に定
められた手続き及び基準を満たしていると共に、関
係機関との協議も適切に行われています。
　さらに、近隣住民と複数回の話合いを行い、地盤
面の見直しや目隠し壁を設置するなどの条例基準以
上一定の配慮がなされてきた経緯があり、当該開発
事業については可とするものです。 
　なお、管理体制については、公聴会の場において
事業者から巡回管理や緊急連絡先を明示するなどの
対策が示されており、それらが適切に履行されるこ
とを願うものです。
（市長から提出された「開発事業公聴会報告書」抜粋）

今
定
例
会
で
結
論

が
出
な
か
っ
た
陳
情

　
次
の
陳
情
は
、
今
定
例
会
で
結

論
が
出
な
か
っ
た
た
め
、
閉
会
中

継
続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。

総
合
的
病
院
に
関
す
る
特
別
委
員
会

▼
市
民
が
望
む
総
合
的
病
院
の
実

現
に
関
す
る
陳
情

▼
総
合
的
病
院
・
市
民
が
真
に
必

要
と
す
る
医
療
を
求
め
る
陳
情

●
本
会
議
の
傍
聴

 

・
定
員     
　
一
般
席      

43
人

　
　
　
　
　
車
椅
子
席
　
　
５
人

●
常
任
委
員
会
・
議
会
運
営
委
員
会
・

　議
会
報
編
集
委
員
会
の
傍
聴

 

・
定
員
　
　
　
　
　
　
　
　
12
人

　（
全
員
協
議
会
室
で
開
催
す
る

　
場
合
は
25
人
）

●
特
別
委
員
会
の
傍
聴

 

・
定
員
　
　
　
　
　
　
　
　
15
人

　（
予
算
特
別
委
員
会
は
12
人
）

●
全
員
協
議
会
の
傍
聴

 

・
定
員
　
　
　
　
　
　
　
　
8
人

●
受
付
時
間

・
午
前
９
時
か
ら
９
時
45
分
ま
で

（
本
会
議
・
各
委
員
会
と
も
同
じ
）

●
傍
聴
の
手
続
き

　
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
方

は
、
本
人
が
本
会
議
、
委
員
会
、

全
員
協
議
会
の
開
か
れ
る
当
日
、

受
付
時
間
内
に
議
会
事
務
局
（
市

役
所
４
階
）
前
の
受
付
票
に
氏
名

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

午
前
９
時
45
分
の
受
付
終
了
後
に

傍
聴
希
望
者
が
定
員
を
超
え
て
い

た
場
合
は
、
抽
せ
ん
と
な
り
ま
す
。

　
詳
し
い
こ
と
は
、
議
会
事
務
局

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

内
線
４
０
５ 内

案
ご
の
聴
傍
会
議

で
、
状
況
に
応
じ
た
対
応
、

公
表
の
義
務
、
透
明
性
の
確

保
な
ど
市
民
に
対
す
る
説
明

責
任
が
高
ま
る
の
で
あ
れ

ば
、
検
討
す
る
価
値
は
あ
る
。

新
逗
子
駅
の

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
化
　

問
　
京
急
新
逗
子
駅
の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
化
に
つ
い
て
は
市

交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
本
構

想
に
位
置
付
け
、
取
り
組
む

と
し
て
い
る
が
、
策
定
か
ら

14
年
が
経
過
し
、
重
点
施
策

も
９
割
方
終
え
、
障
が
い
者

を
取
り
巻
く
社
会
構
造
も
変

化
を
し
て
い
る
。
新
逗
子
駅

の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
を

含
め
、
構
想
の
見
直
し
を
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

市
長
　
バ
リ
ア
フ
リ
ー
構
想

に
、
新
逗
子
駅
の
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
設
置
を
位
置
付
け
る

こ
と
で
問
題
点
が
解
決
で
き

る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
一

つ
の
手
段
だ
が
、
京
急
の
考

え
方
も
含
め
、
今
の
時
点
で

こ
れ
を
具
体
化
す
る
こ
と
は

財
政
危
機
は
再
発
防
止

に
財
政
ル
ー
ル
を
　

問
　
大
阪
府
の
財
政
健
全
化

条
例
は
、
財
政
対
策
方
針
の

ほ
か
、
目
標
と
す
る
財
政
調

整
基
金
の
積
立
て
、
返
済
割

合
に
つ
い
て
規
定
す
る
な

ど
、
財
政
に
一
定
の
ル
ー
ル

付
け
を
し
て
い
る
。
次
世
代

に
つ
け
を
残
さ
な
い
健
全
な

財
政
運
営
と
な
る
よ
う
、
条

例
化
が
必
要
で
は
な
い
か
。

市
長
　
財
政
運
営
上
の
基
本

的
な
考
え
方
、
方
針
な
ど
を

条
例
に
位
置
付
け
る
こ
と

難
し
い
。

虐
待
い
じ
め
の
対
策
・
　

対
応
は

問
　
目
黒
区
で
起
き
た
痛
ま

し
い
児
童
虐
待
。
行
政
機
関

の
不
手
際
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
他
市
か
ら
の
虐
待
案

件
の
移
管
な
ど
、
ど
の
よ
う

な
対
応
を
し
て
い
る
の
か
。

問
題
の
あ
る
親
の
更
生
に
つ

い
て
は
ど
う
す
べ
き
か
。

教
育
部
長
　
本
市
に
虐
待
の

ケ
ー
ス
が
移
管
さ
れ
た
場

合
、
ま
ず
、
児
童
相
談
所
や

他
市
町
村
と
の
電
話
対
応
に

よ
る
情
報
収
集
を
行
い
、
デ

ー
タ
に
つ
い
て
は
書
留
郵
便

で
対
応
す
る
。
要
保
護
児
童

の
自
宅
で
家
事
援
助
等
を
行

い
、
家
庭
環
境
を
改
善
す
る

こ
と
も
、
子
供
の
虐
待
を
な

く
す
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。

※
こ
の
他
に
、
行
財
政
改

革
、
保
育
の
充
実
、
終
活
支

援
事
業
に
つ
い
て
の
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。

二
度
と
許
す
な
！
　

都
市
計
画
税
の
過
充
当

問
　
都
計
税
の
過
充
当
（
都

計
税
を
使
い
き
れ
な
か
っ
た
）

に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
税
率

０
．
３
％
を
Ｈ
28
年
度
０
．

２
％
に
引
き
下
げ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
。
こ
の
失
態
で

同
年
、
都
計
税
２
．
９
憶
円

も
の
歳
入
を
失
っ
た
。
必
要

な
都
計
事
業
の
立
案
が
急
が

れ
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
田
越

川
未
整
備
区
間
の
改
修
や
、

逗
子
パ
ー
ク
シ
テ
ィ
ー
構
想

を
提
案
し
た
が
、
具
体
な
計

画
立
案
の
目
途
は
あ
る
の
か
。

環
境
都
市
部
長
　
今
後
、
都

市
公
園
の
再
整
備
を
都
市
計

画
事
業
と
し
て
整
備
す
る
手

法
も
考
え
て
い
き
た
い
。

総
合
的
病
院・
疑
問
が
寄
せ

ら
れ
る
市
の
姿
勢

問
　
市
民
意
見
を
募
集
し
た

と
こ
ろ
▼
公
募
の
設
計
案
が

著
し
く
変
更
さ
れ
、
そ
の
後

も
縮
小
が
続
く
の
は
不
当
▼

３
０
０
床
で
手
術
室
２
室
で

は
少
な
い
。
救
急
を
誠
実
に

求
め
る
の
か
疑
問
▼
産
科
を

中
止
し
た
が
、
県
の
方
針
で

は
逆
に
強
化
を
う
た
っ
て
い

る
▼
差
額
ベ
ッ
ド
が
病
床
の

半
数
を
占
め
る
が
近
隣
病
院

で
は
19
％
内
外
。
市
が
誘
致

す
る
病
院
と
し
て
不
適
切
▼

旧
田
浦
共
済
は
３
０
３
床
で

経
営
が
行
き
詰
っ
た
。
同
地

域
で
同
規
模
で
は
優
れ
た
医

療
提
供
は
困
難
。
等
々
意
見

が
寄
せ
ら
れ
た
。
数
十
億
円

の
市
有
地
に
見
合
っ
た
医
療

を
求
め
る
べ
き
と
こ
ろ
市
民

に
不
利
益
な
変
更
が
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

市
長
　
当
初
２
０
０
床
以
上

の
条
件
を
現
在
法
人
は
３
０

０
床
を
目
指
し
て
い
る
。
基

本
的
に
公
募
し
た
時
の
条
件

よ
り
も
良
い
病
院
を
実
現
す

べ
く
鋭
意
努
力
し
て
い
る
。

度
重
な
る
崖
崩
落
・

市
が
な
す
べ
き
事
と
は
?!

問
　
新
宿
４
丁
目
の
崖
崩
落

が
続
く
が
、
届
出
と
は
異
な

る
工
事
が
な
さ
れ
た
こ
と
が

判
明
し
た
。
悪
質
な
事
業
者

は
、
防
災
工
事
と
名
打
っ
て

市
の
条
例
を
か
わ
し
た
が
、

こ
の
生
命
を
脅
か
す
自
然
破

壊
に
改
め
て
条
例
を
適
用
す

べ
き
だ
。
こ
れ
を
見
逃
せ
ば

急
傾
斜
地
で
条
例
は
無
力
化

す
る
。
市
長
、
ご
答
弁
を
！

環
境
都
市
部
長
　
状
況
に
応

じ
市
条
例
の
厳
格
な
運
用
を

図
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

※
こ
の
他
、
池
子
接
収
地
に

つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

崩
落
し
た
崖
の
上
部
、津
波
避

難
経
路
も
崩
壊
の
危
機

逗
子
の
魅
力
を
い
か
に
守
り
創
り
出

す
か
？ 

今
、
取
り
組
む
べ
き
こ
と

真
・
無
所
属
の
会
　松
本
　寛
　議
員

財
政
も
自
分
の
会
社
や
家
庭

だ
っ
た
ら
ど
う
す
る
？

一
般
質
問
の
要
旨

財
政
危
機

　役
所
組
織
で
は
対
応

で
き
な
い
事
を
放
置
し
た
結
果

立
憲
ク
ラ
ブ
　髙
谷
　清
彦
　議
員

　
開
発
事
業
に
関
す
る
特
別
委
員
会

　付
託
さ
れ
た
陳
情
は
不
了
承
に

　平成30年７月豪雨災害義援金を受け付けております
平成30年台風７号及び前線等に伴う大雨災害により、西日本を中心

に甚大な被害が出ました。

日本赤十字社神奈川県支部逗子市地区（地区長：平井竜一）では、

次のとおり義援金を受け付けています。

　＜受付場所＞ 市役所１階８番窓口（社会福祉課）、逗子市福祉会 

  館、逗子市高齢者センター

　＜受付時間＞ 各施設の開館時間内

　＜受付期間＞ 平成30年12月28日（金）まで

皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。

逗子市議会では、被災地域における今後の復旧・復興にお役立てい

ただくため、義援金を送金いたしました。

義援金は全国市議会議長会を通じて被災地域の支援に使われます。

被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げるとともに、一日も早

い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。



13 ず し 市 議 会 だ よ り 12ず し 市 議 会 だ よ り平成30年 9月１5日　　第１４３号平成30年 9月１5日　　第１４３号

　「
開
発
事
業
に
係
る
賛
否
の
意

見
を
付
し
た
市
長
の
意
見
に
対
す

る
陳
情
書
」
は
、
逗
子
市
ま
ち
づ

く
り
条
例
第
35
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
片
山
光
夫
さ
ん
ほ
か
11
名
か

ら
提
出
さ
れ
た
も
の
で
、（
仮
称
）

逗
子
新
宿
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
係
る

開
発
事
業
公
聴
会
報
告
書
（
当
該

開
発
事
業
を
可
と
す
る
）
に
不
服

が
あ
る
の
で
、
議
会
が
当
該
開
発

事
業
に
対
し
反
対
を
表
明
す
る
よ

う
切
望
す
る
、
と
い
う
も
の
で

す
。

　
議
会
は
、
こ
の
陳
情
を
審
査
す

る
た
め
に
、
６
月
８
日
開
会
の
本

会
議
に
お
い
て
、「
開
発
事
業
に
関

す
る
特
別
委
員
会
」
を
設
置
し
、

正
副
議
長
を
除
く
15
人
の
委
員
が

議
長
か
ら
指
名
さ
れ
、
陳
情
は
同

特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し

た
。
同
日
、
同
特
別
委
員
会
は
、

正
副
委
員
長
の
互
選
を
行
い
、
委

員
長
に
岩
室
年
治
委
員
、
副
委
員

長
に
眞
下
政
次
委
員
を
選
出
し
ま

し
た
。

　
同
特
別
委
員
会
は
、
６
月
15
日

開
会
し
、
付
託
さ
れ
た
陳
情
の
審

査
を
行
い
ま
し
た
。
陳
情
の
判
断

の
参
考
に
す
る
た
め
、
各
委
員
か

ら
理
事
者
側
に
対
す
る
質
疑
が

行
わ
れ
た
後
、
討
論
、
採
決
が
行

わ
れ
、
表
決
の
結
果
、
賛
成
少

数
で
、
陳
情
は
不
了
承
と
な
り
ま

し
た
。

　
ま
た
、
６
月
22
日
開
会
の
本
会

議
に
お
い
て
、
ま
ち
づ
く
り
条
例

第
３５
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き

当
該
陳
情
に
対
す
る
採
決
が
行
わ

れ
、
賛
成
少
数
で
不
了
承
と
な
り
、

よ
っ
て
議
会
は
、
当
該
陳
情
の
不

了
承
を
も
っ
て
、
当
該
開
発
事
業

に
係
る
賛
否
の
意
見
と
す
る
こ
と

に
決
定
し
ま
し
た
。
な
お
、
同
特

別
委
員
会
は
、
同
日
の
本
会
議
に

お
い
て
、
解
散
と
な
り
ま
し
た
。

当該開発事業に対する意見
　平成29 年12月8日に開催しました（仮称）逗子新
宿プロジェクトに関する公聴会では、公述人及び意
見表明者の方々より、様々な観点から貴重なご意見
をいただきました。 
　本市において一定規模の開発事業を進める場合
は、本市の良好な環境保持や快適な都市空間の整
備を、市民、事業者及び市が協働して取り組むこと
として、独自に定めた条例を遵守して行うことを求め
ています。 
　公聴会においては、現計画について、景観の保全、
風水害や管理上の問題等について公述があり、近隣
住民の方々のご心配は理解するところです。
　しかし、当該計画は、逗子市まちづくり条例に定
められた手続き及び基準を満たしていると共に、関
係機関との協議も適切に行われています。
　さらに、近隣住民と複数回の話合いを行い、地盤
面の見直しや目隠し壁を設置するなどの条例基準以
上一定の配慮がなされてきた経緯があり、当該開発
事業については可とするものです。 
　なお、管理体制については、公聴会の場において
事業者から巡回管理や緊急連絡先を明示するなどの
対策が示されており、それらが適切に履行されるこ
とを願うものです。
（市長から提出された「開発事業公聴会報告書」抜粋）

今
定
例
会
で
結
論

が
出
な
か
っ
た
陳
情

　
次
の
陳
情
は
、
今
定
例
会
で
結

論
が
出
な
か
っ
た
た
め
、
閉
会
中

継
続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。

総
合
的
病
院
に
関
す
る
特
別
委
員
会

▼
市
民
が
望
む
総
合
的
病
院
の
実

現
に
関
す
る
陳
情

▼
総
合
的
病
院
・
市
民
が
真
に
必

要
と
す
る
医
療
を
求
め
る
陳
情

●
本
会
議
の
傍
聴

 

・
定
員     

　
一
般
席      

43
人

　
　
　
　
　
車
椅
子
席
　
　
５
人

●
常
任
委
員
会
・
議
会
運
営
委
員
会
・

　議
会
報
編
集
委
員
会
の
傍
聴

 

・
定
員
　
　
　
　
　
　
　
　
12
人

　（
全
員
協
議
会
室
で
開
催
す
る

　
場
合
は
25
人
）

●
特
別
委
員
会
の
傍
聴

 

・
定
員
　
　
　
　
　
　
　
　
15
人

　（
予
算
特
別
委
員
会
は
12
人
）

●
全
員
協
議
会
の
傍
聴

 

・
定
員
　
　
　
　
　
　
　
　
8
人

●
受
付
時
間

・
午
前
９
時
か
ら
９
時
45
分
ま
で

（
本
会
議
・
各
委
員
会
と
も
同
じ
）

●
傍
聴
の
手
続
き

　
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
方

は
、
本
人
が
本
会
議
、
委
員
会
、

全
員
協
議
会
の
開
か
れ
る
当
日
、

受
付
時
間
内
に
議
会
事
務
局
（
市

役
所
４
階
）
前
の
受
付
票
に
氏
名

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

午
前
９
時
45
分
の
受
付
終
了
後
に

傍
聴
希
望
者
が
定
員
を
超
え
て
い

た
場
合
は
、
抽
せ
ん
と
な
り
ま
す
。

　
詳
し
い
こ
と
は
、
議
会
事
務
局

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

内
線
４
０
５ 内

案
ご
の
聴
傍
会
議

で
、
状
況
に
応
じ
た
対
応
、

公
表
の
義
務
、
透
明
性
の
確

保
な
ど
市
民
に
対
す
る
説
明

責
任
が
高
ま
る
の
で
あ
れ

ば
、
検
討
す
る
価
値
は
あ
る
。

新
逗
子
駅
の

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
化
　

問
　
京
急
新
逗
子
駅
の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
化
に
つ
い
て
は
市

交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
本
構

想
に
位
置
付
け
、
取
り
組
む

と
し
て
い
る
が
、
策
定
か
ら

14
年
が
経
過
し
、
重
点
施
策

も
９
割
方
終
え
、
障
が
い
者

を
取
り
巻
く
社
会
構
造
も
変

化
を
し
て
い
る
。
新
逗
子
駅

の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
を

含
め
、
構
想
の
見
直
し
を
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

市
長
　
バ
リ
ア
フ
リ
ー
構
想

に
、
新
逗
子
駅
の
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
設
置
を
位
置
付
け
る

こ
と
で
問
題
点
が
解
決
で
き

る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
一

つ
の
手
段
だ
が
、
京
急
の
考

え
方
も
含
め
、
今
の
時
点
で

こ
れ
を
具
体
化
す
る
こ
と
は

財
政
危
機
は
再
発
防
止

に
財
政
ル
ー
ル
を
　

問
　
大
阪
府
の
財
政
健
全
化

条
例
は
、
財
政
対
策
方
針
の

ほ
か
、
目
標
と
す
る
財
政
調

整
基
金
の
積
立
て
、
返
済
割

合
に
つ
い
て
規
定
す
る
な

ど
、
財
政
に
一
定
の
ル
ー
ル

付
け
を
し
て
い
る
。
次
世
代

に
つ
け
を
残
さ
な
い
健
全
な

財
政
運
営
と
な
る
よ
う
、
条

例
化
が
必
要
で
は
な
い
か
。

市
長
　
財
政
運
営
上
の
基
本

的
な
考
え
方
、
方
針
な
ど
を

条
例
に
位
置
付
け
る
こ
と

難
し
い
。

虐
待
い
じ
め
の
対
策
・
　

対
応
は

問
　
目
黒
区
で
起
き
た
痛
ま

し
い
児
童
虐
待
。
行
政
機
関

の
不
手
際
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
他
市
か
ら
の
虐
待
案

件
の
移
管
な
ど
、
ど
の
よ
う

な
対
応
を
し
て
い
る
の
か
。

問
題
の
あ
る
親
の
更
生
に
つ

い
て
は
ど
う
す
べ
き
か
。

教
育
部
長
　
本
市
に
虐
待
の

ケ
ー
ス
が
移
管
さ
れ
た
場

合
、
ま
ず
、
児
童
相
談
所
や

他
市
町
村
と
の
電
話
対
応
に

よ
る
情
報
収
集
を
行
い
、
デ

ー
タ
に
つ
い
て
は
書
留
郵
便

で
対
応
す
る
。
要
保
護
児
童

の
自
宅
で
家
事
援
助
等
を
行

い
、
家
庭
環
境
を
改
善
す
る

こ
と
も
、
子
供
の
虐
待
を
な

く
す
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。

※
こ
の
他
に
、
行
財
政
改

革
、
保
育
の
充
実
、
終
活
支

援
事
業
に
つ
い
て
の
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。

二
度
と
許
す
な
！
　

都
市
計
画
税
の
過
充
当

問
　
都
計
税
の
過
充
当
（
都

計
税
を
使
い
き
れ
な
か
っ
た
）

に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
税
率

０
．
３
％
を
Ｈ
28
年
度
０
．

２
％
に
引
き
下
げ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
。
こ
の
失
態
で

同
年
、
都
計
税
２
．
９
憶
円

も
の
歳
入
を
失
っ
た
。
必
要

な
都
計
事
業
の
立
案
が
急
が

れ
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
田
越

川
未
整
備
区
間
の
改
修
や
、

逗
子
パ
ー
ク
シ
テ
ィ
ー
構
想

を
提
案
し
た
が
、
具
体
な
計

画
立
案
の
目
途
は
あ
る
の
か
。

環
境
都
市
部
長
　
今
後
、
都

市
公
園
の
再
整
備
を
都
市
計

画
事
業
と
し
て
整
備
す
る
手

法
も
考
え
て
い
き
た
い
。

総
合
的
病
院・
疑
問
が
寄
せ

ら
れ
る
市
の
姿
勢

問
　
市
民
意
見
を
募
集
し
た

と
こ
ろ
▼
公
募
の
設
計
案
が

著
し
く
変
更
さ
れ
、
そ
の
後

も
縮
小
が
続
く
の
は
不
当
▼

３
０
０
床
で
手
術
室
２
室
で

は
少
な
い
。
救
急
を
誠
実
に

求
め
る
の
か
疑
問
▼
産
科
を

中
止
し
た
が
、
県
の
方
針
で

は
逆
に
強
化
を
う
た
っ
て
い

る
▼
差
額
ベ
ッ
ド
が
病
床
の

半
数
を
占
め
る
が
近
隣
病
院

で
は
19
％
内
外
。
市
が
誘
致

す
る
病
院
と
し
て
不
適
切
▼

旧
田
浦
共
済
は
３
０
３
床
で

経
営
が
行
き
詰
っ
た
。
同
地

域
で
同
規
模
で
は
優
れ
た
医

療
提
供
は
困
難
。
等
々
意
見

が
寄
せ
ら
れ
た
。
数
十
億
円

の
市
有
地
に
見
合
っ
た
医
療

を
求
め
る
べ
き
と
こ
ろ
市
民

に
不
利
益
な
変
更
が
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

市
長
　
当
初
２
０
０
床
以
上

の
条
件
を
現
在
法
人
は
３
０

０
床
を
目
指
し
て
い
る
。
基

本
的
に
公
募
し
た
時
の
条
件

よ
り
も
良
い
病
院
を
実
現
す

べ
く
鋭
意
努
力
し
て
い
る
。

度
重
な
る
崖
崩
落
・

市
が
な
す
べ
き
事
と
は
?!

問
　
新
宿
４
丁
目
の
崖
崩
落

が
続
く
が
、
届
出
と
は
異
な

る
工
事
が
な
さ
れ
た
こ
と
が

判
明
し
た
。
悪
質
な
事
業
者

は
、
防
災
工
事
と
名
打
っ
て

市
の
条
例
を
か
わ
し
た
が
、

こ
の
生
命
を
脅
か
す
自
然
破

壊
に
改
め
て
条
例
を
適
用
す

べ
き
だ
。
こ
れ
を
見
逃
せ
ば

急
傾
斜
地
で
条
例
は
無
力
化

す
る
。
市
長
、
ご
答
弁
を
！

環
境
都
市
部
長
　
状
況
に
応

じ
市
条
例
の
厳
格
な
運
用
を

図
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

※
こ
の
他
、
池
子
接
収
地
に

つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

崩
落
し
た
崖
の
上
部
、津
波
避

難
経
路
も
崩
壊
の
危
機

逗
子
の
魅
力
を
い
か
に
守
り
創
り
出

す
か
？ 

今
、
取
り
組
む
べ
き
こ
と

真
・
無
所
属
の
会
　松
本
　寛
　議
員

財
政
も
自
分
の
会
社
や
家
庭

だ
っ
た
ら
ど
う
す
る
？

一
般
質
問
の
要
旨

財
政
危
機

　役
所
組
織
で
は
対
応

で
き
な
い
事
を
放
置
し
た
結
果

立
憲
ク
ラ
ブ
　髙
谷
　清
彦
　議
員

　
開
発
事
業
に
関
す
る
特
別
委
員
会

　付
託
さ
れ
た
陳
情
は
不
了
承
に

　平成30年７月豪雨災害義援金を受け付けております
平成30年台風７号及び前線等に伴う大雨災害により、西日本を中心

に甚大な被害が出ました。

日本赤十字社神奈川県支部逗子市地区（地区長：平井竜一）では、

次のとおり義援金を受け付けています。

　＜受付場所＞ 市役所１階８番窓口（社会福祉課）、逗子市福祉会 

  館、逗子市高齢者センター

　＜受付時間＞ 各施設の開館時間内

　＜受付期間＞ 平成30年12月28日（金）まで

皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。

逗子市議会では、被災地域における今後の復旧・復興にお役立てい

ただくため、義援金を送金いたしました。

義援金は全国市議会議長会を通じて被災地域の支援に使われます。

被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げるとともに、一日も早

い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。



15 ず し 市 議 会 だ よ り 14ず し 市 議 会 だ よ り平成30年 9月 15日　　 第１４３号平成30年 9月 15日　　 第１４３号

　

（単位：円）

（単位：円）

交付金額

支出金額

議員・会派負担額

残額（返還金額）

調査研究費

研修費

広報・広聴費

要請・陳情活動費

会議費

資料作成費

資料購入費

事務所費

議員名
又は会派名

入
収 交付金

根本　祥子 ※毛呂武史 髙谷　清彦
加藤　秀子

岩室　年治
橋爪　明子

髙野　　毅
匂坂　祐二
長島　有里

 田幡　智子※横山美奈 眞下　政次 丸山　治章 菊池　俊一

市政クラブ

桐ケ谷一孝八木野太郎田中英一郎 松本　寛

 維新クラブ日本共産党
逗子市議会議員団

調査
研究費

広報・
広聴費

資料
作成費
資料
購入費

要請・
陳情活動費

研修費

事務所費

会議費出
支

合　計

返還金額

　
平
成
29
年
度
議
長
交
際
費
及

び
政
務
活
動
費
の
支
出
状
況
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
議
長
交
際
費
は
、
議
長
の
交

際
に
係
る
経
費
で
、
平
成
29
年

度
中
の
支
出
の
状
況
は
、
下
表

の
議
長
交
際
費
使
途
別
一
覧
の

と
お
り
で
す
。

　
政
務
活
動
費
は
、
市
議
会
議

員
に
必
要
な
経
費
の
一
部
と
し

て
議
員
又
は
会
派
に
交
付
す
る

交
付
金
で
、
議
員
１
人
当
た
り
月

額
２
万
円
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
29
年
度
中
の
支
出
の
状
況

は
、
左
表
の
政
務
活
動
費
収
支

報
告
の
と
お
り
で
す
。

　
な
お
、
議
員
又
は
会
派
別
の

収
支
に
つ
い
て
は
、
政
務
活
動

費
収
支
報
告
一
覧
（
下
段
の
表
）

の
と
お
り
で
す
。

平成29年度 政務活動費収支報告

平 年 議長交際費・政務活動費報告平成29年度 議長交際費・政務活動費報告

4,160,000

3,835,405

370

47,690

3,491,689

0

0

51,089

103,909

140,658

488,941

813,536

240,000

370

0

32,745

0

0

0

30,937

18,388

82,440

157,560

220,000

0

0

62,800

0

0

0

2,548

13,409

78,757

141,243

240,000

0

0

334,440

0

0

5,500

8,671

49,284

397,895

0

100,000

0

0

133,000

0

0

0

0

1,685

134,685

0

240,000

0

47,690

0

0

0

0

2,700

1,500

51,890

188,110

240,000

0

0

0

0

0

0

38,268

0

38,268

201,732

240,000

0

0

197,650

0

0

0

1,371

0

199,021

40,979

240,000

0

0

322,698

0

0

0

13,236

0

335,934

0

240,000

0

0

291,864

0

0

0

0

0

291,864

0

240,000

0

0

278,478

0

0

0

0

0

278,478

0

240,000

0

0

237,600

0

0

0

0

6,458

244,058

0

720,000

0

0

599,935

0

0

22,506

0

13,647

636,088

83,912

480,000

0

0

572,470

0

0

4,309

0

0

576,779

0

480,000

0

0

428,009

0

0

18,774

6,178

36,287

489,248

0

区　　　　　　分 件数（件） 金額（円）

平成29年度 議長交際費使途別一覧

平成29年度 政務活動費収支報告一覧

備考　議員名及び会派名は、平成30年３月31日現在（※横山議員は平成29年８月22日付けで、毛呂議員は平成30年２月５日付けでそれぞれ議員辞職）

1

39

2

1

43

5,000

217,500

31,470

10,000

263,970

議長賞

総会等の祝金・参加会費等

常任委員会視察先土産代

戦没者追悼式供花代

合　　　　　　計

教職員定数改善の推進と義務教育費国庫
負担制度の国負担２分の１復元を図るための
2019年度政府予算についての意見書

消費税増税中止を求める意見書

2018年度から学習指導要領の改訂にともなう移

行期間が始まり、小学校においては、外国語活動や

外国語科の導入による授業時数の調整や、教材の作

成等の対応に苦慮する状況となっている。また、中

学校においても部活動指導をはじめ、2016年度の

文部科学省の調査では、過労死ラインに達する週20

時間以上の残業をした教員が６割近くを占めることを

明らかにしている。

学校が抱える課題は、より複雑化、困難化してお

り、文部科学省も中央教育審議会において、教職員

が授業や授業準備等に集中し、健康でいきいきとや

りがいをもって勤務でき、教育の質を高められる環

境の構築を目指し、長時間労働是正についての学校

における働き方改革について議論を行っている。

このような課題解決に向けて、少人数教育の推進

を含む計画的な教職員定数改善が必要となってい

る。しかしながら、安定した教育活動を全国的に保障

するための義務教育費国庫負担制度は、国負担割合

が２分の１から３分の１に引き下げられ、地方自治

体の負担は増大した。

子供たちが、全国どこに住んでいても、一定水準

の教育を受けられることが憲法上の要請であるは

ずだが、このことは地方自治体の財政を圧迫してお

り、非正規教職員の増大等、教育条件の格差を生じ

ている。

よって、豊かな子供たちの学びを保障するための

条件整備と財源保障は、国の施策として不可欠であ

ることから、逗子市議会は国に対し、2019年度政府

予算編成において、次の事項が実現されるよう要望

する。

１　子供たちの教育環境改善のために、計画的な教

職員定数改善を推進すること。

２　教育の機会均等と水準の維持向上をはかるた

め、義務教育費国庫負担制度を堅持し、国負担割

合を２分の１に復元すること。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提

出する。

　平成30年６月26日

市民生活並びに地域経済はいま、大変深刻な状況であ

る。消費税の８％への増税によって戦後初めて２年連続で

個人消費がマイナスになった。増税と、年金カット、医療、

介護など社会保障費の負担増、そして賃金低下、物価上昇

の三重苦のもとで、これ以上節約するところがないと悲

鳴が上がっている。所得が下がり、それが地域経済を冷や

し、自治体財政も圧迫している。このような状況での消費

税増税は、税率が５％から８％になったときの大不況の再

来を招くのは必至である。

ところが政府は、2019年10月の消費税率10％への引上

げを飽くまで強行する姿勢を崩していない。税率10％への

引上げで、一人当たり年間２万7,000円、１世帯当たり６万

2,000円の増税という試算も出ている。

加えて税率引上げと同時に実施を狙う軽減税率には、

重大な問題がある。飲食料品と週２回以上発行の新聞代

は税率８％に据え置かれるが、運送費や加工費、広告宣伝

費など10％の分の値段は値上がりする。また、８％と

10％の線引きは単純ではない。そして、2023年に導入さ

れるインボイス(適格請求書)制度は、地域経済を担う中

小業者にとって大きな負担となり、免税業者が商取引か

ら排除されるという重大な問題がある。

そもそも消費税は、所得の少ない人ほど負担が重く、

貧困と格差を拡大する根本的な欠陥を持つ税制である。

増税されるたびに消費税の滞納額が増え、国税滞納額に

占める消費税の割合が高くなっているのはその証拠で

ある。

日本国憲法は応能負担原則にのっとった税制の確立を

要請している。

消費税増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、

大企業や富裕層を優遇する不公平税制を正すべきであ

る。軍事費や不要不急の大型公共工事への歳出を減らし、

暮らしや社会保障、地域経済振興に優先して税金を使い、

内需主導で家計をあたためる経済政策をとるべきであ

る。そうすれば、社会保障制度の拡充も、財政再建の道も

開かれる。

よって、逗子市議会は政府に対し、住民の暮らし、地域経

済、地方自治体に深刻な打撃を与える消費税増税を中止

することを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出

する。

　平成30年６月26日

今定例会で可決した意見書を関係機関に送付しました

逗　子　市　議　会逗　子　市　議　会
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（単位：円）

（単位：円）

交付金額

支出金額

議員・会派負担額

残額（返還金額）

調査研究費

研修費

広報・広聴費

要請・陳情活動費

会議費

資料作成費

資料購入費

事務所費

議員名
又は会派名

入
収 交付金

根本　祥子 ※毛呂武史 髙谷　清彦
加藤　秀子

岩室　年治
橋爪　明子

髙野　　毅
匂坂　祐二
長島　有里

 田幡　智子※横山美奈 眞下　政次 丸山　治章 菊池　俊一

市政クラブ

桐ケ谷一孝八木野太郎田中英一郎 松本　寛

 維新クラブ日本共産党
逗子市議会議員団

調査
研究費

広報・
広聴費

資料
作成費
資料
購入費

要請・
陳情活動費

研修費

事務所費

会議費出
支

合　計

返還金額
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及
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費
の
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つ
い
て
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せ
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ま
す
。

　
議
長
交
際
費
は
、
議
長
の
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際
に
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る
経
費
で
、
平
成
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度
中
の
支
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は
、
下
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１
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当
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額
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が
交
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さ
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し
た
。

平
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、
政
務
活
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費
収
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（
下
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表
）

の
と
お
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す
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平成29年度 政務活動費収支報告

平成29年度 議長交際費・政務活動費報告

4,160,000

3,835,405

370

47,690

3,491,689

0

0

51,089

103,909

140,658

488,941

813,536

240,000

370

0

32,745

0

0

0

30,937

18,388

82,440

157,560

220,000

0

0

62,800

0

0

0

2,548

13,409

78,757

141,243

240,000

0

0

334,440

0

0

5,500

8,671

49,284

397,895

0

100,000

0

0

133,000

0

0

0

0

1,685

134,685

0

240,000

0

47,690

0

0

0

0

2,700

1,500

51,890

188,110

240,000

0

0

0

0

0

0

38,268

0

38,268

201,732

240,000

0

0

197,650

0

0

0

1,371

0

199,021

40,979

240,000

0

0

322,698

0

0

0

13,236

0

335,934

0

240,000

0

0

291,864

0

0

0

0

0

291,864

0

240,000

0

0

278,478

0

0

0

0

0

278,478

0

240,000

0

0

237,600

0

0

0

0

6,458

244,058

0

720,000

0

0

599,935

0

0

22,506

0

13,647

636,088

83,912

480,000

0

0

572,470

0

0

4,309

0

0

576,779

0

480,000

0

0

428,009

0

0

18,774

6,178

36,287

489,248

0

区　　　　　　分 件数（件） 金額（円）

平成29年度 議長交際費使途別一覧

平成29年度 政務活動費収支報告一覧

備考　議員名及び会派名は、平成30年３月31日現在（※横山議員は平成29年８月22日付けで、毛呂議員は平成30年２月５日付けでそれぞれ議員辞職）

1

39

2

1

43

5,000

217,500

31,470

10,000

263,970

議長賞

総会等の祝金・参加会費等

常任委員会視察先土産代

戦没者追悼式供花代

合　　　　　　計

教職員定数改善の推進と義務教育費国庫
負担制度の国負担２分の１復元を図るための
2019年度政府予算についての意見書

消費税増税中止を求める意見書

2018年度から学習指導要領の改訂にともなう移

行期間が始まり、小学校においては、外国語活動や

外国語科の導入による授業時数の調整や、教材の作

成等の対応に苦慮する状況となっている。また、中

学校においても部活動指導をはじめ、2016年度の

文部科学省の調査では、過労死ラインに達する週20

時間以上の残業をした教員が６割近くを占めることを

明らかにしている。

学校が抱える課題は、より複雑化、困難化してお

り、文部科学省も中央教育審議会において、教職員

が授業や授業準備等に集中し、健康でいきいきとや

りがいをもって勤務でき、教育の質を高められる環

境の構築を目指し、長時間労働是正についての学校

における働き方改革について議論を行っている。

このような課題解決に向けて、少人数教育の推進

を含む計画的な教職員定数改善が必要となってい

る。しかしながら、安定した教育活動を全国的に保障

するための義務教育費国庫負担制度は、国負担割合

が２分の１から３分の１に引き下げられ、地方自治

体の負担は増大した。

子供たちが、全国どこに住んでいても、一定水準

の教育を受けられることが憲法上の要請であるは

ずだが、このことは地方自治体の財政を圧迫してお

り、非正規教職員の増大等、教育条件の格差を生じ

ている。

よって、豊かな子供たちの学びを保障するための

条件整備と財源保障は、国の施策として不可欠であ

ることから、逗子市議会は国に対し、2019年度政府

予算編成において、次の事項が実現されるよう要望

する。

１　子供たちの教育環境改善のために、計画的な教

職員定数改善を推進すること。

２　教育の機会均等と水準の維持向上をはかるた

め、義務教育費国庫負担制度を堅持し、国負担割

合を２分の１に復元すること。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提

出する。

　平成30年６月26日

市民生活並びに地域経済はいま、大変深刻な状況であ

る。消費税の８％への増税によって戦後初めて２年連続で

個人消費がマイナスになった。増税と、年金カット、医療、

介護など社会保障費の負担増、そして賃金低下、物価上昇

の三重苦のもとで、これ以上節約するところがないと悲

鳴が上がっている。所得が下がり、それが地域経済を冷や

し、自治体財政も圧迫している。このような状況での消費

税増税は、税率が５％から８％になったときの大不況の再

来を招くのは必至である。

ところが政府は、2019年10月の消費税率10％への引上

げを飽くまで強行する姿勢を崩していない。税率10％への

引上げで、一人当たり年間２万7,000円、１世帯当たり６万

2,000円の増税という試算も出ている。

加えて税率引上げと同時に実施を狙う軽減税率には、

重大な問題がある。飲食料品と週２回以上発行の新聞代

は税率８％に据え置かれるが、運送費や加工費、広告宣伝

費など10％の分の値段は値上がりする。また、８％と

10％の線引きは単純ではない。そして、2023年に導入さ

れるインボイス(適格請求書)制度は、地域経済を担う中

小業者にとって大きな負担となり、免税業者が商取引か

ら排除されるという重大な問題がある。

そもそも消費税は、所得の少ない人ほど負担が重く、

貧困と格差を拡大する根本的な欠陥を持つ税制である。

増税されるたびに消費税の滞納額が増え、国税滞納額に

占める消費税の割合が高くなっているのはその証拠で

ある。

日本国憲法は応能負担原則にのっとった税制の確立を

要請している。

消費税増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、

大企業や富裕層を優遇する不公平税制を正すべきであ

る。軍事費や不要不急の大型公共工事への歳出を減らし、

暮らしや社会保障、地域経済振興に優先して税金を使い、

内需主導で家計をあたためる経済政策をとるべきであ

る。そうすれば、社会保障制度の拡充も、財政再建の道も

開かれる。

よって、逗子市議会は政府に対し、住民の暮らし、地域経

済、地方自治体に深刻な打撃を与える消費税増税を中止

することを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出

する。

　平成30年６月26日

今定例会で可決した意見書を関係機関に送付しました

逗　子　市　議　会逗　子　市　議　会



17 ず し 市 議 会 だ よ り 16ず し 市 議 会 だ よ り平成30年 9月 15日　　 第１４３号平成30年 9月 15日　　 第１４３号

日本年金機構の情報セキュリティ対策の見直し
を求める意見書

神奈川県最低賃金改定等についての意見書

　日本年金機構がデータ入力を委託した株式会社ＳＡＹ企画
の入力漏れと入力誤りにより本年２月支払時の源泉徴収額に
誤りが発生した。しかも、当事業者は契約違反である再委託ま
で行っていた。日本年金機構は平成27年５月にもサイバー攻
撃を受け、個人情報の流出問題を起こしている。
　膨大な個人情報を管理する機関が二度にわたり情報問題を
引き起したことは、年金制度や個人情報保護制度の信頼を損
ねる重大な問題である。複雑化した年金制度を正確かつ公正
に運営しなければならない日本年金機構は、信頼回復のため
に情報セキュリティ対策を抜本的に見直すべきである。
　よって逗子市議会は国に対し、日本年金機構に次の事項を
厳しく指導するよう要望する。

１　外部有識者の調査組織により本事案の業務プロセスを徹底
的に検証すること。
２　委託業者の作業進捗管理手法や納品物の検証及び監査体
制を確立すること。
３　日本年金機構が保有する氏名、生年月日、住所、電話番号等
の個人情報保護について、セキュリティ対策を抜本的に見直す
こと。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

　平成30年６月26日

　政府は2017年６月９日、経済財政運営と改革の基本方針

2017及び未来投資戦略2017について、閣議決定を行った。

この中で、最低賃金については、年率３％程度を目途として、

名目ＧＤＰの成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これによ

り、全国加重平均が1,000円となることを目指す。このため、

最低賃金引上げに対応する個別相談等の支援の枠組みを設

け、生活衛生業から他業種に拡大するなど、中小企業、小規模

事業者が賃上げしやすい環境の整備を行うとしている。

　一方、日本労働組合総連合における2018年春闘は、底上

げ、格差是正、大手追従・大手準拠からの脱却をキーワードと

して、５年連続２％台の賃上げがなされ、金額、率ともに昨年

同時期を上回っている。また、今年の特長点としては、昨年に

引き続き中小企業における引上げ額が大手企業の水準を超え

ており、大手追従・大手準拠などの構造を転換する運動が定着

し、着実に前進している。

　2017年度の神奈川県最低賃金の水準は956円である。こ

の水準を年収換算すると約199万円余りであり、いまだワー

キングプアを解消できない水準である。また、2017連合リビ

ングウェイジによれば、神奈川県で単身者が生活するには、時

給1,080円以上が必要である。経済の好循環を確かなものに

するためには、ＧＤＰの60％を占める個人消費の拡大に向け、

賃金の引上げを、すべての労働者に適用される最低賃金にも

波及させることが必要である。

　その実現にあたっては、中小企業・小規模事業者への支援策

に対する活用実績等の見える化を図り、各施策の実効性を高

めることや公正な取引関係の確立に向け、為替変動、資材高

騰、物価上昇などに伴うコスト増などに対し、価格転嫁を阻害

する行為への適切な指導、監視体制の強化などについて継続

した取り組みが求められている。

　加えて、昨年３月28日、働き方改革実現会議で決定された

働き方改革実行計画の取り組みと連動させ、更なる取引条件

の改善とともに、賃金引上げと労働生産性向上を実現してい

く必要がある。

　よって、逗子市議会は政府に対し、次の事項を実現するよう

要望する。

１　経済の好循環の実現のため、早期に神奈川県最低賃金の諮
問・改定を行うこと。
２　最低賃金引上げに伴う中小企業・小規模事業者への支援を
強化すること。

（１）国として実施している各施策における神奈川県での活用実
績等、取り組み成果の見える化を図り、実効性を高めること。

（２）公正な取引関係の確立に向け、為替変動、資材高騰、物価上
昇などに伴うコスト増に対し、価格転嫁を阻害する行為への適
切な指導、監視体制の強化を図ること
３　働き方改革実行計画の取り組みと連動させ、更なる取引条
件の改善とともに、賃金引上げと労働生産性向上を図ること。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

　平成30年６月26日

地方財政の充実・強化を求める意見書

　地方自治体は、子育て支援策の充実と保育人材の確

保、高齢化が進行する中での医療、介護などの社会保

障への対応、地域交通の維持など、果たす役割が拡大

する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行

やマイナンバー制度への対応、大規模災害を想定した

防災、減災事業の実施など、新たな政策課題に直面し

ている。

　一方、地方公務員をはじめとした公的サービスを担

う人材が限られる中で、新たなニーズへの対応と細や

かな公的サービスの提供が困難となっており、人材確

保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立を

目指す必要がある。

　こうした状況にもかかわらず、社会保障費の圧縮や

公的サービスの産業化など地方財政をターゲットと

した歳出削減に向けた議論が加速している。特に、

トップランナー方式の導入は、民間委託を前提とした

地方交付税算定を容認するものであり、地方財政全体

の安易な縮小につながることが危惧されるものと

なっている。インセンティブ改革と併せ、地方交付税

制度を利用した国の政策誘導であり、客観、中立であ

るべき地方交付税制度の根幹を揺るがしかねないも

のである。

　本来、必要な公共サービスを提供するため、財源面

を担保するのが地方財政計画の役割である。しかし、

財政再建日標を達成するためだけに歳出削減が行わ

れ、結果として不可欠なサービスが削減されれば、本

末転倒であり、国民生活と地域経済に疲弊をもたらす

ことは明らかである。

　このため、2019年度の政府予算と地方財政の検討

にあたっては、国民生活を犠牲にする財政とするので

はなく、歳入、歳出を的確に見積もり、人的サービスと

しての社会保障予算の充実と地方財政の確立を目指

すことが必要である。

　よって、逗子市議会は政府に対し、次の事項につい

て要望する。

１　社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人
口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を
的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保
をはかること。

２　子ども、子育て支援新制度、地域医療の確保、地域
包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、介護
保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増す
る社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための
社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行う
こと。
３　地方交付税におけるトップランナー方式の導入は、
地域によって人口規模、事業規模の差異、各自治体に
おける検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無
視して経費を算定するものであり、廃止、縮小を含めた
検討を行うこと。
４　災害時においても住民の命と財産を守る防災、減災
事業は、これまで以上に重要であり、自治体庁舎をはじ
めとした公共施設の耐震化や緊急防災、減災事業の
対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。ま
た、2015年度の国勢調査を踏まえた人口急減、急増
自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、
地方交付税算定のあり方を引き続き検討すること。
５　地域間の財源偏在性の是止のため、偏在性の小さ
い所得税、消費税を対象に国税から地方税への税源
移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めるこ
と。
　同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、
自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財
源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがな
いよう対応を図ること。
６　地方交付税の財源保障機能、財政調整機能の強化
をはかり、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新
たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階
補正の強化などの対策を講じること。
　同時に、地方交付税原資の確保については、臨時財
政対策債に過度に依存しないものとし、対象国税４税
（所得税、法入税、酒税、消費税）に対する法定率の引
上げを行うこと。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提

出する。

　平成30年６月26日 逗　子　市　議　会
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旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を
求める意見書
　昭和23年に施行された旧優生保護法は、知的障がいや精神
疾患を理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めていた。
その後、同法は平成８年に障がい者差別に該当する条文を削
除して、母体保護法に改正されている。
　厚生労働省によると、旧法のもとで不妊手術を受けた障が
い者等は約25,000人であり、このうち、本人の同意なしに不
妊手術を施されたのは16,475人と報告されている。
　本人の意思に反して手術が施されたとすれば人権上問題が
あり、また、同様の不妊手術を行っていたドイツやスウェーデ
ンでは当事者に対する補償等の措置が講じられている。旧法
のもとで不妊手術を受けた障がい者等の高齢化が進んでいる
ことを考慮すると、我が国においても早急な救済措置を講じ
るべきである。
　よって逗子市議会は国に対し、次の事項を実施するよう要
望する。

１　国は、速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査
を行うこと。
２　１の実態調査においては、都道府県の所有する優生保護審
査会の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査
を行うこと。併せて個人が特定できる資料について、当事者の
心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努
めること。
３　旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が
進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講じること。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

　平成30年６月26日 逗　子　市　議　会
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日本年金機構の情報セキュリティ対策の見直し
を求める意見書

神奈川県最低賃金改定等についての意見書

　日本年金機構がデータ入力を委託した株式会社ＳＡＹ企画
の入力漏れと入力誤りにより本年２月支払時の源泉徴収額に
誤りが発生した。しかも、当事業者は契約違反である再委託ま
で行っていた。日本年金機構は平成27年５月にもサイバー攻
撃を受け、個人情報の流出問題を起こしている。
　膨大な個人情報を管理する機関が二度にわたり情報問題を
引き起したことは、年金制度や個人情報保護制度の信頼を損
ねる重大な問題である。複雑化した年金制度を正確かつ公正
に運営しなければならない日本年金機構は、信頼回復のため
に情報セキュリティ対策を抜本的に見直すべきである。
　よって逗子市議会は国に対し、日本年金機構に次の事項を
厳しく指導するよう要望する。

１　外部有識者の調査組織により本事案の業務プロセスを徹底
的に検証すること。
２　委託業者の作業進捗管理手法や納品物の検証及び監査体
制を確立すること。
３　日本年金機構が保有する氏名、生年月日、住所、電話番号等
の個人情報保護について、セキュリティ対策を抜本的に見直す
こと。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

　平成30年６月26日

　政府は2017年６月９日、経済財政運営と改革の基本方針

2017及び未来投資戦略2017について、閣議決定を行った。

この中で、最低賃金については、年率３％程度を目途として、

名目ＧＤＰの成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これによ

り、全国加重平均が1,000円となることを目指す。このため、

最低賃金引上げに対応する個別相談等の支援の枠組みを設

け、生活衛生業から他業種に拡大するなど、中小企業、小規模

事業者が賃上げしやすい環境の整備を行うとしている。

　一方、日本労働組合総連合における2018年春闘は、底上
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して、５年連続２％台の賃上げがなされ、金額、率ともに昨年

同時期を上回っている。また、今年の特長点としては、昨年に

引き続き中小企業における引上げ額が大手企業の水準を超え

ており、大手追従・大手準拠などの構造を転換する運動が定着

し、着実に前進している。

　2017年度の神奈川県最低賃金の水準は956円である。こ

の水準を年収換算すると約199万円余りであり、いまだワー

キングプアを解消できない水準である。また、2017連合リビ

ングウェイジによれば、神奈川県で単身者が生活するには、時

給1,080円以上が必要である。経済の好循環を確かなものに

するためには、ＧＤＰの60％を占める個人消費の拡大に向け、

賃金の引上げを、すべての労働者に適用される最低賃金にも

波及させることが必要である。

　その実現にあたっては、中小企業・小規模事業者への支援策

に対する活用実績等の見える化を図り、各施策の実効性を高

めることや公正な取引関係の確立に向け、為替変動、資材高

騰、物価上昇などに伴うコスト増などに対し、価格転嫁を阻害

する行為への適切な指導、監視体制の強化などについて継続

した取り組みが求められている。

　加えて、昨年３月28日、働き方改革実現会議で決定された

働き方改革実行計画の取り組みと連動させ、更なる取引条件

の改善とともに、賃金引上げと労働生産性向上を実現してい

く必要がある。

　よって、逗子市議会は政府に対し、次の事項を実現するよう

要望する。

１　経済の好循環の実現のため、早期に神奈川県最低賃金の諮
問・改定を行うこと。
２　最低賃金引上げに伴う中小企業・小規模事業者への支援を
強化すること。

（１）国として実施している各施策における神奈川県での活用実
績等、取り組み成果の見える化を図り、実効性を高めること。

（２）公正な取引関係の確立に向け、為替変動、資材高騰、物価上
昇などに伴うコスト増に対し、価格転嫁を阻害する行為への適
切な指導、監視体制の強化を図ること
３　働き方改革実行計画の取り組みと連動させ、更なる取引条
件の改善とともに、賃金引上げと労働生産性向上を図ること。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

　平成30年６月26日

地方財政の充実・強化を求める意見書

　地方自治体は、子育て支援策の充実と保育人材の確

保、高齢化が進行する中での医療、介護などの社会保

障への対応、地域交通の維持など、果たす役割が拡大

する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行

やマイナンバー制度への対応、大規模災害を想定した

防災、減災事業の実施など、新たな政策課題に直面し

ている。

　一方、地方公務員をはじめとした公的サービスを担

う人材が限られる中で、新たなニーズへの対応と細や

かな公的サービスの提供が困難となっており、人材確

保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立を

目指す必要がある。

　こうした状況にもかかわらず、社会保障費の圧縮や

公的サービスの産業化など地方財政をターゲットと

した歳出削減に向けた議論が加速している。特に、

トップランナー方式の導入は、民間委託を前提とした

地方交付税算定を容認するものであり、地方財政全体

の安易な縮小につながることが危惧されるものと

なっている。インセンティブ改革と併せ、地方交付税

制度を利用した国の政策誘導であり、客観、中立であ

るべき地方交付税制度の根幹を揺るがしかねないも

のである。

　本来、必要な公共サービスを提供するため、財源面

を担保するのが地方財政計画の役割である。しかし、

財政再建日標を達成するためだけに歳出削減が行わ

れ、結果として不可欠なサービスが削減されれば、本

末転倒であり、国民生活と地域経済に疲弊をもたらす

ことは明らかである。

　このため、2019年度の政府予算と地方財政の検討

にあたっては、国民生活を犠牲にする財政とするので

はなく、歳入、歳出を的確に見積もり、人的サービスと

しての社会保障予算の充実と地方財政の確立を目指

すことが必要である。

　よって、逗子市議会は政府に対し、次の事項につい

て要望する。

１　社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人
口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を
的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保
をはかること。

２　子ども、子育て支援新制度、地域医療の確保、地域
包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、介護
保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増す
る社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための
社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行う
こと。
３　地方交付税におけるトップランナー方式の導入は、
地域によって人口規模、事業規模の差異、各自治体に
おける検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無
視して経費を算定するものであり、廃止、縮小を含めた
検討を行うこと。
４　災害時においても住民の命と財産を守る防災、減災
事業は、これまで以上に重要であり、自治体庁舎をはじ
めとした公共施設の耐震化や緊急防災、減災事業の
対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。ま
た、2015年度の国勢調査を踏まえた人口急減、急増
自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、
地方交付税算定のあり方を引き続き検討すること。
５　地域間の財源偏在性の是止のため、偏在性の小さ
い所得税、消費税を対象に国税から地方税への税源
移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めるこ
と。
　同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、
自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財
源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがな
いよう対応を図ること。
６　地方交付税の財源保障機能、財政調整機能の強化
をはかり、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新
たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階
補正の強化などの対策を講じること。
　同時に、地方交付税原資の確保については、臨時財
政対策債に過度に依存しないものとし、対象国税４税
（所得税、法入税、酒税、消費税）に対する法定率の引
上げを行うこと。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提

出する。

　平成30年６月26日 逗　子　市　議　会
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旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を
求める意見書
　昭和23年に施行された旧優生保護法は、知的障がいや精神
疾患を理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めていた。
その後、同法は平成８年に障がい者差別に該当する条文を削
除して、母体保護法に改正されている。
　厚生労働省によると、旧法のもとで不妊手術を受けた障が
い者等は約25,000人であり、このうち、本人の同意なしに不
妊手術を施されたのは16,475人と報告されている。
　本人の意思に反して手術が施されたとすれば人権上問題が
あり、また、同様の不妊手術を行っていたドイツやスウェーデ
ンでは当事者に対する補償等の措置が講じられている。旧法
のもとで不妊手術を受けた障がい者等の高齢化が進んでいる
ことを考慮すると、我が国においても早急な救済措置を講じ
るべきである。
　よって逗子市議会は国に対し、次の事項を実施するよう要
望する。

１　国は、速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査
を行うこと。
２　１の実態調査においては、都道府県の所有する優生保護審
査会の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査
を行うこと。併せて個人が特定できる資料について、当事者の
心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努
めること。
３　旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が
進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講じること。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

　平成30年６月26日 逗　子　市　議　会



今定例会で可決した意見書を関係機関に送付しました
精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書

　第１４３号平成30年 9月１5日 18ず し 市 議 会 だ よ り
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　国の障がい者施策において身体、知的、精神の３
障害一元化が基本的な方向にとなっているが、長い
間、精神障がい者は身体・知的障がい者に適用され
ている交通運賃割引制度から除外されている。
　精神障がい者家族の全国組織である、公益財団法
人全国精神保健福祉会連合会の全国調査によると、
精神障がい者の大半が家族と同居との結果である。
しかしながらその親は高齢化しており、年金生活等、
経済的支援力も弱まり、家族だけで支えるには限界
に達している。日中活動サービスが利用できない精
神障がい者は、外出の機会が少なく、引きこもりの
大きな要因ともなっており、経済的負担は障害者権
利条約が求める社会参加を促す大きな障壁ともなっ
ている。

　また、平成26年の障害者権利条約の批准及び平成
28年の障害者差別解消法の施行がなされた中で、精
神障がい者を国の障害者福祉制度の対象から除外す
ることは不合理である。
　よって、逗子市議会は国に対し、身体障がい者や
知的障がい者に適用されている交通運賃割引制度を
精神障がい者にも適用するよう要望する。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提
出する。

　平成30年６月26日 逗　子　市　議　会

逗子の夏・こどもの夏
（2018海開き）
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復元を図るための2019年度政府予算についての意見書
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に関する条例の一部改正について

逗子市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の
一部改正について
逗子市市税条例の一部改正について
逗子市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

平成30年度逗子市一般会計補正予算（第３号）

監査委員の選任について 

逗子市個人情報保護条例の一部改正について

開発事業に係る賛否の意見を付した市長の意見に対する陳情書

陳情書（まちづくり条例第35条関係）

地方財政の充実・強化を求める意見書
精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書
神奈川県最低賃金改定等についての意見書
消費税増税中止を求める意見書
日本年金機構の情報セキュリティ対策の見直しを求める意見書
旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書


